
建 設 環 境 委 員 会  

  令和８年第１回定例会  

議 案  

議案第 22 号 葛飾区事務手数料条例の一部を改正する条例    （建築課長） 

議案第 26 号 葛飾区自転車駐車場及び自転車置場条例の一部を改正する条例 

                            （交通政策課長） 

 

庶務報告  

１ 一般 

 [環境部] 

（１）全国みどりと花のフェアかつしかについて 

                   （みどりと花のフェア担当課長） 

（２）「葛飾区一般廃棄物処理基本計画（第４次）」改定版（案）について 

                       （リサイクル清掃課長） 

［都市整備部］ 

（１）自転車用ヘルメット購入費助成について （交通安全対策担当課長） 

（２）（仮称）葛飾区水と緑の基本方針・実施プランの策定について 

                          （都市計画課長） 

（３）堀切地区の街づくりについて      （街づくり推進担当課長） 

（４）金町駅周辺の街づくりについて     （金町街づくり担当課長） 

（５）京成押上線連続立体交差事業について（立石駅北街づくり担当課長） 

（６）義務付け等請求控訴事件の判決について 

（立石駅北街づくり担当課長） 

（７）高砂駅周辺の街づくりについて    （高砂・鉄道立体担当課長） 

（８）不燃化特区における建替え助成について （密集地域整備担当課長） 

（９）令和７年度主要工事進捗状況について        （公園課長） 



1 

 

 

 

葛飾区事務手数料条例の一部を改正する条例 

 

                                 建築課 

 

１ 改正の理由 

建築基準法施行令の一部改正及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の

一部改正に伴い、規定の整備をする必要があるので、標記条例の一部を改正するも

の 

 

２ 改正の概要 

建築基準法施行令の一部改正により、既存の建築物に対する制限の緩和に係る認

定の規定に項の繰下げが発生する。また、マンションの建替え等の円滑化に関する

法律の一部改正により、法律名の変更及び建築物の容積率に関する特例の許可の規

定に条の繰下げ並びに追記が発生する。 

これに伴い、葛飾区事務手数料条例中の当該規定に係る項目について、所要の改

正を行う。 

 

改正部分（条例 別表第１） 

改正前 改正後 

事 務 事務手数料の名称 事 務 事務手数料の名称 

50の２ 建築基準

法施行令第137条の

12第６項の規定に

基づく既存の建築

物に対する制限の

緩和に係る認定の

申請に対する審査 

（略） 50の２ 建築基準

法施行令第137条の

12第11項の規定に

基づく既存の建築

物に対する制限の

緩和に係る認定の

申請に対する審査 

（略） 

議案第２２号 関係資料 

都 市 整 備 部 

令和８年３月１６日 
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改正前 改正後 

事 務 事務手数料の名称 事 務 事務手数料の名称 

50の３ 建築基準

法施行令第137条の

12第７項の規定に

基づく既存の建築

物に対する制限の

緩和に係る認定の

申請に対する審査 

（略） 50の３ 建築基準

法施行令第137条の

12第12項の規定に

基づく既存の建築

物に対する制限の

緩和に係る認定の

申請に対する審査 

（略） 

50の14 マンショ

ンの建替え等の円

滑化に関する法律

(平成14年法律第78

号)第105条第１項

の規定に基づく建

築物の容積率に関

する特例の許可の

申請に対する審査 

要除却認定マンシ

ョンの建替えによ

り新たに建築され

るマンションの容

積率の特例許可申

請手数料 

50の14 マンショ

ンの再生等の円滑

化に関する法律(平

成14年法律第78号)

第163条の59第１項

の規定に基づく建

築物の容積率又は

各部分の高さに関

する特例の許可の

申請に対する審査 

要除却認定マンシ

ョンの建替えによ

り新たに建築され

るマンション又は

要除却等認定マン

ションの更新がさ

れるマンションの

容積率又は各部分

の高さの特例許可

申請手数料 

 

３ 新旧対照表 

【資料１】のとおり 

 

４ 施行予定期日 

令和８年４月１日 



【資料１】 

 

葛飾区事務手数料条例新旧対照表 
現 行 改正案 

○葛飾区事務手数料条例 ○葛飾区事務手数料条例 

昭和33年３月31日 昭和33年３月31日 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第227条の規定によ

り徴収する手数料（以下「事務手数料」という。）は、別に

規定があるもののほか、この条例の定めるところによる。 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第227条の規定によ

り徴収する手数料（以下「事務手数料」という。）は、別に

規定があるもののほか、この条例の定めるところによる。 

  
（事務手数料を徴収する事務等） （事務手数料を徴収する事務等） 

第２条 事務手数料を徴収する事務並びにその事務手数料の名

称、種別・単位、額及び徴収時期は、別表第１から別表第３

までのとおりとする。 

第２条 事務手数料を徴収する事務並びにその事務手数料の名

称、種別・単位、額及び徴収時期は、別表第１から別表第３

までのとおりとする。 
  
第３条 から 第10条 まで（略） 第３条 から 第10条 まで（略） 

  
付則（略） 

 
 
 
別表第１（第２条関係） 

付則（略） 
付則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第２条関係） 

事務 事務手数料の

名称 
種別・

単位 額 徴収時期 

１ から 50 まで（略） 

50の２ 建築基準法

施行令第137条の12

第６項の規定に基づ

く既存の建築物に対

する制限の緩和に係

る認定の申請に対す

る審査 

既存建築物の

敷地と道路と

の関係の制限

の緩和に係る

認定申請手数

料 

１件に

つき 
28,000円 認定申請

のとき。 

50の３ 建築基準法

施行令第137条の12

第７項の規定に基づ

く既存の建築物に対

する制限の緩和に係

る認定の申請に対す

る審査 

既存建築物の

道路内の建築

制限の緩和に

係る認定申請

手数料 

１件に

つき 
28,000円 認定申請

のとき。 

50の４ から 50の13 まで（略） 

50の14 マンション

の建替え等の円滑化

に関する法律(平成1

4年法律第78号)第10

5条第１項の規定に

基づく建築物の容積

率に関する特例の許

可の申請に対する審

査 

 

 

 

 

要除却認定マ

ンションの建

替えにより新

たに建築され

るマンション

の容積率の特

例許可申請手

数料 

1件に

つき 

160,000円 許可申請

のとき。 

51 から 142 まで（略） 
 

事務 事務手数料の

名称 
種別・

単位 額 徴収時期 

１ から 50 まで（略） 

50の２ 建築基準法

施行令第137条の12

第11項の規定に基づ

く既存の建築物に対

する制限の緩和に係

る認定の申請に対す

る審査 

既存建築物の

敷地と道路と

の関係の制限

の緩和に係る

認定申請手数

料 

１件に

つき 
28,000円 認定申請

のとき。 

50の３ 建築基準法

施行令第137条の12

第12項の規定に基づ

く既存の建築物に対

する制限の緩和に係

る認定の申請に対す

る審査 

既存建築物の

道路内の建築

制限の緩和に

係る認定申請

手数料 

１件に

つき 
28,000円 認定申請

のとき。 

50の４ から 50の13 まで（略） 

50の14 マンション

の再生等の円滑化に

関する法律(平成14

年法律第78号)第163

条の59第１項の規定

に基づく建築物の容

積率又は各部分の高

さに関する特例の許

可の申請に対する審

査 

要除却認定マ

ンションの建

替えにより新

たに建築され

るマンション

又は要除却等

認定マンショ

ンの更新がさ

れるマンショ

ンの容積率又

は各部分の高

さの特例許可

申請手数料 

1件に

つき 

160,000円 許可申請

のとき。 

51 から 142 まで（略） 
 

 

別表第２（第２条関係）（略） 

 

別表第３（第２条関係）（略） 

 

 

別表第２（第２条関係）（略） 

 

別表第３（第２条関係）（略） 

 

 



 

 

葛飾区自転車駐車場及び自転車置場条例の一部を改正する条例 

 

                                交通政策課 

１ 改正の概要 

（１）題名を葛飾区自転車駐車場条例に改める 

（２）東立石自転車置場を廃止する 

 

２ 東立石自転車置場位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 新旧対照表 

  【資料１】のとおり 

 

４ 施行予定期日 

  葛飾区規則で定める日から施行する。 

 

 

議案第２６号 関係資料 

都 市 整 備 部 

令和８年３月１６日 
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【資料１】 

葛飾区自転車駐車場及び自転車置場条例新旧対照表 
現 行 改正案 

○葛飾区自転車駐車場及び自転車置場条例 ○葛飾区自転車駐車場条例 

昭和５７年３月１１日 昭和５７年３月１１日 

条例第１４号 条例第１４号 

（設置） （設置） 

第１条 区内の鉄道駅周辺における自転車の駐車秩序を確

立することにより、その周辺の道路の安全な利用を確保す

るとともに、区民の自転車駐車の利便を図るため、自転車

駐車場（以下「駐車場」という。）及び自転車置場（以下

「置場」という。）を設置する。 

第１条 区内の鉄道駅周辺における自転車の駐車秩序を確

立することにより、その周辺の道路の安全な利用を確保す

るとともに、区民の自転車駐車の利便を図るため、自転車

駐車場（以下「駐車場」という。）を設置する。 

（昭６３条例２８・一部改正） （昭６３条例２８・一部改正） 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 駐車場及び置場の名称及び位置は、別表のとおりと

する。 

第２条 駐車場の名称及び位置は、別表のとおりとする。 

（昭６３条例２８・一部改正） （昭６３条例２８・一部改正） 

（利用することができる自転車） （利用することができる自転車） 

第３条 駐車場及び置場を利用することができる自転車は、

道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第２条第１項第

１１号の２に規定する自転車であり、自転車防犯登録のし

てあるものとする。ただし、葛飾区長（以下「区長」とい

う。）が特に利用を認めたものは、この限りでない。 

第３条 駐車場を利用することができる自転車は、道路交通

法（昭和３５年法律第１０５号）第２条第１項第１１号の

２に規定する自転車であり、自転車防犯登録のしてあるも

のとする。ただし、葛飾区長（以下「区長」という。）が

特に利用を認めたものは、この限りでない。 

（昭６３条例２８・一部改正、平３条例２８・旧第

４条繰上、平１５条例６２・令６条例４・一部改正） 

（昭６３条例２８・一部改正、平３条例２８・旧第

４条繰上、平１５条例６２・令６条例４・一部改正） 

（駐車場の利用承認等） （駐車場の利用承認等） 

第４条 駐車場の利用方法は、次のとおりとする。 第４条 駐車場の利用方法は、次のとおりとする。 

(１) 一時利用 １日１回を単位とする利用（葛飾区亀有

南自転車駐車場にあっては、時間を単位とする利用） 

(１) 一時利用 １日１回を単位とする利用（葛飾区亀有

南自転車駐車場にあっては、時間を単位とする利用） 

(２) 定期利用 月を単位とする利用 (２) 定期利用 月を単位とする利用 

２ 駐車場を利用しようとする者は、葛飾区規則（以下「規

則」という。）で定める手続により区長に申請し、その承

認を受けなければならない。 

２ 駐車場を利用しようとする者は、葛飾区規則（以下「規

則」という。）で定める手続により区長に申請し、その承

認を受けなければならない。 

３ 駐車場のうち、定期利用をしようとする者の利用状況か

ら、利用しようとする者を制限する必要があると区長が認

めた駐車場については、規則で定める要件に該当する者に

定期利用の承認をするものとする。 

３ 駐車場のうち、定期利用をしようとする者の利用状況か

ら、利用しようとする者を制限する必要があると区長が認

めた駐車場については、規則で定める要件に該当する者に

定期利用の承認をするものとする。 

（平３条例２８・追加、平７条例６６・平８条例２

４・平１０条例３０・平１５条例６２・平１６条例

３４・令６条例４・一部改正） 

（平３条例２８・追加、平７条例６６・平８条例２

４・平１０条例３０・平１５条例６２・平１６条例

３４・令６条例４・一部改正） 

（置場の利用承認等）  

第５条 置場の利用については、区長の承認を必要としな

い。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、置場のうち、区長がその利用

状況から利用する者を制限する必要があると認めて指定

した置場（以下「登録制置場」という。）を利用しようと

する者は、規則で定める手続により区長に申請し、その承

認を受けなければならない。 

 

３ 区長は、前項の規定による登録制置場を指定したとき

は、規則で定める事項を告示するものとする。 

 

（昭６３条例２８・平３条例２８・一部改正）  

（利用の不承認） （利用の不承認） 

第６条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐

車場及び登録制置場の利用の承認をしない。 

第５条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐

車場の利用の承認をしない。 

(１) 公益を害するおそれがあると認めたとき。 (１) 公益を害するおそれがあると認めたとき。 

(２) 駐車場及び登録制置場の秩序を乱すおそれがある

と認めたとき。 

(２) 駐車場の秩序を乱すおそれがあると認めたとき。 
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(３) 駐車場及び登録制置場の収容台数を超えていると

き。 

(３) 駐車場の収容台数を超えているとき。 

(４) 駐車場及び登録制置場の管理上支障があるとき。 (４) 駐車場の管理上支障があるとき。 

(５) 前各号に定めるもののほか、区長が特に必要がある

と認めたとき。 

(５) 前各号に定めるもののほか、区長が特に必要がある

と認めたとき。 

（昭６３条例２８・平１５条例６２・令６条例４・

一部改正） 

（昭６３条例２８・平１５条例６２・令６条例４・

一部改正） 

（使用料） （使用料） 

第７条 駐車場の使用料は、一時利用にあっては１日１回２

００円又は駐車時間１時間につき５０円の範囲内におい

て、定期利用にあっては１箇月につき３，０００円（規則

で定める学校に在学する者にあっては、２，１００円）の

範囲内において規則で定める。 

第６条 駐車場の使用料は、一時利用にあっては１日１回２

００円又は駐車時間１時間につき５０円の範囲内におい

て、定期利用にあっては１箇月につき３，０００円（規則

で定める学校に在学する者にあっては、２，１００円）の

範囲内において規則で定める。 

２ 置場の利用は、無料とする。  

（令６条例４・全改） （令６条例４・全改） 

（回数券） （回数券） 

第７条の２ 区長は、必要があると認めるときは、回数券を

発行することができる。 

第７条 区長は、必要があると認めるときは、回数券を発行

することができる。 

２ 回数券は１１枚つづりとし、発行価額は一時利用の１０

回分に相当する額とする。 

２ 回数券は１１枚つづりとし、発行価額は一時利用の１０

回分に相当する額とする。 

（令６条例４・追加） （令６条例４・追加） 

（使用料の納付時期等） （使用料の納付時期等） 

第７条の３ 一時利用をする者は、使用料を前納しなければ

ならない。ただし、規則で定める駐車場の一時利用をする

場合は、利用終了時に使用料を納付しなければならない。 

第８条 一時利用をする者は、使用料を前納しなければなら

ない。ただし、規則で定める駐車場の一時利用をする場合

は、利用終了時に使用料を納付しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、回数券の交付を受ける者は、

交付の際に使用料を納付しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、回数券の交付を受ける者は、

交付の際に使用料を納付しなければならない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、区長は、規則で定めるとこ

ろにより、一時利用した者以外の者から事後に使用料を徴

収することができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、区長は、規則で定めるとこ

ろにより、一時利用した者以外の者から事後に使用料を徴

収することができる。 

４ 定期利用をする者は、第４条第２項の承認の後において

規則で定める時期に使用料を納付しなければならない。 

４ 定期利用をする者は、第４条第２項の承認の後において

規則で定める時期に使用料を納付しなければならない。 

（令６条例４・追加） （令６条例４・追加） 

（使用料の減額又は免除） （使用料の減額又は免除） 

第７条の４ 区長は、特別な理由があると認めるときは、使

用料を減額し、又は免除することができる。 

第９条 区長は、特別な理由があると認めるときは、使用料

を減額し、又は免除することができる。 

（令６条例４・追加） （令６条例４・追加） 

（使用料の還付） （使用料の還付） 

第８条 区長は、規則で定めるところにより、既に納付され

た使用料の全部又は一部を還付することができる。 

第１０条 区長は、規則で定めるところにより、既に納付さ

れた使用料の全部又は一部を還付することができる。 

（令６条例４・全改） （令６条例４・全改） 

（利用の権利の譲渡等の禁止） （利用の権利の譲渡等の禁止） 

第９条 駐車場の利用の承認を受けた者（以下「駐車場利用

者」という。）及び登録制置場の利用の承認を受けた者（以

下「登録制置場利用者」という。）は、駐車場及び登録制

置場の利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 

第１１条 駐車場の利用の承認を受けた者（以下「利用者」

という。）は、駐車場の利用の権利を譲渡し、又は転貸し

てはならない。 

（昭６３条例２８・平７条例６６・一部改正） （昭６３条例２８・平７条例６６・一部改正） 

（禁止行為） （禁止行為） 

第１０条 駐車場利用者及び置場を利用する者は、駐車場及

び置場内で、次の行為をしてはならない。 

第１２条 利用者は、駐車場内で、次の行為をしてはならな

い。 

(１) 駐車場若しくは置場の施設若しくは付属設備等を

毀損し、又は汚損すること。 

(１) 駐車場の施設若しくは付属設備等を毀損し、又は汚

損すること。 

(２) 他の自転車の駐車を妨げること。 (２) 他の自転車の駐車を妨げること。 

(３) 指定された場所以外に自転車を駐車すること。 (３) 指定された場所以外に自転車を駐車すること。 

(４) 発火、引火若しくは爆発のおそれのある物品又は悪

臭を発する物品等を持ち込むこと。 

(４) 発火、引火若しくは爆発のおそれのある物品又は悪

臭を発する物品等を持ち込むこと。 
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(５) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその

他の汚物を捨てること。 

(５) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその

他の汚物を捨てること。 

(６) 物品販売その他営業行為をすること。 (６) 物品販売その他営業行為をすること。 

(７) 広告宣伝をすること。 (７) 広告宣伝をすること。 

(８) 立入禁止区域に立ち入ること。 (８) 立入禁止区域に立ち入ること。 

(９) 前各号に定めるもののほか、区長が駐車場及び置場

の管理上支障があると認めたこと。 

(９) 前各号に定めるもののほか、区長が駐車場の管理上

支障があると認めたこと。 

（昭６３条例２８・平１５条例６２・平２８条例４

４・令６条例４・一部改正） 

（昭６３条例２８・平１５条例６２・平２８条例４

４・令６条例４・一部改正） 

（利用の承認の取消し） （利用の承認の取消し） 

第１１条 区長は、駐車場利用者及び登録制置場利用者が、

次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場又は登録制

置場の利用の承認を取り消すことができる。 

第１３条 区長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当す

る場合は、駐車場の利用の承認を取り消すことができる。 

(１) 偽りその他の不正な手段により利用の承認を受け

たとき。 

(１) 偽りその他の不正な手段により利用の承認を受け

たとき。 

(２) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したと

き。 

(２) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したと

き。 

(３) 利用の承認の条件に違反し、又は区長の指示に従わ

ないとき。 

(３) 利用の承認の条件に違反し、又は区長の指示に従わ

ないとき。 

（昭６３条例２８・平１５条例６２・令６条例４・

一部改正） 

（昭６３条例２８・平１５条例６２・令６条例４・

一部改正） 

（駐車場及び置場の休止） （駐車場の休止） 

第１２条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、

駐車場及び置場の全部又は一部を休止することができる。 

第１４条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、

駐車場の全部又は一部を休止することができる。 

(１) 災害その他の事故により駐車場又は置場の利用が

できないとき。 

(１) 災害その他の事故により駐車場の利用ができない

とき。 

(２) 駐車場又は置場の補修その他の管理上の必要によ

り駐車場又は置場の利用ができないとき。 

(２) 駐車場の補修その他の管理上の必要により駐車場

の利用ができないとき。 

(３) 前２号に定めるもののほか、区長が特に必要がある

と認めたとき。 

(３) 前２号に定めるもののほか、区長が特に必要がある

と認めたとき。 

（昭６３条例２８・平１５条例６２・令６条例４・

一部改正） 

（昭６３条例２８・平１５条例６２・令６条例４・

一部改正） 

（損害賠償） （損害賠償） 

第１３条 駐車場利用者及び置場を利用する者は、駐車場又

は置場の利用に際し、その施設若しくは付属設備等を毀損

し、又は滅失したときは、区長が相当と認める損害額を賠

償しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある

ときは、区長は、賠償額を減額し、又は免除することがで

きる。 

第１５条 利用者は、駐車場の利用に際し、その施設若しく

は付属設備等を毀損し、又は滅失したときは、区長が相当

と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむ

を得ない理由があるときは、区長は、賠償額を減額し、又

は免除することができる。 

（昭６３条例２８・平２８条例４４・一部改正） （昭６３条例２８・平２８条例４４・一部改正） 

（区の免責） （区の免責） 

第１４条 駐車場又は置場内において、第三者に起因して生

じた駐車場利用者及び置場を利用する者の損害について

は、区は、その責めを負わない。 

第１６条 駐車場内において、第三者に起因して生じた利用

者の損害については、区は、その責めを負わない。 

（昭６３条例２８・一部改正） （昭６３条例２８・一部改正） 

（委任） （委任） 

第１５条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

第１７条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

（平３条例２８・旧第１７条繰上、平１３条例６・

旧第１６条繰下、令６条例４・旧第２１条繰上） 

（平３条例２８・旧第１７条繰上、平１３条例６・

旧第１６条繰下、令６条例４・旧第２１条繰上） 

付 則 付 則 

（施行期日）  

１ この条例は、規則で定める日から施行する。 この条例は、規則で定める日から施行する。 

（平１４条例６２・旧第１項・一部改正、平１５条

例６２・旧付則・一部改正） 

（平１４条例６２・旧第１項・一部改正、平１５条

例６２・旧付則・一部改正） 

（お花茶屋西自転車駐車場等の管理に関する特例）  
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２ 第３条ただし書、第４条第２項及び第３項、第６条、第

１０条から第１２条まで、第１６条（第４項を除く。）並

びに第１７条から第２０条までの規定にかかわらず、葛飾

区お花茶屋西自転車駐車場及び葛飾区立石北第三自転車

駐車場（以下「お花茶屋西自転車駐車場等」という。）に

あっては、平成１６年１月１日（葛飾区立石北第三自転車

駐車場にあっては、同年３月１日）から同年３月３１日ま

での間、その管理は、区長が行うものとする。この場合に

おいては、第３条ただし書、第４条第２項及び第３項、第

６条、第１０条、第１１条並びに第１２条第１項の規定を

準用する。 

 

（平１５条例６２・追加）  

３ 前項の場合において、区長は、お花茶屋西自転車駐車場

等の定期利用の期間が平成１６年４月１日以後に満了す

る場合においても、その承認をすることができる。 

 

（平１５条例６２・追加）  

４ 前２項の規定によりお花茶屋西自転車駐車場等の利用

の承認を受けた者は、次の各号に定める区分に応じ、当該

各号に定める額の使用料を区長に納付しなければならな

い。この場合においては、第１８条から第２０条までの規

定を準用する。 

 

(１) 一時利用 １日１回１００円（区長が別に定めると

ころにより発行する回数券に係る使用料にあっては、１

１回分で１，０００円とする。） 

 

(２) １箇月の定期利用 １，５００円  

(３) ３箇月の定期利用 ３，７００円  

（平１５条例６２・追加）  

５ 前項の規定により平成１６年４月１日前に同日以後の

利用に係る使用料を納付した者は、同日以後の利用に係る

利用料金の額に相当する額の利用料金を、指定管理者に納

付したものとみなす。 

 

（平１５条例６２・追加）  

６ 平成１６年４月１日前に付則第４項第１号の規定によ

り区長が発行した回数券は、同日以後のお花茶屋西自転車

駐車場等の利用については、第１７条の規定により指定管

理者が発行したものとみなす。 

 

（平１５条例６２・追加）  

７ 付則第２項から前項までに定めるもののほか、お花茶屋

西自転車駐車場等の管理に関し必要な事項は、区長が別に

定める。 

 

（平１５条例６２・追加）  

付 則（中間省略） 付 則（中間省略） 

付 則（平成１２年３月３日条例第５号） 付 則（平成１２年３月３日条例第５号） 

この条例は、平成１２年５月１日から施行する。 この条例は、平成１２年５月１日から施行する。 

付 則（平成１３年３月２日条例第６号） 付 則（平成１３年３月２日条例第６号） 

（施行期日） （施行期日） 

１ この条例は、平成１３年４月１日から施行する。ただし、

別表（１）の部に葛飾区立石北第１自転車駐車場の項、葛

飾区立石北第２自転車駐車場の項及び葛飾区亀有西自転

車駐車場の項を加える改正規定並びに別表（２）の部の改

正規定は、葛飾区規則で定める日から施行する。 

１ この条例は、平成１３年４月１日から施行する。ただし、

別表（１）の部に葛飾区立石北第１自転車駐車場の項、葛

飾区立石北第２自転車駐車場の項及び葛飾区亀有西自転

車駐車場の項を加える改正規定並びに別表（２）の部の改

正規定は、葛飾区規則で定める日から施行する。 

（平成１３年規則第５７号で、別表（１）の部に葛

飾区立石北第２自転車駐車場の項を加える改正規

定は平成１３年５月１日から、同部に葛飾区立石北

第１駐車場の項を加える改正規定は平成１３年５

月１６日から施行） 

（平成１３年規則第５７号で、別表（１）の部に葛

飾区立石北第２自転車駐車場の項を加える改正規

定は平成１３年５月１日から、同部に葛飾区立石北

第１駐車場の項を加える改正規定は平成１３年５

月１６日から施行） 
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（平成１３年規則第７０号で、別表（１）の部に葛

飾区亀有西自転車駐車場の項を加える改正規定及

び別表（２）の部の改正規定は平成１３年７月１日

から施行） 

（平成１３年規則第７０号で、別表（１）の部に葛

飾区亀有西自転車駐車場の項を加える改正規定及

び別表（２）の部の改正規定は平成１３年７月１日

から施行） 

（経過措置） （経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に施

行日以後の利用に係る使用料を納付した者は、施行日以後

の利用に係る利用料金の額に相当する額の利用料金を、管

理受託者に納付したものとみなす。 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に施

行日以後の利用に係る使用料を納付した者は、施行日以後

の利用に係る利用料金の額に相当する額の利用料金を、管

理受託者に納付したものとみなす。 

３ 施行日前にこの条例による改正前の第７条の２の規定

により区長が発行した回数券は、この条例による改正後の

第１７条の規定により管理受託者が発行したものとみな

す。 

３ 施行日前にこの条例による改正前の第７条の２の規定

により区長が発行した回数券は、この条例による改正後の

第１７条の規定により管理受託者が発行したものとみな

す。 

付 則（平成１４年６月２８日条例第４２号） 付 則（平成１４年６月２８日条例第４２号） 

この条例は、平成１４年８月１日から施行する。 この条例は、平成１４年８月１日から施行する。 

付 則（平成１４年１２月１３日条例第６２号） 付 則（平成１４年１２月１３日条例第６２号） 

この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 

付 則（平成１５年３月２７日条例第２３号） 付 則（平成１５年３月２７日条例第２３号） 

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。 この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。 

（平成１５年規則第４５号で平成１５年６月１日

から施行） 

（平成１５年規則第４５号で平成１５年６月１日

から施行） 

付 則（平成１５年１２月１２日条例第６２号）抄 付 則（平成１５年１２月１２日条例第６２号）抄 

（施行期日） （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表（１）

の部葛飾区お花茶屋北自転車駐車場の項を削る改正規定

並びに同部に葛飾区お花茶屋西自転車駐車場の項及び葛

飾区立石北第三自転車駐車場の項を加える改正規定（以下

この項において単に「改正規定」という。）中葛飾区お花

茶屋西自転車駐車場の項を加える部分は平成１６年１月

１日から、改正規定中葛飾区立石北第三自転車駐車場の項

を加える部分は同年３月１日から施行する。 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表（１）

の部葛飾区お花茶屋北自転車駐車場の項を削る改正規定

並びに同部に葛飾区お花茶屋西自転車駐車場の項及び葛

飾区立石北第三自転車駐車場の項を加える改正規定（以下

この項において単に「改正規定」という。）中葛飾区お花

茶屋西自転車駐車場の項を加える部分は平成１６年１月

１日から、改正規定中葛飾区立石北第三自転車駐車場の項

を加える部分は同年３月１日から施行する。 

（経過措置） （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正前の第１５条の規定によ

りその管理を委託している自転車駐車場の管理について

は、平成１８年９月１日（その日前に葛飾区公の施設にお

ける指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年

葛飾区条例第３４号）第４条の規定により当該自転車駐車

場に係る指定管理者の指定をしたときは、当該指定の日）

までの間は、なお従前の例による。 

２ この条例の施行の際現に改正前の第１５条の規定によ

りその管理を委託している自転車駐車場の管理について

は、平成１８年９月１日（その日前に葛飾区公の施設にお

ける指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年

葛飾区条例第３４号）第４条の規定により当該自転車駐車

場に係る指定管理者の指定をしたときは、当該指定の日）

までの間は、なお従前の例による。 

（平１６条例３４・一部改正） （平１６条例３４・一部改正） 

（葛飾区行政手続条例の一部改正） （葛飾区行政手続条例の一部改正） 

３ 葛飾区行政手続条例（平成７年葛飾区条例第１号）の一

部を次のように改正する。 

３ 葛飾区行政手続条例（平成７年葛飾区条例第１号）の一

部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 〔次のよう〕略 

付 則（平成１６年３月２９日条例第２１号） 付 則（平成１６年３月２９日条例第２１号） 

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。 この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。 

（平成１６年規則第７０号で平成１６年９月１日

から施行） 

（平成１６年規則第７０号で平成１６年９月１日

から施行） 

付 則（平成１６年１０月２０日条例第３４号）抄 付 則（平成１６年１０月２０日条例第３４号）抄 

（施行期日） （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 １ この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成１６年１２月１６日条例第５０号） 付 則（平成１６年１２月１６日条例第５０号） 

この条例は、平成１７年３月１日から施行する。 この条例は、平成１７年３月１日から施行する。 

付 則（平成１８年６月２９日条例第３７号） 付 則（平成１８年６月２９日条例第３７号） 

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。 この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。 

（平成１８年規則第７７号で平成１９年３月１日 （平成１８年規則第７７号で平成１９年３月１日
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から施行） から施行） 

付 則（平成１８年１０月１７日条例第４９号） 付 則（平成１８年１０月１７日条例第４９号） 

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。ただし、

別表（１）の部葛飾区立石北第一自転車駐車場の項の改正規

定は、平成１８年１１月１日から施行する。 

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。ただし、

別表（１）の部葛飾区立石北第一自転車駐車場の項の改正規

定は、平成１８年１１月１日から施行する。 

付 則（平成１９年３月２８日条例第１８号） 付 則（平成１９年３月２８日条例第１８号） 

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。ただし、

別表（１）の部に葛飾区堀切南第一自転車駐車場の項を加え

る改正規定は、葛飾区規則で定める日から施行する。 

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。ただし、

別表（１）の部に葛飾区堀切南第一自転車駐車場の項を加え

る改正規定は、葛飾区規則で定める日から施行する。 

（平成１９年規則第４４号で平成１９年７月１日

から施行） 

（平成１９年規則第４４号で平成１９年７月１日

から施行） 

付 則（平成１９年１０月１９日条例第３５号） 付 則（平成１９年１０月１９日条例第３５号） 

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。 この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。 

（平成１９年規則第６４号で平成２０年１月１日

から施行） 

（平成１９年規則第６４号で平成２０年１月１日

から施行） 

付 則（平成２０年１０月１７日条例第３６号） 付 則（平成２０年１０月１７日条例第３６号） 

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

付 則（平成２１年１０月２日条例第３７号） 付 則（平成２１年１０月２日条例第３７号） 

この条例中別表（１）の部に青戸南第一自転車駐車場の項、

新柴又高架下第一自転車駐車場の項及び新柴又高架下第二

自転車駐車場の項を加える改正規定は平成２２年２月１日

から、同部に新小岩東北自転車駐車場の項を加える改正規定

は同年３月１日から施行する。 

この条例中別表（１）の部に青戸南第一自転車駐車場の項、

新柴又高架下第一自転車駐車場の項及び新柴又高架下第二

自転車駐車場の項を加える改正規定は平成２２年２月１日

から、同部に新小岩東北自転車駐車場の項を加える改正規定

は同年３月１日から施行する。 

付 則（平成２２年９月３０日条例第３０号） 付 則（平成２２年９月３０日条例第３０号） 

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。 この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。 

（平成２２年規則第４８号で平成２２年１２月１

日から施行） 

（平成２２年規則第４８号で平成２２年１２月１

日から施行） 

付 則（平成２３年１０月２０日条例第２７号） 付 則（平成２３年１０月２０日条例第２７号） 

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。 この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。 

（平成２３年規則第４８号で平成２４年２月１日

から施行） 

（平成２３年規則第４８号で平成２４年２月１日

から施行） 

付 則（平成２４年６月２７日条例第２８号） 付 則（平成２４年６月２７日条例第２８号） 

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。 この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。 

（平成２４年規則第５８号で平成２４年８月１日

から施行） 

（平成２４年規則第５８号で平成２４年８月１日

から施行） 

付 則（平成２５年３月２７日条例第２６号） 付 則（平成２５年３月２７日条例第２６号） 

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。 この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。 

（平成２５年規則第４６号で平成２５年８月１日

から施行） 

（平成２５年規則第４６号で平成２５年８月１日

から施行） 

付 則（平成２７年３月２７日条例第２３号） 付 則（平成２７年３月２７日条例第２３号） 

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。 この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。 

（平成２７年規則第３８号で、平成２７年５月１日

から施行。ただし、別表（１）の部葛飾区青戸高架

下第一自転車駐車場の項の改正規定及び同表（２）

の部葛飾区青砥高架下自転車置場の項を削る改正

規定は、平成２７年６月１日から施行） 

（平成２７年規則第３８号で、平成２７年５月１日

から施行。ただし、別表（１）の部葛飾区青戸高架

下第一自転車駐車場の項の改正規定及び同表（２）

の部葛飾区青砥高架下自転車置場の項を削る改正

規定は、平成２７年６月１日から施行） 

付 則（平成２７年１２月１４日条例第６２号） 付 則（平成２７年１２月１４日条例第６２号） 

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。 この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。 

（平成２８年規則第９号で平成２８年３月２２日

から施行） 

（平成２８年規則第９号で平成２８年３月２２日

から施行） 

付 則（平成２８年１０月１４日条例第４４号） 付 則（平成２８年１０月１４日条例第４４号） 

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。 この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。 

（平成２９年規則第５号で、第１０条第１号及び第

１３条の改正規定、別表（１）の部葛飾区立石北第

一自転車駐車場の項の改正規定、同部に葛飾区新小

岩西自転車駐車場及び葛飾区環七青砥橋下自転車

（平成２９年規則第５号で、第１０条第１号及び第

１３条の改正規定、別表（１）の部葛飾区立石北第

一自転車駐車場の項の改正規定、同部に葛飾区新小

岩西自転車駐車場及び葛飾区環七青砥橋下自転車
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駐車場の項を加える改正規定並びに別表（２）の部

の改正規定は平成２９年４月１日から施行） 

駐車場の項を加える改正規定並びに別表（２）の部

の改正規定は平成２９年４月１日から施行） 

（平成２９年規則第３４号で、別表（１）の部葛飾

区立石北第三自転車駐車場の項の改正規定は平成

２９年７月１日から施行） 

（平成２９年規則第３４号で、別表（１）の部葛飾

区立石北第三自転車駐車場の項の改正規定は平成

２９年７月１日から施行） 

付 則（平成２９年３月２７日条例第１４号） 付 則（平成２９年３月２７日条例第１４号） 

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。ただし、

別表（１）の部葛飾区立石北第二自転車駐車場の項の改正規

定は、平成２９年４月１日から施行する。 

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。ただし、

別表（１）の部葛飾区立石北第二自転車駐車場の項の改正規

定は、平成２９年４月１日から施行する。 

（平成３０年規則第１号で平成３０年２月１７日

から施行） 

（平成３０年規則第１号で平成３０年２月１７日

から施行） 

付 則（平成３０年３月２８日条例第１９号） 付 則（平成３０年３月２８日条例第１９号） 

（施行期日） （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、

付則第３項の規定は、公布の日から施行する。 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、

付則第３項の規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） （経過措置） 

２ 改正後の第１６条第１項の規定は、この条例の施行の日

（以下「施行日」という。）以後の申請に係る利用につい

て適用し、施行日前の申請に係る利用については、なお従

前の例による。 

２ 改正後の第１６条第１項の規定は、この条例の施行の日

（以下「施行日」という。）以後の申請に係る利用につい

て適用し、施行日前の申請に係る利用については、なお従

前の例による。 

（準備行為） （準備行為） 

３ 改正後の第１６条第１項の承認その他の行為は、施行日

前においても行うことができる。 

３ 改正後の第１６条第１項の承認その他の行為は、施行日

前においても行うことができる。 

付 則（令和３年１０月４日条例第２６号） 付 則（令和３年１０月４日条例第２６号） 

この条例は、令和３年１１月１日から施行する。 この条例は、令和３年１１月１日から施行する。 

付 則（令和４年３月３０日条例第２０号） 付 則（令和４年３月３０日条例第２０号） 

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。 この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。 

（令和４年規則第４７号で令和４年９月１日から

施行） 

（令和４年規則第４７号で令和４年９月１日から

施行） 

付 則（令和４年１０月１３日条例第４６号） 付 則（令和４年１０月１３日条例第４６号） 

この条例は、令和４年１２月１日から施行する。 この条例は、令和４年１２月１日から施行する。 

付 則（令和５年６月２２日条例第５５号） 付 則（令和５年６月２２日条例第５５号） 

この条例中第１条の規定は令和５年７月１日から、第２条

の規定は葛飾区規則で定める日から施行する。 

この条例中第１条の規定は令和５年７月１日から、第２条

の規定は葛飾区規則で定める日から施行する。 

（令和５年規則第６８号で、別表（１）の部葛飾区

立石北第三自転車駐車場の項を削る改正規定は令

和５年９月１日から施行） 

（令和５年規則第６８号で、別表（１）の部葛飾区

立石北第三自転車駐車場の項を削る改正規定は令

和５年９月１日から施行） 

（令和７年規則第８号で、別表（１）の部葛飾区立

石北第一自転車駐車場の項の改正規定は令和７年

３月１日から施行） 

（令和７年規則第８号で、別表（１）の部葛飾区立

石北第一自転車駐車場の項の改正規定は令和７年

３月１日から施行） 

付 則（令和５年９月２５日条例第５７号） 付 則（令和５年９月２５日条例第５７号） 

この条例は、令和５年９月２６日から施行する。 この条例は、令和５年９月２６日から施行する。 

付 則（令和６年２月２８日条例第４号） 付 則（令和６年２月２８日条例第４号） 

（施行期日） （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、

別表（１）の部から葛飾区立石北第二自転車駐車場の項及

び葛飾区立石北第一臨時自転車駐車場の項を削る改正規

定並びに同部に葛飾区立石北第二仮設自転車駐車場の項、

葛飾区立石北第三仮設自転車駐車場の項及び葛飾区立石

西自転車駐車場の項を加える改正規定は、葛飾区規則で定

める日から施行する。 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、

別表（１）の部から葛飾区立石北第二自転車駐車場の項及

び葛飾区立石北第一臨時自転車駐車場の項を削る改正規

定並びに同部に葛飾区立石北第二仮設自転車駐車場の項、

葛飾区立石北第三仮設自転車駐車場の項及び葛飾区立石

西自転車駐車場の項を加える改正規定は、葛飾区規則で定

める日から施行する。 

（令和６年規則第３９号で、別表（１）の部葛飾区

立石北第二自転車駐車場の項を削る改正規定は令

和６年６月１日から施行） 

（令和６年規則第３９号で、別表（１）の部葛飾区

立石北第二自転車駐車場の項を削る改正規定は令

和６年６月１日から施行） 

（令和６年規則第４７号で、別表（１）の部に葛飾

区立石西自転車駐車場の項を加える改正規定は令

（令和６年規則第４７号で、別表（１）の部に葛飾

区立石西自転車駐車場の項を加える改正規定は令
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和６年１１月１日から施行） 和６年１１月１日から施行） 

（令和６年規則第５５号で、別表（１）の部葛飾区

立石北第一臨時自転車駐車場の項を削る改正規定

は令和６年１１月１日から施行） 

（令和６年規則第５５号で、別表（１）の部葛飾区

立石北第一臨時自転車駐車場の項を削る改正規定

は令和６年１１月１日から施行） 

（令和７年規則第９号で、別表（１）の部葛飾区立

石北第一仮設自転車駐車場の項の次に次のように

加える改正規定（葛飾区立石北第二仮設自転車駐車

場の項及び葛飾区立石北第三仮設自転車駐車場の

項に係る部分に限る。）は令和７年３月１日から施

行） 

（令和７年規則第９号で、別表（１）の部葛飾区立

石北第一仮設自転車駐車場の項の次に次のように

加える改正規定（葛飾区立石北第二仮設自転車駐車

場の項及び葛飾区立石北第三仮設自転車駐車場の

項に係る部分に限る。）は令和７年３月１日から施

行） 

（経過措置） （経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前にさ

れた施行日以後の利用に係る申請のうち、承認されたもの

は区長が承認したものとみなし、承認又は不承認がされて

いないものは区長に申請がされたものとみなす。 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前にさ

れた施行日以後の利用に係る申請のうち、承認されたもの

は区長が承認したものとみなし、承認又は不承認がされて

いないものは区長に申請がされたものとみなす。 

３ 施行日前に施行日以後の利用に係る利用料金を納付し

た者は、施行日以後の利用に係る使用料の額に相当する額

の使用料を、区長に納付したものとみなす。 

３ 施行日前に施行日以後の利用に係る利用料金を納付し

た者は、施行日以後の利用に係る使用料の額に相当する額

の使用料を、区長に納付したものとみなす。 

４ 施行日前にこの条例による改正前の第１７条の規定に

より指定管理者が発行した回数券は、この条例による改正

後の第７条の２の規定により区長が発行したものとみな

す。 

４ 施行日前にこの条例による改正前の第１７条の規定に

より指定管理者が発行した回数券は、この条例による改正

後の第７条の２の規定により区長が発行したものとみな

す。 

付 則（令和６年１２月１３日条例第４６号） 付 則（令和６年１２月１３日条例第４６号） 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

付 則（令和７年３月２７日条例第１９号） 付 則（令和７年３月２７日条例第１９号） 

この条例中別表（１）の部葛飾区青戸北第一自転車駐車場

の項を削る改正規定及び同部に次のように加える改正規定

（葛飾区新小岩東北第二自転車駐車場の項に係る部分に限

る。）は令和７年７月１日から、同部に次のように加える改

正規定（葛飾区東金町地下自転車駐車場の項に係る部分に限

る。）は同年８月１日から施行する。 

この条例中別表（１）の部葛飾区青戸北第一自転車駐車場

の項を削る改正規定及び同部に次のように加える改正規定

（葛飾区新小岩東北第二自転車駐車場の項に係る部分に限

る。）は令和７年７月１日から、同部に次のように加える改

正規定（葛飾区東金町地下自転車駐車場の項に係る部分に限

る。）は同年８月１日から施行する。 

   付 則 

 この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

（昭６３条例２８・全改、平３条例２８・平３条例

３７・平４条例１６・平４条例４８・平５条例２０・

平６条例２７・平７条例６６・平８条例２４・平１

０条例３０・平１０条例４１・平１１条例３８・平

１２条例５・平１３条例６・平１４条例４２・平１

４条例６２・平１５条例２３・平１５条例６２・平

１６条例２１・平１６条例５０・平１８条例３７・

平１８条例４９・平１９条例１８・平１９条例３

５・平２０条例３６・平２１条例３７・平２２条例

３０・平２３条例２７・平２４条例２８・平２５条

例２６・平２７条例２３・平２７条例６２・平２８

条例４４・平２９条例１４・令３条例２６・令４条

例２０・令４条例４６・令５条例５５・令５条例５

７・令６条例４・令６条例４６・令７条例１９・一

部改正） 

（昭６３条例２８・全改、平３条例２８・平３条例

３７・平４条例１６・平４条例４８・平５条例２０・

平６条例２７・平７条例６６・平８条例２４・平１

０条例３０・平１０条例４１・平１１条例３８・平

１２条例５・平１３条例６・平１４条例４２・平１

４条例６２・平１５条例２３・平１５条例６２・平

１６条例２１・平１６条例５０・平１８条例３７・

平１８条例４９・平１９条例１８・平１９条例３

５・平２０条例３６・平２１条例３７・平２２条例

３０・平２３条例２７・平２４条例２８・平２５条

例２６・平２７条例２３・平２７条例６２・平２８

条例４４・平２９条例１４・令３条例２６・令４条

例２０・令４条例４６・令５条例５５・令５条例５

７・令６条例４・令６条例４６・令７条例１９・一

部改正） 

（１） 駐車場  

名称 位置 

葛飾区 

金町駅北口自転車駐車場 

東京都葛飾区 

東金町一丁目２２番１号先 

東金町一丁目４５番１３号先 

東金町三丁目５番９号先 

〃 〃 

名称 位置 

葛飾区 

金町駅北口自転車駐車場 

東京都葛飾区 

東金町一丁目２２番１号先 

東金町一丁目４５番１３号先 

東金町三丁目５番９号先 

〃 〃 
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四つ木高架下自転車駐車場 東四つ木三丁目２３番１号 

〃 

新小岩駅北口自転車駐車場 

〃 

西新小岩一丁目６番６号 

〃 

西井堀第一自転車駐車場 

〃 

東新小岩五丁目１番１２号先 

〃 

西井堀第二自転車駐車場 

〃 

西新小岩一丁目７番３号先 

〃 

西井堀第三自転車駐車場 

〃 

西新小岩一丁目５番１号先 

〃 

新小岩東自転車駐車場 

〃 

新小岩四丁目２番３号先 

〃 

西井堀第四自転車駐車場 

〃 

西新小岩一丁目１番３号 

西新小岩一丁目１番４号 

〃 

高砂自転車駐車場 

〃 

高砂五丁目６番７号 

〃 

金町高架下自転車駐車場 

〃 

金町六丁目７番２４号先 

〃 

西井堀せせらぎパーク自転車

駐車場 

〃 

東新小岩五丁目１番１２号先 

〃 

亀有南自転車駐車場 

〃 

亀有三丁目２６番３号 

〃 

金町南自転車駐車場 

〃 

金町六丁目１３番５号 

〃 

新小岩駅南口自転車駐車場 

〃 

新小岩一丁目２９番１号 

〃 

亀有駅南口公園下自転車駐車

場 

〃 

亀有三丁目２５番１号 

〃 

立石北第一自転車駐車場 

〃 

立石一丁目２２番６号 

〃 

立石北第一仮設自転車駐車場 

〃 

立石七丁目１６番１３号先 

〃 

立石北第二仮設自転車駐車場 

〃 

立石四丁目２２番 

〃 

立石北第三仮設自転車駐車場 

〃 

立石七丁目２番 

〃 

立石西自転車駐車場 

〃 

立石三丁目１番６号先 

〃 

お花茶屋西自転車駐車場 

〃 

お花茶屋一丁目１８番１２号

先 

〃 

お花茶屋地下自転車駐車場 

〃 

白鳥二丁目１番１号 

〃 

お花茶屋南自転車駐車場 

〃 

白鳥一丁目１番１２号先 

〃 

新小岩南第一自転車駐車場 

〃 

新小岩一丁目３４番１２号 

〃 

新小岩南第二自転車駐車場 

〃 

新小岩二丁目１２番９号 

〃 

堀切北第一自転車駐車場 

〃 

堀切四丁目５７番１３号 

〃 

堀切北第二自転車駐車場 

〃 

堀切四丁目５６番６号 

四つ木高架下自転車駐車場 東四つ木三丁目２３番１号 

〃 

新小岩駅北口自転車駐車場 

〃 

西新小岩一丁目６番６号 

〃 

西井堀第一自転車駐車場 

〃 

東新小岩五丁目１番１２号先 

〃 

西井堀第二自転車駐車場 

〃 

西新小岩一丁目７番３号先 

〃 

西井堀第三自転車駐車場 

〃 

西新小岩一丁目５番１号先 

〃 

新小岩東自転車駐車場 

〃 

新小岩四丁目２番３号先 

〃 

西井堀第四自転車駐車場 

〃 

西新小岩一丁目１番３号 

西新小岩一丁目１番４号 

〃 

高砂自転車駐車場 

〃 

高砂五丁目６番７号 

〃 

金町高架下自転車駐車場 

〃 

金町六丁目７番２４号先 

〃 

西井堀せせらぎパーク自転車

駐車場 

〃 

東新小岩五丁目１番１２号先 

〃 

亀有南自転車駐車場 

〃 

亀有三丁目２６番３号 

〃 

金町南自転車駐車場 

〃 

金町六丁目１３番５号 

〃 

新小岩駅南口自転車駐車場 

〃 

新小岩一丁目２９番１号 

〃 

亀有駅南口公園下自転車駐車

場 

〃 

亀有三丁目２５番１号 

〃 

立石北第一自転車駐車場 

〃 

立石一丁目２２番６号 

〃 

立石北第一仮設自転車駐車場 

〃 

立石七丁目１６番１３号先 

〃 

立石北第二仮設自転車駐車場 

〃 

立石四丁目２２番 

〃 

立石北第三仮設自転車駐車場 

〃 

立石七丁目２番 

〃 

立石西自転車駐車場 

〃 

立石三丁目１番６号先 

〃 

お花茶屋西自転車駐車場 

〃 

お花茶屋一丁目１８番１２号

先 

〃 

お花茶屋地下自転車駐車場 

〃 

白鳥二丁目１番１号 

〃 

お花茶屋南自転車駐車場 

〃 

白鳥一丁目１番１２号先 

〃 

新小岩南第一自転車駐車場 

〃 

新小岩一丁目３４番１２号 

〃 

新小岩南第二自転車駐車場 

〃 

新小岩二丁目１２番９号 

〃 

堀切北第一自転車駐車場 

〃 

堀切四丁目５７番１３号 

〃 

堀切北第二自転車駐車場 

〃 

堀切四丁目５６番６号 
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〃 

立石南第一自転車駐車場 

〃 

立石一丁目２２番１５号 

〃 

堀切南第一自転車駐車場 

〃 

堀切五丁目７番１０号先 

〃 

青戸高架下第一自転車駐車場 

〃 

立石六丁目３５番１０号先 

立石六丁目３９番８号先 

〃 

青戸南第一自転車駐車場 

〃 

青戸一丁目１０番５号 

〃 

新柴又高架下第一自転車駐車

場 

〃 

鎌倉三丁目２０番４号先 

〃 

新柴又高架下第二自転車駐車

場 

〃 

柴又五丁目１３番１１号先 

〃 

新小岩東北自転車駐車場 

〃 

東新小岩一丁目１８番先 

〃 

環七青砥橋下自転車駐車場 

〃 

青戸二丁目１２番１５号 

〃 

新小岩東南自転車駐車場 

〃 

新小岩二丁目２番１２号 

〃 

東金町二丁目自転車駐車場 

〃 

東金町二丁目３番４号 

東金町二丁目３番１１号 

〃 

新小岩東北第二自転車駐車場 

〃 

東新小岩一丁目１５番 

〃 

東金町地下自転車駐車場 

〃 

東金町一丁目１０番１号 
 

〃 

立石南第一自転車駐車場 

〃 

立石一丁目２２番１５号 

〃 

堀切南第一自転車駐車場 

〃 

堀切五丁目７番１０号先 

〃 

青戸高架下第一自転車駐車場 

〃 

立石六丁目３５番１０号先 

立石六丁目３９番８号先 

〃 

青戸南第一自転車駐車場 

〃 

青戸一丁目１０番５号 

〃 

新柴又高架下第一自転車駐車

場 

〃 

鎌倉三丁目２０番４号先 

〃 

新柴又高架下第二自転車駐車

場 

〃 

柴又五丁目１３番１１号先 

〃 

新小岩東北自転車駐車場 

〃 

東新小岩一丁目１８番先 

〃 

環七青砥橋下自転車駐車場 

〃 

青戸二丁目１２番１５号 

〃 

新小岩東南自転車駐車場 

〃 

新小岩二丁目２番１２号 

〃 

東金町二丁目自転車駐車場 

〃 

東金町二丁目３番４号 

東金町二丁目３番１１号 

〃 

新小岩東北第二自転車駐車場 

〃 

東新小岩一丁目１５番 

〃 

東金町地下自転車駐車場 

〃 

東金町一丁目１０番１号 
 

（２） 置場  

名称 位置 

葛飾区 

東立石自転車置場 

東京都葛飾区 

東立石三丁目２５番１２号先 
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全国みどりと花のフェアかつしかについて 

 

                          みどりと花のフェア担当課 

 

１ 概要 

「全国みどりと花のフェアかつしか」（以下「フェア」という。）については、

令和７年７月に実施計画を策定し、準備を進めているところである。 

この度、フェア経費の執行及び協賛申込の状況について取りまとめた。 

 

２ 経費執行状況 

  【資料１】のとおり 

 

３ 協賛申込状況 

  【資料２】のとおり 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

  令和８年４月15日  フェア実行委員会第５回総会開催 

令和８年４月下旬  第37回全国「みどりの愛護」のつどい第３回実行委員会 

開催 

一般庶務報告Ｎｏ.１ 

環 境 部 

令和８年３月１６日 



全国みどりと花のフェアかつしか　経費執行状況

項目 契約相手方 予算額 契約（執行）額 執行残額

（報償費）

実行委員会　委員等謝礼 948,000 226,000 722,000

計 948,000 226,000 722,000

（消耗品費）

花装飾植物調達
葛飾エクステリア㈱／
㈱相川造園

62,578,000 60,009,840 2,568,160

フェアPR用の花の種購入費 ㈱諏訪商会 990,000 988,790 1,210

のぼり旗購入費 エビヌマ㈱ 19,000 18,700 300

スタッフ用ユニフォーム等 購入費 東京トラヤ㈱新小岩支店 2,970,000 2,464,000 506,000

計 66,557,000 63,481,330 3,075,670

（通信運搬費）

実行委員会開催通知等 郵送費 582,000 34,762 547,238

計 582,000 34,762 547,238

（手数料）

商標登録手数料 66,000 61,200 4,800

計 66,000 61,200 4,800

（委託料）

行催事管理運営委託【債務負担行為】 TSP太陽㈱ 28,545,000 14,000,000 14,545,000

会場設営委託【債務負担行為】 ㈱ボストン 0 16,467,000 -16,467,000

警備業務委託【債務負担行為】 1,650,000 1,650,000 0

花装飾実施設計委託 お花がかり㈱ 22,000,000 22,000,000 0

植栽花壇整備等業務委託
葛飾エクステリア㈱／
㈱相川造園

59,250,000 57,214,608 2,035,392

花菖蒲維持管理委託 ㈱桂造園 3,531,000 3,531,000 0

広報関係業務委託
㈱NTTアド／
UUUMマーケティング㈱

18,150,000 14,784,000 3,366,000

計 133,126,000 129,646,608 3,479,392

（使用料及び賃借料）

会場使用料 182,000 0 182,000

計 182,000 0 182,000

（工事請負費）

公園改修工事（公園課執行委任）
葛飾エクステリア㈱／
㈱相川造園／㈱緑草園

101,500,000 86,087,432 15,412,568

計 101,500,000 86,087,432 15,412,568

（備品費）

フラワーメリーゴーランドの購入 サンエービルドシステム㈱ 56,760,000 56,760,000 0

計 56,760,000 56,760,000 0

区予算計 359,721,000 336,297,332 23,423,668

（負担金）

プレイベント／戦略広報 ㈱NTTアド 10,720,600 10,648,000 72,600

アンバサダー関係委託／HP制作 ㈱NTTアド 61,601,100 61,812,850 -211,750

アンバサダー活用 ㈱NTTアド 1,936,000 1,936,000 0

手数料（振込） 66,000 880 65,120

公課費 340,000 70,000 270,000

計 74,663,700 74,467,730 195,970

実行委員会負担金計 74,663,700 74,467,730 195,970

区及び実行委員会の総計 434,384,700 410,765,062 23,619,638

区
予
算

実
行
委
員
会
負
担
金
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全国みどりと花のフェアかつしか 協賛申込状況 

 

アプローチ数：120 団体 申込件数：46 件 3,846 万円（令和８年２月 10 日現在） 

 

１ 資金協賛 

ランク 企業・団体名 金額 

ゴールドパートナー 東京ガス(株) 100 万円 

シルバーパートナー (株)エナーバンク 30 万円 

カインズ(株)  30 万円 

葛飾資源リサイクル事業協同組合  30 万円 

ガラスリソーシング(株)  30 万円 

(株)共和興業 30 万円 

京成バス東京(株) 30 万円 

公式アンバサダー齋藤飛鳥さんを応援する有志一同 30 万円 

大和ハウス工業(株) 30 万円 

(株)ワンズ 30 万円 

ブロンズパートナー 亀有信用金庫 10 万円 

(株)木内印刷 10 万円 

イーアス沖縄豊崎 10 万円 

(有)光永ビルサービス 10 万円 

タイヨー(株)  10 万円 

東榮信用金庫 10 万円 

東京聖栄大学 10 万円 

パナソニックエレクトリックワークス(株) 10 万円 

(株)みずほ銀行 10 万円 

(有)ユー・キカク 10 万円 

早稲田大学校友会葛飾稲門会 10 万円 

サポーター 個人① １万円 

個人② １万円 

個人③ １万円 

ゴールドパートナー：１件 100 万円 シルバーパートナー：９件 270 万円 

ブロンズパートナー：11 件 110 万円 サポーター（個人）：３件３万円 

合計：24 件 483 万円（※寄附金除く） 

 

※あいおい同和損害保険株式会社から、全国みどりと花のフェアかつしかの資金と

して、「葛飾区夢と誇りあるふるさと葛飾基金」に 200 万円の寄附をいただいてい

る。そのため、「ゴールドランク」の協賛特典を提供している。 
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２ 物品等協賛 

ランク 企業・団体名 金額換算 

スペシャル 

サプライヤー 

クラルテ(株) 276 万円 

(一社)テキスタイルサーキュラーネットワーク 141 万円 

(株)ダイオーズジャパン 112 万円 

(一社)地球環境情報フォーラム 103 万円 

サプライヤー (株)ハネマツ 46 万円 

三協エアテック(株) 40 万円 

(株)ハルディン   22 万円 

日本たばこ産業(株) 20 万円 

自然応用化学(株) 14 万円 

京成バラ園芸(株) 13 万円 

(有)シン・ネットワーク 11 万円 

(株)ジェイコム千葉 11 万円 

and now(同)  10 万円 

スペシャルサプライヤー：４件 632 万円相当 サプライヤー：９件 187 万円相当 

合計：13 件 819 万円相当 

 

３ 広告協賛 

ランク 企業・団体名 金額換算 

プレミアム 

メディアパートナー 
京成電鉄(株) 1,731 万円 

スペシャル 

メディアパートナー 

(株)TUS ダイニング 180 万円 

東京ビジネスサービス(株) 180 万円 

北総鉄道(株)  171 万円 

京成バス東京(株) 120 万円 

東武バスセントラル(株) 107 万円 

メディアパートナー ヤマト運輸(株)城東主管支店 33 万円 

(株)グリーン情報 11 万円 

(株)ジェイコム千葉 11 万円 

プレミアムメディアパートナー：１件 1,731 万円相当 

スペシャルメディアパートナー：５件 758 万円相当 

メディアパートナー：３件 55 万円相当 

合計：９件 2,544 万円相当 
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「葛飾区一般廃棄物処理基本計画（第４次）」改定版（案）について 

 

リサイクル清掃課 

 

１ 「葛飾区一般廃棄物処理基本計画（第４次）」改定版（素案）の区民意見提出手

続（パブリック・コメント）結果 

（１）閲覧期間 

   令和７年12月16日（火）から令和８年１月15日（木）まで 

（２）閲覧場所 

   区政情報コーナー、区民事務所、区民サービスコーナー、図書館、地区図書館、

清掃事務所、リサイクル清掃課、区ホームページ 

（３）意見提出者数 

   ７名 

（４）意見総数 

   12件 

（５）素案に対する区民の意見と区の考え方について 

  【資料１】のとおり 

 

２ 素案からの主な変更点について 

  【資料２】のとおり 

 

３ 「葛飾区一般廃棄物処理基本計画（第４次）」改定版（案）及び概要版 

  【資料３】、【資料４】のとおり 

一般庶務報告Ｎｏ.２ 

環 境 部 

令和８年３月１６日 



「葛飾区一般廃棄物処理基本計画（第４次）」改定版（素案）に対する区民の意見と区の考え方について

No 計画（素案）の該当箇所 意見要旨 取扱い 区の考え方

1 第７章基本方針Ⅱの１の⑶の③
区による資源回収の推進

拠点回収など、資源の回収に協力した際に、区内通貨（ポイント）の付与を行うなどして、
より自発的な資源回収を促すシステムを検討してほしい。 △

拠点回収の方法については、引き続き、より区民がリサイクルに参加しやすい環境づくり
について進めてまいります。いただいたご意見については、意見・要望としてお聴きし今
後の参考とさせていただきつつ、今後も、資源回収の推進に取り組んでまいります。

2 第７章基本方針Ⅱの１の⑶の③
区による資源回収の推進

拠点回収をより身近な場所に拡大してほしい。 △

拠点回収の拡大については、より回収量が多く見込まれる場所について、関係事業者と
連携を進めつつ検討してまいります。具体的な場所については、個別の検討事項となり
ますので、いただいたご意見については、意見・要望としてお聴きし今後の参考とさせて
いただきつつ、今後も、資源回収の推進が図れるよう、区民がリサイクルに参加しやす
い環境づくりを進めてまいります。

3 その他 園芸土をごみとして収集することを検討してほしい。 △
土については、処理施設での故障の原因となるため、区では収集することができませ
ん。そのため本計画に位置付ける予定はございませんが、意見・要望としてお聴きし今
後の参考とさせていただきます。今後も、廃棄物の適正処理について周知や関係機関と
の連携を進めてまいります。

4 第７章基本方針Ⅲの２の⑴
ごみの適正排出に向けた取組

リチウムイオンバッテリーなどの小型充電式電池の回収について、回収方法を確立する
とともに、その回収方法についてより積極的に周知をしてほしい。 ◎

小型充電式電池については、区内の回収協力店に設置している「小型充電式電池リサ
イクルBOX」での回収を実施しているほか、その回収が難しい場合には、透明・半透明
の袋に入れて「燃やさないごみ」へお出しいただくよう案内をしています。回収方法につ
いては、引き続き積極的な周知に努めてまいります。いただいたご意見を踏まえ、計画
に位置付けたうえで、適正な取組を進めてまいります。

5 第７章基本方針Ⅲの２の⑴
ごみの適正排出に向けた取組

資源とごみを分別するルールについて、もっとわかりやすく周知してほしい。ものによっ
ては分別するために手間のかかるものがある。 ○

ごみの分別ルールについては、ホームページや毎年配布している「資源とごみの収集カ
レンダー」などによって、周知を図っています。個別のことで分別にお悩みの際は、清掃
事務所までお問い合わせください。

◎：計画（案）に意見を反映する。　　　〇：計画（素案）に盛り込まれている。　　　△：意見・要望としてお聞きし、今後の参考にする。
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6 第７章基本方針Ⅲの１の⑵
収集・運搬サービスの充実

プラマークの日の回収日を週２回にして、資源とごみの分別を促進してほしい。 △
資源とごみの収集回数については、これまでの収集（回収）の実績値とそれに対する費
用などを総合的に考慮し、決定しています。いただいたご意見については、意見・要望と
してお聴きし今後の参考とさせていただきつつ、今後も収集ルートの最適化、車両の配
置の見直しなどにより、効率化を図ってまいります。

7 第７章基本方針Ⅰの１の⑷
経済的手法によるごみ減量の推進

家庭ごみの有料化の検討に当たっては、アンケート調査を実施するなど、広く区民から
の意見を募ってほしい。 △

家庭ごみの有料化については、都・23区の議論の行方を注視しつつ、有料化の実施に
当たってのアンケート調査といった具体的な方法等を含めて、総合的に検証・検討をして
まいります。

8 第７章基本方針Ⅰの２の⑴
ごみの発生抑制に向けた普及啓発

都が策定している「都庁プラスチック削減方針」と同様の葛飾区のプラスチック削減方針
を作成してほしい。 △

区内最大規模の事業者である本区は、「ゼロエミッションかつしか」や「葛飾区SDGｓ推進
計画」を念頭に、庁舎やその他の区施設から発生するごみと資源の適正排出や３Rに全
庁的に取り組み、積極的なプラスチックの削減、ごみ減量を進めているところです。改め
て、本区独自のプラスチックの削減方針を策定することについては、必要性等を考慮し、
現在の取組状況を踏まえたうえで検討してまいります。

9 第７章基本方針Ⅱの１の⑴
徹底的なプラスチックの資源循環

プラスチックの分別をすることは、回収したプラスチックを資源化するに当たって費用が
かかることや、プラスチックをごみとして焼却して発生した熱エネルギー源として利用でき
るという観点から、不必要なことだと思うので、プラスチックも燃やすごみでいいと思う。

△
プラスチックの分別については、持続可能な資源循環型地域社会の形成を目指す本計
画において、重要な役割を果たしています。分別を行うことで、リサイクルが進むととも
に、最終処分量を抑制することが可能です。環境への負荷を低減するためにも、引き続
き資源とごみの分別にご協力いただけますようお願い申し上げます。

10 第７章基本方針Ⅱの１の⑶の③
区による資源回収の推進

ごみとして出さないために、拠点回収の対象となる品目の拡大や拠点の数を拡大するな
ど、拠点回収の利便性を向上させてほしい。 △

拠点回収の拡大については、関係事業者と連携を進めつつ検討してまいります。具体的
な品目や拠点数ついては、個別の検討事項となりますので、意見・要望としてお聴きし今
後の参考とさせていただきます。今後も、資源回収の推進が図れるよう、区民がリサイク
ルに参加しやすい環境づくりについて進めてまいります。

11 第７章基本方針Ⅲの１の⑵
収集・運搬サービスの充実

スプレー缶などの混入を防ぐためにも、燃やさないごみの収集頻度を増やしてほしい。 △
資源とごみの収集回数については、これまでの収集（回収）の実績値とそれに対する費
用などを総合的に考慮し、決定しています。いただいたご意見については、意見・要望と
してお聴きし今後の参考とさせていただきつつ、今後も収集ルートの最適化、車両の配
置の見直しなどにより、効率化を図ってまいります。

12 第７章基本方針Ⅰの１の⑷
経済的手法によるごみ減量の推進

家庭ごみを有料化するのであれば、深夜・早朝の収集を実施するなどして、利便性向上
およびカラス対策にも努めてほしいと思います。 △

家庭ごみの有料化については、都・23区の議論の行方を注視しつつ、具体的な実施方
法等を含めて、総合的に検証・検討をしていきます。したがって、意見・要望としてお聴き
し今後の参考とさせていただきます。今後も区民の利便性に配慮しつつ、収集サービス
の質の向上を図ってまいります。
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「葛飾区一般廃棄物処理基本計画（第４次）」改定版（素案）からの主な変更点について

No 項目等 素案（変更前） 案（変更後）

1 第３章の２
葛飾区の現状

図‐２ 図‐２
平成25年度の実績を追記

2 第３章の５
 区の資源回収量と資源回収率

資源回収量は全体として横ばいまたは微減で、平成27年度26,360tから令和６年度23,410tと
なっています。 行政回収は令和２年度以降増加し令和３年度には２万tを超え、近年も高水準
を維持しています。一方、集団回収は 平成27年度の約8,700tをピークに減少し、令和６年度に
 は4,500t台まで半減しました。また、資源回収率は令和元年度まで減少傾向が続きましたが、
令和２年度以降24％近くまで上昇しています。
 
図-５　区の資源回収量と資源回収率の推移の注釈
※資源 化率＝資源量／（区収集量合計＋資源量）

資源回収量は全体として横ばいまたは微減で、平成27年度の26,360tから、令和６年度では23,410t
となっています。区回収は令和２年度以降増加し、令和３年度には２万tを超え、近年も高水準を維
持しています。一方、集団回収は平成27年度の8,695tをピークに減少し、令和６年度には4,598tと
なり、５割近く減少しました。また、資源回収率は令和元年度まで減少傾向が続きましたが、令和２
年度以降24％近くまで上昇しています。
 
図-５　区の資源回収量と資源回収率の推移の注釈
※資源回収率＝資源量／（区収集量合計＋資源量）

3 第３章の７
 ごみ処理事業に要する経費

図-16　葛飾区の清掃事業経費の推移 図-16　葛飾区の清掃事業経費の推移
令和５年度の東京23区のごみ処理単価を追記、年間の区民一人当たりの経費を明記

4 第４章１の⑵
事業系ごみの課題

現状は目標値を 下回っていますが、景気や人流の変動で増加に転じる可能性もあるため、動
向の丁寧なモニタリングと、業種別の助言・伴走支援、食品廃棄・容器包装の発生抑制策の継
続・強化が求められます。

現状は目標値を達成していますが、景気や人流の変動で増加に転じる可能性もあるため、動向の
丁寧なモニタリングと、業種別の助言・伴走支援、食品廃棄・容器包装の発生抑制策の継続・強化が
求められます。
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5 第４章２の⑶
プラスチックの資源化の課題

しかし、燃やすごみの中には、なお 製品プラスチックや複合素材が混入しており、適正な分別
を妨げる要因となっています。
　令和元年度と令和６年度を比較したデータでは、家庭系燃やすごみに占める 廃プラスチック
の割合が10.8％から12.5％へ増加（＋1.7ポイント）、事業系では17.2％から6.5％へ減少（−10.7
ポイント）しています。
　それにより、プラスチック焼却量は年間約12,512tから約10,460tへと削減され、ＣＯ₂排出量
ベースでは年間約34,533t-CO₂から28,871t-CO₂へ、5,662t-CO₂の削減効果が確認されていま
す。（表-１）
　このことから、 プラスチックごみの資源回収・適正分別は、単なるごみ減量や循環利用の観
点にとどまらず、脱炭素・気候変動対策の視点からも重要な施策であることが分かります。
　資源化率の さらなる向上と、燃やすごみに残ってしまうプラスチックの削減は、ＣＯ₂排出抑制
という観点でも喫緊の課題です。
　今後は、 分別対象外プラ（製品プラや汚れ付き複合素材など）を減らす回収体制の整備と、
住民の誤排出を防ぐ分別誘導策を「ごみ減量＋ＣＯ₂削減」という観点でも強化していく必要が
あります。

しかし、燃やすごみの中には、なおプラスチックや複合素材が混入しており、適正な分別を妨げる要
因となっています。
令和元年度と令和６年度を比較したデータでは、家庭系燃やすごみに占めるプラスチック類の割合
が10.8％から12.5％へ増加（＋1.7ポイント）、事業系では17.2％から6.5％へ減少（−10.7ポイント）して
います。
　それにより、プラスチック焼却量は年間約12,512tから約10,460tへと削減され、ＣＯ₂排出量ベースで
は年間約34,533t-CO₂から28,871t-CO₂へ、5,662t-CO₂の削減効果が確認されています。（表-１）
　このことから、プラスチックの資源回収・適正分別は、単なるごみ減量や循環利用の観点にとどまら
ず、脱炭素・気候変動対策の視点からも重要な施策であることが分かります。
　資源化率の更なる向上と、燃やすごみに残ってしまうプラスチックの削減は、ＣＯ₂排出抑制という
観点でも喫緊の課題です。
今後は、分別対象外のプラスチック（複合素材のものや汚れのとれないプラスチックなど）を減らす
回収体制の整備と、住民の誤排出を防ぐ分別誘導策を「ごみ減量＋ＣＯ₂削減」という観点でも強化し
ていく必要があります。

6 第４章３の⑴
収集体制の課題

　近年、地域コミュニティの縮小や多様化するライフスタイルの影響を受け、集積所の管理や排
出マナーに関する課題が顕在化しています。
　さらに、使用済み注射針や 小型充電式電池、スプレー缶など危険物の混入事例が見られ、と
りわけ 小型充電式電池の混入が、清掃車や清掃工場の発火・火災を招いており、深刻な課題
です。適正な排出方法の周知徹底と分別の徹底を一層進めます。

　近年、地域コミュニティの縮小や多様化するライフスタイルの影響を受け、集積所の管理や排出マ
ナーに関する課題が顕在化しています。
　さらに、使用済み注射針やリチウム蓄電池、スプレー缶など危険物の混入事例が見られ、とりわけ
リチウム蓄電池等の混入が、清掃車や清掃工場の発火・火災を招いており、深刻な課題です。適正
な排出方法の周知徹底と分別の徹底を一層進めます。

7
第７章

基本方針Ⅰの２の⑴②
事業者への啓発活動

（前略）
加えて、近年、民泊施設の増加に伴い、事業者責任の明確化や排出マナーの徹底が課題と
なっています。 条例制定の動向も注視しつつ、事業者が適正に処理できるよう周知していきま
 す。

（前略）
加えて、近年、民泊施設の増加に伴い、事業者責任の明確化や排出マナーの徹底が課題となって
います。引き続き、事業者が適正に処理できるよう周知・指導していきます。

8
第７章

基本方針Ⅱの１の⑴⑤
ボトルtoボトルの推進

環境負荷の低減に向け、 プラスチックを循環利用する（水平リサイクル）ため、民間事業者との
協働により、環境学習やパネル展示等による啓発を実施し、引き続きボトルtoボトルを推進し
ます。

環境負荷の低減に向け、ペットボトルを循環利用する（水平リサイクル）ため、民間事業者との協働
により、環境学習やパネル展示等による啓発を実施し、引き続きボトルtoボトルを推進します。

9
第７章

基本方針Ⅲの２の⑴
ごみの適正排出に向けた取組

①　誰もが適正に排出できる環境整備
　ごみと資源の分別や出し方については、「資源とごみの収集カレンダー」や広報紙等による情
報提供に努めるとともに、分別や排出マナーが不適切な集積所では、個別の排出指導等を通
じて、適正排出の徹底に取り組んできました。 また、高齢者や障害のある方など、ごみ出しが
 困難な方々への支援や、外国人向けの多言語表示への対応など、誰もが分かりやすく排出
 できる環境づくりを進めています。
　今後は、体温計や乾電池、蛍光管など水銀を含む廃棄物について、水銀に関する水俣条約
や関連法令に基づいた適正な処理を引き続き徹底するとともに、危険性・有害性のある廃棄物
の適正処理についても、製品の製造・販売を行った事業者の役割に関する制度の周知や関係
機関との連携を進めます。

①　誰もが適正に排出できる環境整備
　ごみと資源の分別や出し方については、「資源とごみの収集カレンダー」や広報紙等による情報提
供に努めるとともに、分別や排出マナーが不適切な集積所では、個別の排出指導等を通じて、適正
排出の徹底に取り組んできました。また、高齢者や障害のある方など、ごみ出しが困難な方々への
支援も実施しつつ、特に増加している外国人に対しては、ホームページや「資源とごみの正しい分
け方・出し方」において多言語表示を行い、ごみの分別について広く周知しています。このような取
り組みを通じて、引き続き誰もが分かりやすく排出できる環境づくりを推進していきます。
　今後は、体温計や乾電池、蛍光管など水銀を含む廃棄物について、水銀に関する水俣条約や関
連法令に基づいた適正な処理を引き続き徹底するとともに、危険性・有害性のある廃棄物の適正処
理についても、製品の製造・販売を行った事業者の役割に関する制度の周知や関係機関との連携を
進めます。中でも、リチウム蓄電池等については、収集などの際に全国的な発火事故が発生してい
ることから、不適切なごみ区分への混入を防ぐために、適正な排出方法について引き続き周知を進
めていきます。

・誤字脱字の修正
・表記のゆれ、用語等の統一
・図表及びその解釈等について、わかりやすくするための修正
・概要版について、計画本編と同様の修正

　その他　全体を通して
　（共通）
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自転車用ヘルメット購入費助成について 

 

交通安全対策担当課 

１ 概要 

自転車用ヘルメット購入費助成については、自転車利用者のヘルメット着用を促

進し、交通事故による被害の軽減に資することを目的として、令和５年度から３年

間実施した。今後は、ヘルメット着用に向けた普及啓発活動を推進し、着用率を高

める。 

２ 実績 

 計画個数 助成結果 

令和５年度 10,000個 10,560個 

令和６年度 10,000個 5,744個 

令和７年度 7,000個 3,807個（２月９日現在申請受理個数） 

３ 実施概要                   

対象者・補助金額 

   葛飾区内在住で自転車を利用する個人 

   １人当たり上限3,000円（自転車利用者１人につき１個） 

４ 事業効果 

（１） ヘルメット着用率          

警視庁調査             担当による調査（令和７年度） 

（２）区民アンケート結果 

   自転車を利用する方のうち、３２.２％がヘルメットを所有している旨を回答 

５ 今後の対策 

（１）各種広報による周知 

   広報かつしか、区公式ホームページ、公式ＳＮＳ、各種交通安全教室など 

（２）区営自転車駐車場等における着用キャンペーンの実施 

一般庶務報告Ｎｏ.１ 

都 市 整 備 部 

令和８年３月１６日 

 令和７年４月 令和７年９月 令和８年２月 

たつみ橋 ６.１％ ５.１％ １０.２％ 

お花茶屋駅前 ７.３％  ７.０％ 

本田広小路 １１.９％ ６.３％ ７.５％ 

 令和５年 令和６年 

亀有二丁目 ７.９％ ６.１％ 

本田広小路 ５.１％ ５.３％ 

都内平均 ９.１％ ９.５％ 
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（仮称）葛飾区水と緑の基本方針・実施プランの策定について 

 

                               都市計画課 

 

１ 経緯 

（仮称）葛飾区水と緑の基本方針・実施プランの策定については、令和６年度よ

り策定委員会を組織し、個別施策や素案（案）、パブリック・コメントの実施など

について検討を行ってきたところである。 

  その後、第５回策定委員会において、パブリック・コメントの結果を踏まえた計

画（案）について検討し、区長への報告が行われた。 

 

２ パブリック・コメントの実施結果について 【資料１】のとおり 

 

３ 計画（案）について 【資料２】のとおり 

 

４ 概要版（案）について 【資料３】のとおり 

  

一般庶務報告Ｎｏ.２ 

都 市 整 備 部 

令和８年３月１６日 



1 閲覧・意見提出期間 令和７年10月15日から11月21日
 

2 閲覧場所 区政情報コーナー、区民事務所（６か所）、区民サービスコーナー（３か所）、
図書館（５か所）、地区図書館（６か所）、男女平等推進センター、都市計画課窓口、区ホームページ

3 意見数等 意見総数 18件
意見提出者 ８名

4 意見の取扱い ０件
  ５件

３件
10件

(仮称)葛飾区水と緑の基本方針・実施プラン素案に係る
区民意見提出手続（パブリック・コメント手続）の実施結果

◎:(仮称)葛飾区水と緑の基本方針・実施プラン（案）に意見を反映する
○:(仮称)葛飾区水と緑の基本方針・実施プラン素案に入っている
△:計画・事業の推進に当たって参考にする
□:意見・要望としてお聞きする                    

【資料１】



番号 項目 意見の概要 取扱い 区の考え方

1 第２章
 花いっぱいのまちづくり活動のなかで空き家の跡地を花壇として整備
するなど、空き家及び空き地対策、利活用策も取り組むべき。

□
 空家等対策を総合的かつ計画的に進めるなかで、空家の活用方法の１つとして
参考とさせていただきます。

2 第３章

 配置方針の「農地保全を重点的に推進するエリア」は、現在農地があ
るエリアだと思うが、「場所があれば近所で野菜作りなどをしたいと
思っても区内では場所が限られてしまう」という課題があると感じてい
る。
 人口増加に伴い宅地が狭くなり、集合住宅に暮らす人が増加してお
り、野菜作りをしたいというニーズは多いのではないか。他の地域でも
利用可能なスペースを確保し、区民に農地として開放してもらいたい。

△

 施策１－４ 都市農地と地域に根付いた樹木の保全 取組の方向性【１】都市農
地の保全・活用 取組②区民が農とふれあう環境づくり に記載のとおり、区民農
園や体験農園、ふれあいレクリエーション農園をはじめとした各事業に取り組ん
でまいります（素案 P.65)。
 なお、現在も「農地保全を重点的に推進するエリア」以外において、区民農園
事業の実施を行っております。

3 第４章

 区民に対する「緑地を作ることの意味や重要性」の啓蒙が必要だと思
う。「環境に興味、関心がない」区民に対し、環境は自分たちの暮らし
の質に関わるものということを様々な形で伝え、関心を持ってもらうよ
うにしてほしい。

〇

 暮らしの質の向上については、計画の将来像として掲げ、目標としています
（素案 P.39)。
 また、区民への情報発信は重要であると考えており、施策４－３ 魅力が伝わる
情報発信 取組の方向性【１】多種多様な情報発信 取組①緑・水辺を知る・楽し
むきっかけを生む情報発信 に記載のとおり、緑・水辺の役割や効果など情報発信
を行い、区民意識の醸成に取り組んでまいります（素案 P.82)。

4 第４章

 ボール遊びを禁止するなら、代替案を提示すべき。例えば、遊び場と
して乏しい公園なら、歩きタバコ等の対策となるコンテナ型喫煙所のほ
か、宅配ロッカーやシェアサイクルといった利便性の向上につながる施
設をメインとする公園など。
 また、大人や高齢者利用のための公園として、グラウンドゴルフなど
の利用に限定にしたり、健康遊具（器具）やジョギングコース等の運動
に特化する、そのほか賑わい創出を図るため、イベント開催用のスペー
スがメインの公園もあって良いと思う。

□

 施策１－１ 魅力ある公園づくりと公園の利活用 取組の方向性【１】身近な公
園の魅力アップ 取組①誰もが利用しやすい公園づくり に記載のとおり、公園等
の計画的な改修を通じ、個々の公園の特徴を明確にし、魅力を高めてまいります
（素案 P.54)。
 また、取組③徒歩圏を考慮した公園の適正配置 に記載のとおり、公園の機能分
担により、個々の役割を明確にした施設更新、改修に取り組んでまいります（素
案 P.55)。

(仮称)葛飾区水と緑の基本方針・実施プラン素案に係る区民意見提出手続（パブリック・コメント手続）により提出された意見の概要と区の考え方

【取扱いの凡例】 ◎:(仮称)葛飾区水と緑の基本方針・実施プラン（案）に意見を反映する       ○:(仮称)葛飾区水と緑の基本方針・実施プラン素案に入っている
         △:計画・事業の推進に当たって参考にする                □:意見・要望としてお聞きする
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番号 項目 意見の概要 取扱い 区の考え方

【取扱いの凡例】 ◎:(仮称)葛飾区水と緑の基本方針・実施プラン（案）に意見を反映する       ○:(仮称)葛飾区水と緑の基本方針・実施プラン素案に入っている
         △:計画・事業の推進に当たって参考にする                □:意見・要望としてお聞きする

5 第４章
 買い物弱者・買い物支援として、店舗の少ない住宅地内の公園では、
キッチンカーだけでなく移動販売の緩和や誘致に取り組むべき。

□

 施策１－１ 魅力ある公園づくりと公園の利活用 取組の方向性【１】身近な公
園の魅力アップ 取組②多様な主体による公園の利活用促進 に記載のとおり、新
たなニーズを掘り起こす実験的な利用の機会を様々な主体と連携して設けてまい
ります（素案 P.55)。

6 第４章
 豊かな植栽による憩える公園は堀切菖蒲園、奥戸ローズガーデンのよ
うな観光需要の創出が必要。出来れば、滞在時間を増やすためカフェを
併設してほしい。

〇

 施策１－１ 魅力ある公園づくりと公園の利活用 取組の方向性【２】特色ある
公園づくり 取組①特色ある公園の整備、改修 に記載のとおり、キッチンカーや
カフェなど飲食ができる場所など、新たな利用者ニーズに応えていくための施設
整備を検討してまいります（素案 P.56)。

7 第４章
 Park-PFIを活用し、街の活性化や買い物の利便性向上にもつながる
商業施設併設の公園の検討や、公園施設の種類によっては有料化する取
組も必要だと思う。

〇

 施策１－１ 魅力ある公園づくりと公園の利活用 取組の方向性【２】特色ある
公園づくり 取組②民間活力を生かした公園の整備・管理運営の検討 に記載のと
おり、Park-PFI制度の活用に向けた候補地などを検討してまいります（素案
P.56)。
 なお、区内には一部スポーツ施設や新宿交通公園内のミニSLなど有料の公園施
設もございます。

8 第４章

 敷地分割によるミニ開発等においては、遊び場機能を設けずに住宅ば
かり建てられることが多いため、地区計画や建築協定の指定に努めるべ
き。
 緑地協定制度の活用は、空き家や空き地のみならず、利活用困難な狭
小地、旗竿地、再建築不可の土地などを対象にすることも必要。

□

 施策１－２ 街づくりを通じた緑の創出 取組の方向性【１】開発、建築におけ
る良質な緑の創出 取組①市街地整備と連携した緑の確保・創出 に記載のとお
り、地区計画や緑地協定制度等の都市計画手法の活用による緑創出に取り組んで
まいります（素案 P.58)。

9 第４章

 「世田谷ひとつぼみどり」のような魅力ある小さな緑の創出は、量は
少なくても土と緑が住宅地に連続して設けられることに大きな意味があ
ると思う。そのため、「住宅建築の際、最低〇㎡の緑地スペースを設け
る」等の条件を事業者などに課すことができる条例などの制定を検討し
てほしい。

△

 施策１－３ 魅力ある小さな緑の創出 取組の方向性【１】小さな緑の創出 取組
①民有地における小さな緑の創出支援 に記載のとおり、小規模な宅地における緑
化の促進に取り組んでまいります（素案 P.61)。
 なお、現在も「葛飾区緑の保護と育成に関する条例」において500㎡以上の敷
地で建築行為等を行う場合、緑化計画の届出制度が義務付けられております（素
案 P.30)。
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番号 項目 意見の概要 取扱い 区の考え方

【取扱いの凡例】 ◎:(仮称)葛飾区水と緑の基本方針・実施プラン（案）に意見を反映する       ○:(仮称)葛飾区水と緑の基本方針・実施プラン素案に入っている
         △:計画・事業の推進に当たって参考にする                □:意見・要望としてお聞きする

10 第４章

 高砂橋辺りのプロムナードが連続しておらず、また自動車交通量が多
いにも関わらず歩車分離されていないため子どもを安全に歩かせること
ができない。当該部のプロムナードの連続的な整備について記載してい
ただきたい。

□

 水辺空間の大きな方向性としては、施策２－１ 水辺に親しめる空間の充実 取
組の方向性【１】河川・水辺のネットワーク化と利用環境の整備 に記載のとお
り、水辺を快適かつ楽しく散策できる環境づくりに取り組んでまいります（素案
P.66)。

11 第４章
 新中川のゴミの不法投棄や落書きへの対応のため、江戸川区との連
携、地域住民への啓発活動を行うとともに、定期的な除草以外の清掃や
ゴミの撤去などきめ細やかな管理を行ってほしい。

□

 施策２－１ 水辺に親しめる空間の充実 取組の方向性【１】河川・水辺のネッ
トワーク化と利用環境の整備 に記載のとおり、水辺を快適かつ楽しく散策できる
環境づくりに取り組んでまいります（素案 P.66)。
 なお、第５章 推進体制 に記載のとおり、河川管理者である東京都や隣接する
江戸川区などの関係機関と連携し取り組んでまいります（素案 P.84)。

12 第４章
 船着場に関しては、幹線道路の渋滞対策として新中川での水上バスの
社会実験をする余地があると思う。また、四つ木、新小岩、亀有、にい
じゅく、東金町にも船着場を新設し、使いやすくすることも必要。

□

 施策２－２ 水辺空間の活用 取組の方向性【２】水辺空間の活用 取組①水辺空
間・船着場の実験的活用の推進 に記載のとおり、舟運など新たな利用ニーズや利
活用の担い手づくりにつながる実験的な利用の機会を様々な主体との連携により
創出してまいります（素案 P.68)。

13 第４章

 区内には大きな公園や河川敷など、恵まれた緑地環境がある一方で、
現状の市街地部分の緑化には満足しかねる。公園や街路樹の樹高を高く
し、幹や枝が充分に広がるよう改善することが必要。
 また、道路の新設や電柱の地中化の際には、地域住民と協調しながら
適した樹木を選定するとともに、道路幅や地域の特性に合わせて樹高や
樹冠被覆率を向上させるため、適切に管理をすることが大事。

〇

 施策３－２ 緑・水辺の施設の適正管理 取組の方向性【１】植栽の健全化につ
ながる管理と資源の有効活用 取組①植栽の育成・管理・更新 に記載のとおり、
樹木の健全な育成に向けて取り組んでまいります（素案 P.74)。
 また、街路樹の樹種選定や植栽については、施策１－２ 街づくりを通じた緑の
創出 取組の方向性【２】公共空間の緑化 取組②緑のネットワーク形成 に記載の
とおり、幹線道路における樹種や配置の検討を行い植栽し、樹冠形成に配慮した
改修などに取り組んでまいります（素案 P.60)。
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番号 項目 意見の概要 取扱い 区の考え方

【取扱いの凡例】 ◎:(仮称)葛飾区水と緑の基本方針・実施プラン（案）に意見を反映する       ○:(仮称)葛飾区水と緑の基本方針・実施プラン素案に入っている
         △:計画・事業の推進に当たって参考にする                □:意見・要望としてお聞きする

14 第４章
 街路樹や公園などの樹木においては、剪定や花びら、落葉の処理を行
政と地元住民が連携して行い、樹木を保護していくことが必要。

〇

 樹木の保護に関する地元住民との連携については、施策４－１ 緑・水辺をはぐ
くむ活動の推進 取組の方向性【１】 水と緑の活動の推進 取組②緑化、公園の自
主管理等の活動推進 に記載のとおり、公園等の自主管理活動への参加の呼びかけ
を継続してまいります（素案 P.77)。
 また、取組の方向性【２】活動を支える仕組みづくりと人材育成 に記載のとお
り、活動を支える仕組みの充実、新たな担い手の発掘につながる体験機会の創出
や人材育成を進めてまいります（素案 P.79)。

15 第４章

 魅力が伝わる情報発信には工夫が必要。2045年の「かつしかの水と
緑」を思い描くために、机上で考えるのではなく、「かつての水路を可
視化する暗渠歩き」や「図書館での企画展示」「かつしか郷土かるたの
活用」など過去の「かつしかの水と緑」の痕跡を歩いて、身体に落とし
込んでいくとわかりやすくなると考える。

△
 施策４－３ 魅力が伝わる情報発信 取組の方向性【１】多種多様な情報発信 に
記載している取組を行うなかで参考とさせていただきます（素案 P.82)。

16 第４章

 京成高砂駅以西のフェンス足元に生えている雑草が景観的な課題と
なっている。街の環境意識向上は元より連続立体交差事業の機運醸成に
もつながる取組として、鉄道敷地部分の緑化、美化なども推進していた
だきたい。

□
 景観形成の実現に向けた緑の創出・保全については、第５章 推進体制 に記載
のとおり、事業者とも連携し取り組んでまいります（素案 P.84)。

17 その他  青砥橋にエレベーターを設置していただきたい。 □
 これまでも、区からは青砥橋を管理する東京都に対し、エレベーターの設置を
要請してきており、今後も引き続き働きかけてまいります。

18 その他

  「怪無池」は管理不全となっており、近隣住民の不安が高まってい
る。区の所有地でないことは把握しているが、高砂地域の貴重な自然の
財産であるので、保全及び環境改善、管理体制の確立に取り組んでいた
だきたい。

□

 ご意見のとおり怪無池は私有地のため、区が主体的に管理を行うことはできま
せん。
 現状、地権者との話し合いも困難な状況にはありますが、環境保全の観点か
ら、最善の働きかけができるよう、進めてまいります。
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第１章 計画の基本的事項 
 

 

１ 策定の背景と趣旨 

葛飾区では、平成 11 （1999）年に 「葛飾区緑とオープンスペース基本計画」（以下、「前計

画」という。）を策定し、工場跡地を活用した大規模な公園やオープンスペースの整備をはじ

め、区内の緑化や緑の保全、水辺の整備を進めてきました。 

一方、この間に環境や社会情勢をはじめとした区内の緑・水辺を取り巻く状況は大きく変

化しています。 

環境面では、地球温暖化に伴う気候変動、生物多様性の損失が深刻な課題となる中、その

解決手段の一つとして、多様な機能を有する緑・水辺への期待が高まっています。 

人々の暮らしの面では、少子高齢化の進展による社会構造の変化、ライフスタイルや価値

観の多様化、コロナ禍を経て、散策 ・遊び・休息 ・スポーツなど健康的な生活に欠かせない活

動を楽しめる場として、都市における身近な緑・水辺の価値が再認識されています。 

緑 ・水辺に関連する法令や国 ・東京都の施策も、この間大きく変化しています。平成 27 （2015）

年の都市農業振興基本法制定により、都市農地が、これまでの 「宅地化すべきもの」から、都

市に 「あるべきもの」へと方針が大きく転換されました。また、平成 29 （2017）年の都市緑

地法等の改正により、民間の知恵や活力をできる限り活かしながら都市の緑空間を保全・活

用する動きが加速しました。これに加え近年では、グリーンインフラ、都市公園や水辺の柔軟

な管理 ・運営など、新たな視点の取組が求められるようになっています。さらに、緑地を質 ・

量の両面で確保し、良質な都市環境を実現するため、令和６（2024）年に都市緑地法が改正

され、国は 「都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する基本的な方針」（緑の基本方針）

を策定しました。これを受け、今後地域の状況を踏まえた施策を展開する市区町村と、広域

的な見地から施策を講じる国・東京都をはじめ、様々な主体が相互に連携して取組を進める

ことが求められています。 

本区においても、葛飾区基本構想、葛飾区都市計画マスタープラン等を改定し、時代に即

したまちづくりの取組を進めています。 

これらの環境や社会情勢の変化、公園緑地に関わる法令改正や国及び東京都の政策の動向

に対応するとともに、葛飾区都市計画マスタープランにおける「緑と水辺の整備、景観形成

の方針」に基づき、緑 ・水辺に関する将来像や目標、区が講じる具体的施策を明らかにし、区

民、事業者等、行政の協働により取組を進めていくため、新たな計画を策定するものです。 
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これまでの区における水と緑に関する主な取組 

年度 計画や条例など 事業や実績など 

昭和 50 年 葛飾区緑の保護と育成に関する条例 緑化推進協力員 

平成元年 葛飾区水辺環境整備保全構想  

平成２年  曳舟川親水公園 

平成３年  柴又公園 

平成４年 水辺のプロムナード計画  

平成７年 葛飾区水と緑の自然環境ネットワーク計画  

平成８年 葛飾区環境基本計画  

平成 10 年 葛飾区区民農園条例  

平成 11 年 葛飾区緑とオープンスペース基本計画  

平成 12 年  葛飾あらかわ水辺公園 

平成 13 年 葛飾区都市計画マスタープラン  

平成 17 年 水辺のネットワーク事業基本構想  

平成 19 年 葛飾区農業基本構想 東立石緑地公園 

平成 23 年  中川親水テラス 

平成 25 年  葛飾にいじゅくみらい公園 

平成 26 年  かつしか花いっぱいのまちづくり 

令和５年 葛飾中川かわまちづくり計画  
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２ 位置付けと役割 

本計画は、都市緑地法第４条に基づく「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」と

して策定するものです。 

区が行うまちづくりの総合的な指針である葛飾区都市計画マスタープランの下位計画に当

たり、分野別方針の 「緑と水辺の整備、景観形成の方針」に即した計画として、次の３つの役

割を担います。 

 

＜計画の役割＞ 

○ 緑地の保全及び緑化の推進に関する目標を明らかにすること。 

○ 一定の目標の下、都市計画制度に基づく施策と都市計画制度によらない施策や取組を

体系的に位置付けること。 

○ 緑地の保全及び緑化の推進に対する区民、事業者等の理解を深め、協働で取組を進め

ること。 

 

 

計画の位置付け 

  

都市緑地法

(仮称)葛飾区水と緑の基本方針・実施プラン

葛飾区都市計画
マスタープラン

葛飾区基本構想

葛飾区
基本計画

区の関連計画
・ＳＤＧｓ推進計画
・環境基本計画
・公共施設等経営基本方針
・農業基本構想 他

・葛飾区公園・河川等総合管理計画
・葛飾区街路樹管理計画 他

・緑確保の総合的な方針

・都市計画公園・緑地の
整備方針

東京都・特別区・市町村

・都市づくりの
グランドデザイン

・東京が新たに進める
みどりの取組

・東京グリーンビズ

東京都
緑の基本方針
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３ 対象とする緑・水辺と役割  

（１）対象とする緑・水辺 
本計画が対象とする緑・水辺は、都市緑地法第３条に則り、次のように定義します。 

○樹林地、草地、水辺地、岩石地若しくはその状況がこれらに類する土地 （農地であるも

のを含む。） 

○これらと一体となって、良好な自然的環境を形成しているもの 

（都市緑地法第３条「緑地」の定義より） 

具体的には、公園、道路、河川などの公共空間の緑 ・水辺に限らず、住宅や商業施設 ・工

場等の敷地における緑、農地、民有の樹林地なども広く対象に含まれます。 

 

（２）緑・水辺の役割 
緑・水辺は、次のような役割を担い、地域の環境、人々の暮らしを支えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

人と自然が共生する都市環境の形成 
・二酸化炭素の吸収 
・大気の浄化 
・ヒートアイランド現象の緩和 
・緑陰の形成による暑熱緩和 
・生物の生息・生育環境の保全・形成 

 

 

都市の安全性・防災性の向上 
・地震、火災発生時の避難場所や避難路の確保 
・火災の延焼防止 

・救援活動、復旧活動の拠点 
・雨水の貯留・浸透による流出量の調整 
 

 

 

良好な景観の形成、 
個性と魅力ある地域づくり 

・四季の変化を実感できる景観の形成 

・都市のシンボルとなる景観の形成 
・地域固有の歴史・文化を継承する景観の形成 
 

緑の機能を生かすことによる、変化に
対応した潤いのある生活空間の確保 
・様々なレクリエーション活動の場の提供 

・休養・休息の場の提供 
・運動・遊びの場の提供 
・健康づくりの場の提供 

・環境教育・生涯学習の場の提供 
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４ 対象区域 

 葛飾区全域（34.8 ㎢）を対象とします。 

 なお、本区は全域を緑化重点地区としています。 

 

 

５ 計画期間 

 計画期間は、令和８（2026）年度から令和 27（2045）年度までの 20 年間とします。 

 進捗状況の確認・評価、社会経済状況の変化、上位計画の動向等を踏まえ、必要に応じ中

間見直しを実施します。 
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６ 構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 目標 

 

１ 将来像 

 

３ 課題と方向性 

 

第１章 計画の基本的事項 

第２章 現状と課題 

第３章 緑・水辺の将来像と目標 

第５章 推進体制及び進行管理 

みんなではぐくむ 水と緑で つながる かつしか 

２ 区の概況及び緑・水辺の現状 

○区の概況   ○緑と水辺の成り立ち 
○緑の現状   ○水辺の現状 
○緑・水辺をはぐくむ活動 

○策定の背景と趣旨  ○位置付けと役割  ○対象とする緑・水辺と役割 
○対象区域      ○計画期間     ○構成 

１ 計画を取り巻く動向 

○環境の動向   ○社会の動向 
○国の動向    ○東京都の動向 
○区の動向    ○区民意識 

量的拡大から地域特性に応じた緑・水辺の維持・創出による 
地域らしさ、魅力、安全の向上を重視する段階への移行 

水と緑豊かなまち
の実現 

１ 水と緑に関する 
区民満足度の向上 

２ 水と緑に関する 
利活用の促進 

３ 

３ 方針 

 

地域の魅力を高める 
緑づくり 

地域の魅力を高める 
水辺づくり 

地域の安全を支える緑・
水辺づくり 

緑・水辺でつなぐ人づくり 

第４章 緑・水辺に関する施策 

１ 地域の魅力を高める緑づくり 
２ 地域の魅力を高める水辺づくり 

３ 地域の安全を支える緑・水辺づくり 
４ 緑・水辺でつなぐ人づくり 

○  
○街づくりを通じた緑の創出 
○魅力ある小さな緑の創出 
○  

○水辺に親しめる空間の充実 
○水辺空間の活用 
○水辺の自然環境保全 

○まちの安全を支える 
緑・水辺づくり 

○緑・水辺の施設の適正管理 

○緑・水辺をはぐくむ活動の推進 ○未来の担い手づくり ○魅力が伝わる情報発信 

４ 緑・水辺の将来イメージと配置方針 
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第２章 現状と課題 
 

１ 計画を取り巻く動向 

（１）環境の動向 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

気候変動 

温室効果ガスの排出増大等による地球温暖化の進行は、豪雨等による自然災害の発

生、海面の上昇、生態系の攪乱等により、都市生活、経済活動、農林水産業等に深刻な

影響をもたらしています。 

東京の年平均気温は、100 年当たり 2.6℃上昇しており、21 世紀末には猛暑日、熱帯

夜の増加や、日本付近の台風強度が強まること、台風に伴う降水量が増加することなど

が予測されています（東京管区気象台「東京都の気候変動」（令和７（2025）年３月）より）。 

これに伴い、熱中症 ・感染症などの健康被害、都市水害の頻発などのリスクが高まる

ことが懸念されています。 

都市の緑は、建物外壁等の表面温度の上昇や蓄熱の防止、植物の蒸発散や緑陰による

地表面等の温度の低減等の機能を有しています。猛暑日が増加している夏季の気温上

昇に対する暑熱対策としての機能をはじめとする気候変動適応策として、緑の保全や

緑化の推進が求められています。 

また、雨水の貯留 ・浸透による浸水被害軽減の機能も、気候変動の影響への適応策と

して、その重要性が再認識されています。 

東京の年平均気温（1876 年－2023 年） 
出典：気候変動適応情報プラットフォーム（A-PLAT）（気象庁作成） 

図中の赤線は⾧期変化傾向を示している 

図の横軸上のマーク（△）は、観測場所の移転による影響は補正されており、その前後でデータは均質であることを示す 
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人間活動によって世界的に生物多様性と生態系サービスが悪化し続けています。 
このため、生物多様性に関する世界目標 「昆明 ・モントリオール生物多様性枠組」に

おいて、「ネイチャーポジティブ（自然再興）」が掲げられました。 
ネイチャーポジティブとは、生物多様性の損失を止め、回復軌道に乗せることを意味

します。 
これを受け、令和５（2023）年３月に閣議決定された「生物多様性国家戦略 2023-

2030」は、 「2030 年ネイチャーポジティブ」を達成するための５つの基本戦略を掲げ、
生物多様性損失と気候危機の 2 つの危機への統合的対応や、2030 年までに陸と海の
30％以上を保全する 「30by30 目標」の達成等を通じた健全な生態系の確保や自然の恵
みの維持回復、自然資本を守り活かす社会経済活動の推進等を進めるものとなってい
ます。 

このうち、 「30by30 目標」の達成に向け、民間の取組等によって生物多様性の保全
が図られている区域を広げていくため、令和５（2023）年度から「自然共生サイト」
の認定が始まりました。 

また、企業等による地域における生物多様性の増進のための活動を促進するため、自
然共生サイト認定制度を法制化した「地域における生物の多様性の増進のための活動
の促進等に関する法律」が、令和７（2025）年４月から施行されています。 

ネイチャーポジティブ 

水と緑を基調とした空間は、都市における生物の生息 ・生育空間としての役割を担っ
ています。区内に残る自然環境の適切な維持 ・管理、生物が生息 ・生育できる環境の形
成に配慮した緑化や公園整備、水辺の管理により、ネイチャーポジティブの実現に貢献
していくことが求められています。 

生物多様性国家戦略2023-2030 の目標と基本戦略 
出典：環境省 生物多様性国家戦略 2023-2030 の概要 
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（２）社会の動向 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

（３）国の動向 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

行政手続のデジタル化や行政内部のデータ連係などを通じて、住民の利便性向上と業
務効率化を図るとともに、デジタルの力を活用して地域の課題解決を図る「地域ＤＸ」
が進められています。 

緑 ・水辺の保全、緑化においても、
デジタル技術を活用しながら、都市
の情報や緑地の確保状況、利用状況
等の基礎的な情報を継続的に把握
すること、多様な主体の連携、住民
参加の促進のために、これらの情報
の開示を進めていくこと、さらにデ
ータを活用してエビデンスに基づく
分析や施策の検討を行うことが重
要となっており、対応を進めていく
ことが必要です。 

ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション） 

地域ＤＸ 

地域ＤＸの概要 
出典：総務省ＨＰ 

グリーンインフラとは、自然の多様な機能を活用した社会資本であり、将来にわたり
持続可能で魅力ある地域づくり、Well-being 向上に貢献するものです。 

SDGs や Well-being 等の新たな社会像の実現に向け、自然の力を生かすグリーンイン
フラの取組への期待は高まっており、緑の基本計画の策定時に、地域の課題（例えば、
雨水流出抑制、暑熱対策、生物多様性確保、ゼロカーボン、健康増進、賑わい創出など）
の視点から、グリーンインフラの考え方を取り入れていくことが求められています。 

グリーンインフラ 

自然の機能とグリーンインフラの多様な効果 
出典：国土交通省 グリーンインフラ推進戦略 2030 
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近年、都市公園や水辺空間などの公共空間の活用や、良質な緑地の確保を官民連携で
柔軟に進める取組が広がりを見せています。 

例えば、都市公園については、「『都市公園の柔軟な管理運営のあり方に関する検討
会』提言」（令和４ （2022）年）において、地域の課題や公園の特性に応じ、公園が持
つ多機能性のポテンシャルを更に発揮していくため、パートナーシップの公園マネジ
メントで多様な利活用ニーズに応え、地域の価値を高め続ける 「使われ活きる公園」を
目指すべきであるとの考え方が示されました。 

水辺空間についても、地域の合意を得たうえで、民間事業者による営利活動等の利用
が可能となる「河川空間のオープン化(利活用の推進)」の取組や、「河川空間」と「ま
ち空間」が融合した良好な空間形成を目指す取組である 「かわまちづくり」への民間事
業者、地域住民の参画が進んでいます。 

また、SDGs や環境への意識の高まり等を背景に、民間企業において、環境問題を含
む社会課題の解決を企業価値の創造につなげていく動きがますます活発化する中、民間
事業者等による良質な緑地確保の取組を国が評価 ・認定する 「優良緑地確保計画認定制
度（TSUNAG）」が令和６（2024）年度に創設されました。 

このような流れを受け、本区においても
官民連携により、緑・水辺の維持・創出、
柔軟な活用に取り組んでいくことが必要
です。 

官民連携 

平成 27 （2015）年の都市農業振興基本法の制定
及び平成 28 （2016）年の都市農業振興基本計画閣
議決定を受け、都市農地は「宅地化すべきもの」
から、都市に 「あるべきもの」へ、位置付けが大
きく転換されました。 

これを受け、緑の基本計画の対象となる緑地の
定義に農地を含むことが明記され、生産緑地地区
に定められた農地、市民農園などのほか、良好な
都市環境の形成に係る農地が都市における緑地
保全施策の対象となりました。 

都市農地 「宅地化すべきもの」から都市に「あるべきもの」へ 

優良緑地確保計画認定制度（TSUNAG）ロゴ 
出典：優良緑地確保計画認定制度（TSUNAG）HP 

区内の農地 
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都市における緑地の保全等の取組を国家的な観点からより一層推進するため、都市
緑地法の規定に基づき、令和６ （2024）年 12 月に 「都市における緑地の保全及び緑化
の推進に関する基本的な方針」（緑の基本方針）が策定されました。 

「人と自然が共生し、環境への負荷が小さく、Well-being が実感できる緑豊かな都
市」を将来的な都市のあるべき姿とし、個別目標として以下の３つの都市の実現に向け
た取組を都道府県が定める 「緑の広域計画」、市区町村が定める 「緑の基本計画」に位
置付けることを促しています。 

緑の基本方針 

全体目標 

個別目標 

将来的な都市のあるべき姿 
「人と自然が共生し、環境への負荷が小さく、 

Well-being が実感できる緑豊かな都市」 

環境への負荷が小さい
カーボンニュートラル

都市 

人と自然が共生する
ネイチャーポジティブ

を実現した都市 

Well-being が 
実感できる 

水と緑豊かな都市 

緑の基本方針の全体目標と個別目標 
出典：緑の基本方針の概要を基に作成 
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（４）東京都の動向 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

東京都は、「都市づくりのグランドデザイン」（平成 29 （2017）年 9 月）及び 「東京
が新たに進めるみどりの取組」（令和元 （2019）年５月）において、「東京の緑を、総量
としてこれ以上減らさない」ことを大原則として、今ある貴重な緑を守るとともに、あ
らゆる場所に新たな緑を創出していくことを示しています。 

「東京が新たに進めるみどりの取組」では、実現に向けた方針として、緑のネットワ
ークの充実を図る、農的空間を都市の中の魅力ある貴重な資源として活用することな
どを示しています。 

「緑を、総量としてこれ以上減らさない」 

「東京グリーンビズ」は、人々の
生活にゆとりと潤いを与える緑の
価値を一層高め、都民と共に未来
に 継 承 して い く た め 、 令 和 ５
（2023）年８月に東京都が始動し
た 100 年先を見据えた緑のプロジ
ェクトです。 

100 年先を見据えて「自然と調
和した持続可能な都市」を目指す
こと、既存の取組を強化し「まも
る」「育てる」「活かす」の３つの観
点で取組を進めることが示されて
います。 

東京グリーンビズ（東京都の緑の取組） 

東京のみどりを「まもり」「育てる」「活かす」取組 
出典：東京グリーンビズ 

かわてらす 

“かわてらす®”は、夏の京都などでよく見られる「川床」の東京版です。 
東京都が定めた実施要項に基づき、河川管理者が指定した区域において、民間事業者

等が特例占用許可を受けて川床設置 ・飲食営業を行うことで、水辺の更なる魅力向上と
地域の活性化を図ることを目的とした取組で、隅田川を中心に 6 店舗が設置されてい
ます（令和７（2025）年９月現在）。 

“かわてらす”という言葉には、人々が集う川沿いの“テラス”席、水辺でにぎわうみん
なの表情を照らす、太陽の光と水面に反射した光によってみんなの顔を明るく“照らす”
という意味が込められています。 
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（５）区の動向 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震や豪雨などの自然災害等の発生時にも、必要な都市機能を維持し、道路や公園な
どの都市基盤の損壊や建築物の倒壊、浸水被害などを軽減できるよう、平常時からの防
災都市づくりを進めることが示されています。 

また、誰もが憩える身近な公園や、特色ある公園、親しみやすい水辺空間の整備を進
めること、特徴的な街並みや市街地における小さな緑の創出により、ヒューマンスケー
ルにも配慮した景観形成を誘導するなど、魅力的な都市環境が広がるまちを目指すこ
ととされています。 

様々な自然災害に対応し、 
被災を繰り返さないまち 

誰もが親しめる、河川や緑豊かな 
都市環境が広がるまち 

公共施設等の効果的 ・効率的な活用を図り、将来世代に良好かつ適正に引き継いでい
くことができるよう、適切にマネジメントをしていく必要性が高まっています。 

公園に関しては、ストック効果の向上、民間との連携などの観点を重視し、量の整備
から質の向上に向けて取組を進めること、街路樹に関しては、質の向上により、緑の機
能・効果が発揮できる道路植栽への改善を図っていくことが必要とされています。  
（葛飾区公園・河川等総合管理計画（令和元（2019）年８月）、葛飾区街路樹管理計画（平成 30（2018）
年７月）、葛飾区公共施設等経営基本方針（令和５（2023）年）より） 

緑・水辺の適正な管理・改修 

防災都市づくり、魅力的な都市環境が広がるまち 

出典：葛飾区都市計画マスタープラン 

区民と区が協働し、駅前広場や沿道など、まちを花と緑で彩る 「花いっぱいのまちづ
くり活動」を進めています。 

平成 26 （2014）年９月には、「かつしか花いっぱいのまちづくり推進協議会」が発足
し、区民、団体、事業者及び区が、相互に連携 ・協働のパートナーとなり、花いっぱい
のまちづくり活動の拡大や活性化に向けて取り組んでいます。 

令和７（2025）年１月１日現在、区内では、166 か所で 146 団体が花いっぱいのま
ちづくり活動に取り組んでおり、その数は年々増加しています。  
 

花いっぱいのまちづくり 
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（６）区民意識 
 

①調査の概要 

 計画の策定に当たり、緑 ・水辺に対する区民の意識 ・評価、緑 ・水辺と接する機会や利用

方法、区の取組の方向性に関する意向などの把握を目的に、一般区民、小 ・中学生を対象と

したアンケートを実施しました。 

 一般区民アンケート 小・中学生アンケート 

対象 
満 18 歳以上の区内在住者 

（区内７地区の人口構成比に応じて回答者数を設定） 
区立学校に通う小学５年生・中学２年生 

方法 
オンライン回答 

（インターネット調査会社） 
オンライン回答 

（学校配布のタブレット端末、任意） 

期間 
令和６（2024）年 12 月 20 日(金) 

～ 12 月 23 日(月) 
令和６（2024）年 12 月 ９日（月） 

～ 12 月 26 日（木） 

回答数 1034 件 
小学５年生 757 件 
中学２年生 500 件 

 

 

②緑・公園に対する意識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

緑の量やまちの魅力としての緑の満足度に対する意識 

〇居住地別の、住まい周辺の緑の量に対する実感やまちの魅力としての緑の満足度
は、地区別の緑被率と大きくは乖離していない。 

〇半数以上の回答者の実感は「過去 10 年で緑の量が増えた・減った場所はない」 

〇緑が多い・身近と感じる場所は「公園」（76.6％）、 

小・中学生が、家や学校の周りで「緑」がたくさんあると感じる場所は 
「公園」「川沿い」「学校」 

〇今後増やしていく必要があると感じる緑は 
 「公園の緑」（33.6％）「道路沿いの緑」（32.3％） 

〇まちの魅力としての緑の満足度を高める要因は「公園」「道路」「河川沿い」 
など、緑を身近に感じる環境があること 

緑との関わり 

〇緑に触れる主な機会として選択された項目のうち割合が高いもの 
「樹木や草花を楽しむこと等を目的とした公園利用・散策」（27.9％） 
「自然観察」（26.0％） 
「自宅でのガーデニング」（16.3％） 
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奥戸・新小岩地区(n=179)
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多い             やや少ない 

やや多い         少ない 

ふつう 

住まい周辺の緑の量［SA］ 

緑の満足度［SA］ 

今後増やしていく必要があると感じる緑
［MA］ 
 

住まい周辺で緑が多いまたは身近に感じる
場所［MA］ 
 

28.0％ 

23.3％ 

18.7％ 

12.3％ 
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緑被率 

18.3％ 

28.0％ 
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18.7％ 

12.3％ 

18.2％ 

12.3％ 

13.2％ 

緑被率 

18.3％ 

満足できる状態        

どちらかというと 
満足できる状態 
ふつう 

どちらかというと 
不満な状態 
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わからない 

76.6

16.3

4.9

11.4

12.6

7.1

3.2

7.0

8.9

1.7

34.9

1.0

7.7

0% 20% 40% 60% 80%

(n=1034)

公園

駅前

マンションや団地

ショッピングセンター

河川沿い

そのほか
緑が多いまたは身近

道路

農地

社寺

学校

に感じる場所はない

区役所、地区センター
などの公共施設

一戸建て住宅
の庭や生け垣

33.6

32.3

4.0

5.9

15.9

12.9

21.0

4.5

12.3

8.5

22.9

17.9

0.6

27.9

0% 20% 40% 60%

(n=1034)

公園の緑

駅前の緑

マンションや団地の緑

ショッピングセンターの緑

河川沿いの緑

そのほか

特にない

道路の緑

農地

社寺の緑

学校の緑

木陰をつくる大きな樹木

区役所、地区センター
などの公共施設の緑

一戸建て住宅の緑
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③水辺に対する意識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇親しみを感じる区内の水辺は「荒川、江戸川の河川敷」「中川・新中川の親水テラ
ス」などが多く選ばれている。 

〇水辺の利用は「散策」や「ウォーキング、ジョギングなど健康づくり」が多く選ば
れ、今後したい利用もほぼ同じ傾向。 

〇小・中学生は、普段していること（「散歩」「サイクリング」「野球、サッカーな
どのスポーツ」「ウォーキングやジョギング、体操などの軽い運動」）に加え、
「釣り」や「ピクニック」への関心も高い。 

＜小・中学生＞区内の水辺で普段していること・これからやってみたいこと［MA］ 
 

普段の水辺の利用方法・今後（も）行いたい水辺の利用方法［MA］ 
 

11.3

4.5
26.1

46.4

42.7
13.9

6.1

21.1
2.7
2.1

0.6
21.9

0% 20% 40% 60%

(n=1034)

11.1

4.4
19.3

36.0

33.5
10.4

2.7

15.0

2.5
1.0

1.3

33.3

0% 20% 40% 60%

(n=1034)

水辺の公園で遊ぶ（子どもと一緒に遊ぶことも含む）

サイクリング

自然観察

イベントに参加（マラソンフェスタなど）

そのほか
利用しない（現在）

水辺の公園で球技をする

休息

散策

ウォーキング、ジョギングなど健康づくり

清掃活動

釣り

特にない（今後）

普段 今後 

56.9 

21.3 

19.4 

20.9 

7.0 

1.1 

11.0 

10.0 

2.6 

12.5 

5.4 

0% 20% 40% 60%

散歩

サイクリング

ウォーキングやジョギング、体操などの軽い運動

野球、サッカーなどのスポーツ

釣り

ボートやカヌー

ピクニック

植物や昆虫、鳥などの観察

ごみ拾いなどのボランティア活動

その他

無回答

ウォーキングやジョギング、
体操などの軽い運動

60.0 

22.8 

21.4 

22.8 

6.8 

1.0 

7.0 

7.6 

2.8 

7.2 

5.2 

0% 20% 40% 60%

29.8 

22.0 

23.0 

13.8 

23.4 

12.0 

19.2 

10.2 

10.8 

3.6 

8.2 

0% 20% 40% 60%

31.0 

20.9 

22.2 

15.5 

30.4 

17.7 

26.8 

15.3 

14.1 

4.9 

6.1 

0% 20% 40% 60%

小学５年生 中学２年生 

区内の水辺で普段していること 区内の水辺でこれからやってみたいこと 

小学５年生 中学２年生 

小学生（n=757）・中学生（n=500） 
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④区に期待する取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

42.6

21.7

23.6

15.2

22.4

10.7

1.5

31.7

0% 10% 20% 30% 40%

街路樹や公共施設の緑の維持管理を、より充実させる

民有地の大きな樹木、樹林地の管理への支援を拡充する（維持費用の助成、樹木医の派遣など）

農地の減少を防ぐため、手放される農地を有効活用する

区民が農とふれあえる機会を増やす（農業体験、食農教育活動など）

マンション、団地やビルの建築時の緑化指導や緑化への支援を拡充する

一戸建て住宅の緑化（樹木を植える、生け垣をつくるなど）への支援を拡充する

その他

特にない
(n=1034)

16.2
31.6

10.8
22.4

13.5
23.5

21.5
14.9

1.4
26.2

0% 10% 20% 30% 40%

水辺を使ったイベントを増やす
水辺に近づきやすくなるよう、施設の整備や改修を行う

利用ルールを緩和して、できることを増やす
キッチンカー、カフェなど飲食ができる場所や機会を増やす

船着場の常時利用や舟運など、水辺に親しめる事業を行う
鳥、昆虫などの生きものが生息できる植栽や水辺を充実させる

施設や植栽の維持管理を充実させる
水辺でのイベントやマルシェなど、区民がやりたいことをできる仕組みをつくる

そのほか
特にない

(n=1034)

25.9
26.9

12.5
24.2

11.3
12.4

8.0
6.2

13.2
11.7

8.1
13.1

0.5
7.8

1.5
21.1

0% 10% 20% 30% 40%

歩いて行ける身近な公園を増やす
古くなった公園をリニューアルする

目的や気分によって公園を選べるように、公園ごとに特色を持たせる
木陰をつくる大きな樹木を増やす

いろいろな遊び方、使い方ができる原っぱ、芝生広場を増やす
子どもが自由な発想で遊びを作りだす冒険遊び場（プレーパーク）のある公園を増やす

体に障害がある子も、ない子もいっしょに遊べる公園を増やす
利用ルールを緩和して、できることを増やす

キッチンカー、カフェなど飲食ができる場所や機会を増やす
かまどベンチ、マンホールトイレなど災害時に利用できる設備のある公園を増やす

雨水を一時的に貯められる機能を持つ施設をつくる
鳥、昆虫などの生きものが生息できる植栽や水辺を充実させる

施設や植栽の維持管理を充実させる
公園でのイベントやマルシェなど、区民がやりたいことをできる仕組みをつくる

その他
特にない

(n=1034)

緑 街路樹や公共施設の緑の維持管理の充実 

水辺 水辺に近づきやすくなるよう、施設の整備や改修を行う 

公園 古くなった公園をリニューアルする／歩いて行ける身近な公園を増やす
／木陰をつくる大きな樹木を増やす 

〇多く選ばれた取組 

〇緑、水辺、公園とも、一定数（２～３割）が「特にない」と回答 

緑［MA（３つまで）］ 

水辺［MA（３つまで）］ 

公園［MA（３つまで）］ 
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⑤協働への意識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18.9

20.0

28.3

15.4

17.4

16.3

20.7

24.0

44.4

40.0

43.3

40.4

38.6

43.0

48.1

56.3

7.1

20.0

8.3

8.7

9.2

6.1

5.8

6.3

1.8

1.9

2.7

2.3

1.7

27.9

20.0

20.0

33.7

32.1

32.3

23.7

13.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1034)

10代(n=5)

20代(n=60)

30代(n=104)

40代(n=184)

50代(n=344)

60代(n=241)

70代以上(n=96)

必要 どちらかというと必要 どちらかというと不要 不要 わからない

〇20 代、60 代及び 70 代以上において必要性を感じている人の割合が高く、30 代から
50 代はやや低い。 

〇自身で取り組んでみたいことは、イベントへの参加に関することが多い。 
〇「特にない」の回答が約４割。 
〇主として「関心がない」ことが取組の妨げになっており、また「特にない」「時間

がない」も多い。 

緑や水辺によって、まちを魅力的なものにするためにしてみたいこと［MA］ 
 

緑化推進や水辺の活用によるまちの魅力向上のための協働の取組の必要性［SA］ 
 

14.3

14.4

19.1

22.2

11.1

15.0

18.0

10.8

10.6

0.7

37.0

0% 10% 20% 30% 40%

ガーデニング

清掃活動や花壇活動などを行うイベントへの参加

自然観察・生きもの調べなど自然に関わるイベントや活動への参加

フードフェス・マルシェなどのイベントへの参加

公園や道路の花の写真をSNSなどにアップする

素敵な緑や水辺を人に伝える

水辺や公園、道路などで行うイベントの企画

緑や水辺の活用について地域でアイデアを出す

近所で一緒に道路に面した場所に緑や花を植える

そのほか

特にない

(n=1034)
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⑥地区別の特徴 

地区別のクロス集計結果などからまとめた、各地区の

特徴は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

地区 
緑被率
（％） 

特徴 

水元 28.0 

・緑、公園に対する満足度は高く、水辺の利用頻度も高い。 
・農地の減少を他地区よりも感じており、保全と手放される農地の有効活用の

ニーズがある。 
・一戸建て住宅の緑化への支援が求められており、ガーデニングの取組意向も高い。 

金町・新宿 23.3 
・緑、公園に対する満足度は高く、公園の利用頻度は高い。 
・水辺の自然環境への関心がみられる。 

柴又・高砂 18.7 
・河川敷の風景が葛飾らしい風景と捉えられている。また、寺社林のある風景

も他地区よりも多く選ばれている。 
・公園を利用しない割合がやや高い。 

亀有・青戸 12.3 
・他地区に比べて緑被率が低く、実感としても緑は多くない。 
・道路沿いのせせらぎや大きな木のある道路が葛飾らしい風景として捉えられてい

る。 

小菅・お花 
茶屋・堀切 

18.2 
・緑よりも河川敷、道路沿いのせせらぎといった水辺が葛飾らしい風景として

捉えられている。 

立石 ・四つ木 12.3 

・他地区に比べて緑被率が低く、実感としても緑は多くなく、身近なところに
緑が少ないと捉えられている。 

・公園の緑の充実、街路樹や公共施設の緑の維持管理の充実や古くなった公園
のリニューアルへのニーズが高い。 

奥戸 ・新小岩 13.2 
・親水テラスのある河川の風景が葛飾らしい風景として捉えられている。 
・区の取組へのニーズ、今後 （も）してみたいことに関する設問全体をとおし

て「特にない」を選択した割合が高い。 
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２ 区の概況及び緑・水辺の現状 

（１）区の概況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9.70 10.31 10.89 11.21 11.35 11.40 11.35 11.31 

28.49 28.99 28.79 29.17 29.58 29.64 30.06 30.77 

5.36 5.37 5.41 5.41 5.38 5.27 5.12 5.00 
0

5

10

15

20

25

30

35

H23

(2011)

H25

(2013)

H27

(2015)

H29

(2017)

H31

(2019)

R3

(2021)

R5

(2023)

R7

(2025)

老年人口（65歳以上） 生産年齢人口（15～64歳）

年少人口（0～14歳）

年

万人

人口 約 47 万人 

本区の人口は、令和７ （2025）年４月１日現在、470,812 人で、世帯数は 254,618 世
帯、世帯当たり人員は約 1.8 人です。人口は、前計画が基準とした平成 10 （1998）年
４月１日から、約 12％増加しています。 

年齢３区分別人口の推移をみると、生産年齢人口 （15～64 歳）は平成 27 （2015）年
以降増加傾向ですが、年少人口 （15 歳未満）は平成 29 （2017）年以降減少しています。 

世帯数 約 25.5 万世帯 
（令和７（2025）年４月１日現在） 

年齢３区分別人口の推移 

出典：葛飾区の世帯と人口（各年４月１日現在） 

42.07 

47.08 

17.80 25.46 

2.4

1.8

0

1

2

3

0

20

40

60

H10

(1998)

R7

(2025)

人万人/万世帯

年

総人口[万人] 世帯数[万世帯]
世帯当たり人員[人]

総
人
口
・
世
帯
数

世
帯
当
た
り
人
員

区の人口・世帯数の推移 
出典：葛飾区の世帯と人口（各年４月１日現在） 
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土地利用 都市的土地利用 87.5％ 
区内の土地利用の 87.5％が、公共用地や

商業 ・住宅 ・工業用地のほか、空地系に含
まれる公園 ・運動場などの都市的土地利用
で占められ、農用地や河川等の水面、河川
敷などの自然的土地利用は 12.4％です。 

農用地は水元に多く、柴又や奥戸のほか
一部の地域にも点在しています。 

土地建物用途分類別に見ると、住宅用地
が最も多く （34.5％）、次いで道路、鉄道
等の交通系（20.6％）、公園・運動場等、
未利用地等の空地系 （14.0％）となってい
ます。 

 

土地利用現況図 
出典：令和３年度土地利用現況を基に作成 

土地利用の割合 
出典：令和３年度土地利用現況を基に作成 

（令和３（2021）年度） 

都市的土地利用

87.5%

自然的

土地利用

12.4%

その他

0.10%

公共用地

8.1%
商業用地

6.0%

住宅用地

34.5%

工業

用地

4.3%

空地系

14.0%

交通系

20.6%

農用地

0.9%

水面・河川等

8.8%

森林・原野

2.7%

全土地

3480.8 ha

凡例 
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標高 高いところ 約４ｍ・低いところ ０ｍ以下 
本区は、荒川、中川、江戸川といった大きな河川に囲まれた低地に位置し、標高は北

東部の高いところで＋３.8ｍ（T.P. 東京湾中位水位の平均海面）、南西部には０ｍ以
下の地域が分布しています。 

このため、集中豪雨などによる内水氾濫や河川水位の上昇、高潮など、浸水被害が発
生しやすい地域とされています。 

 

東京の低地帯分布状況 
出典：葛飾区史 

葛飾区の標高 
出典：国土地理院 デジタル標高地形を基に作成 

地震の危険度 ランク４、５を含む地域が分布 
区内には、戦後復興期から高度経済成⾧期

において、都市基盤が十分整備されないまま
市街化 ・高密度化が進行 ・形成された木造住宅
密集地域や、地盤が比較的ゆるいため液状化
する可能性の高い地域が存在します。 

地震に関する地域危険度測定調査 （東京都）
では、５段階評価で危険度が高いランク４、５
を含む地域が未だ残っており、特に古い木造
住宅が密集している荒川沿いの地域は、建物
倒壊危険度、火災危険度ともに高い状況です。 

危険度が低い 
 
 
 
 
 
 
 
危険度が高い 

地震に関する地域危険度 
出典：東京都 地震に関する地域危険度測定調査（第９回） 

（令和４（2022）年度） 
地域危険度 

（総合危険度） 
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（２）緑と水辺の成り立ち 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

緑に生まれ変わった水路、工場跡地 

区内を流れる川の豊富な水を使って、江戸時代に畑や水田で農作物をつくる農村

地帯として発展し、葛西用水、現在は水元公園の一部となっている小合溜井を水源

とする上下之
か み し も の

割
わり

用水
ようすい

をはじめ、農地に水を供給する水路が整備されました。 

明治時代から大正時代になると、河川を使う大きな工場が建ち始め、工業も発展

しました。 

その後、昭和時代にかけての鉄道整備、関東大震災後及び高度成⾧期の人口増加など

を背景に農地の宅地化が進みました。産業化、人口増加により悪化した環境を改善する

ために進んだ下水道整備に伴い、役目を終えた水路が埋め立てられました。 

かつての水路の一部は、親水公園や緑道 ・コミ

ュニティ道路に生まれ変わり、緑豊かな空間を創

り出しています。 

また近年では、企業が地方や海外へ工場を移

転 ・統合することなどで生じた工場跡地に、比較

的大規模な都市公園が整備されています。区内最

大の区立公園である葛飾にいじゅくみらい公園

や、水辺と一体的な整備を行った東立石緑地公園

のほか西新小岩五丁目公園 （愛称 ：モンチッチ公

園）などの様々な公園が創出されました。 

東立石緑地公園 

葛飾にいじゅくみらい公園 

歴史 

四つ木めだかの小道 

江戸時代 

明治・大正・昭和 

現在 

西新小岩五丁目公園 
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 （３）緑の現状 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

緑被率 18.3 ％ みどり率 28.5 ％ 

区内を７つに区分した地区別
の緑被率は、水元公園があり農
地の多い水元地区が最も高く、
次いで葛飾にいじゅくみらい公
園が立地する金町 ・新宿地区、柴
又 ・高砂地区の順となっており、
これら３地区は区全体の緑被率
よりも高い値です。 

一方で、区全体の緑被率より
も低い値の地区が４地区あり、
小菅 ・お花茶屋 ・堀切地区、奥戸 ・
新小岩地区の順で値が低く、亀
有 ・青戸地区及び立石 ・四つ木地
区は最も少なく 12.3％です。 

また、地区ごとで緑被率の差
が大きく、最も高い水元地区と
最も低い亀有 ・青戸や立石 ・四つ
木の各地区の数値差は 2 倍以上
となっています。 

本区の緑被率は 18.3％ （平成 30 （2018）
年度）、緑被面積は 637.0ha です。 

前計画策定時の 14.5％ （平成 10 （1998）
年度）から 3.8 ポイント、緑被面積は約
130ha 増加しています。 

また、公園内の緑に覆われていない面
積や河川等の水面面積を緑被面積に合計
し、区全体の面積で割った値であるみど
り率※は 28.5%（平成 30（2018）年度）
で、面積は 991.9ha となっています。 

（平成 30（2018）年度） 

緑被地等の分布 
表・図の出典：葛飾区緑被率・みどり率調査報告書 

  （令和４（2022）年３月）を基に作成 
 

地区別の緑被率・みどり率 

地区 
区域面積 

（ha） 
緑被率 
（％） 

みどり率 
（％） 

水元 539 28.0 41.3 

金町・新宿 496 23.3 31.3 

柴又・高砂 499 18.7 26.5 

亀有・青戸 355 12.3 19.3 

小菅 ・お花茶屋 
堀切 549 18.2 25.9 

立石・四つ木 477 12.3 25.9 

奥戸・新小岩 565 13.2 26.0 

区全体 3,480 18.3 28.5 
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23 区との比較 

本区の緑被率は、23 区中 11 番目、みどり率では４番目に位置しています （各区の
公表資料から順位付け）。 

大規模な河川があることにより、緑被率に比べてみどり率が上位となります。 

緑被率 

みどり率 

出典：葛飾区緑被率・みどり率調査報告書（令和４（2022）年３月）及び 
各区が公表している報告書等（令和６（2024）年度末時点）を基に作成 
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保存樹木 1,175 本 
本区では民有地の緑を保存するため、一定規模以上の樹木や樹林を保存樹木 ・保存樹

林として指定し、維持費用の一部に補助金を支給しています。 
現在、保存樹木は 1,175 本、保存樹林は 26 か所で 35,490 ㎡が指定されています。 
保存樹木数は 23 区で５番目に多いものの、近年では相続時の土地売却や維持管理に要

する費用や作業負担、老木化による危険性の増大、落ち葉に対する周辺住民からの苦情
といった様々な理由により伐採されることも多く減少傾向にあります。 

保存樹林 

 金蓮院のラカンマキ（区指定天然記念物） 

（令和５（2023）年度末） 

保存樹木数・保存樹林か所数の推移 

葛西神社のイチョウ（区指定天然記念物） 

23 区の保存樹木本数※（上位 10 区） 

※樹木保存法に基づく指定と条例等による
指定の合計（令和５（2023）年度末） 

出典：国土交通省都市緑化データベースを
基に作成 

保存樹木（本）

1 世田谷区 1,671

2 板橋区 1,652

3 杉並区 1,554

4 新宿区 1,314

5 葛飾区 1,175

6 練馬区 1,164

7 大田区 1,062

8 港区 701

9 文京区 678

10 目黒区 651

26 か所・35,490 ㎡ 

1,445 
1,175 

26 26
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年度

農地面積 生産緑地地区面積

（2024）

約９ha

（1998）

減少

約 323 ha 風致地区 

都市農地 約 32 ha 
本区は 23 区のなかでも都市農業が現存する数少ない区の一つであり、区内には

31.7ha の都市農地、22.9ha の生産緑地地区があります。 
戦後までは農業が盛んに営まれてきましたが、 

昭和 40 年代以降は都市化・宅地化が進行し、農 
家数・農地面積とも急激に減少しました。 

これまで生産緑地地区への指定や農業振興施策
により都市農地の保全を推進してきましたが、高
齢化や相続時の土地売却などにより減少が進んで
いるため更なる取組が必要です。 

生産緑地地区 約 23 ha 

区内の農地 

（令和７（2025）年４月１日現在） 

23 区の生産緑地地区面積 
（令和７（2025）年４月１日現在） 
出典：東京都生産緑地地区一覧を基に作成 

水元公園、江戸川及びその周辺の
323.3ha は、緑や水辺など良好な自然
的景観を維持する目的で 「江戸川風致
地区」に指定されています。 

水元公園（96.7ha）のほか、農地・
屋敷林 ・寺社林の点在により、地区内
の緑被率は 48.1％、水元公園を除いた
場合においても 35.1％となっていま
す。農地の減少や敷地面積の小さい住
宅の建設により、地区内 ・外で外観に
大きな差がない場所も生じておりま
す。 

          風致地区内の緑被地等の分布 
出典：葛飾区緑被率・みどり率調査報告書（令和４（2022）年３月）を基に作成 

農地面積の推移 
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区内の都市公園等は、315 か所、総面積 203.8ha であり、前計画策定時から 33 か所、
62.3ha の増加、区民一人当たりの公園面積は約１㎡増加しています。要因は河川敷や水
辺、工場跡地での公園整備などにより、比較的規模の大きな都市公園が整備されたこと
が挙げられます。 

一方で、「葛飾区公園・河川等総合管理計画」において改修時期の目安とされている
開園後 40 年以上が経過している公園が約 55％を占め、既設公園の老朽化対応が必要と
なっています。また、樹木が育ったことによる過密化が原因の生育不良や老木などへの
対応が必要となっています（詳細は p.75 参照）。 

315 か所 区民一人当たり 
の公園面積 4.33 ㎡ 

開園からの経過年数ごとの公園等(区立)か所数 公園面積、区民一人当たりの公園面積の推移 

 55.1％ 

凡例 
  平成 10（1998）年度 

以前開園   

  平成 11（1999）年度 
以降開園 

公園等の分布 

（令和７（2025）年４月１日現在） 

現在の様子 

整備直後の様子 

曳舟川親水公園 

約 204 ha 
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区道の街路樹（高木） 8,958 本 
本区が管理する区道には 8,958 本の高木が街路樹として植栽されています。また、水

路跡地を中心に中低木が植栽された緑道が整備されてきました。 
整備からの時間の経過と共に、狭い植栽空間や強剪定等による生育不良や樹形の乱

れ、老木化に伴う枝折れや倒木の危険性の増大、根上がりによる舗装の損傷などの課題
が顕在化するなか、葛飾区街路樹管理計画に基づき、樹木点検 ・診断、生育環境の改善、
樹形の再生などの取組を推進しています。 

既存木を残しながら街路樹の 
更新を行った堀切四季のみち 

樹木の根上がりで縁石が凸凹になった歩道 

区内の道路植栽 課題分布図 
出典 葛飾区街路樹管理計画 

凡例 
高木 
中木・低木 

（令和７（2025）年４月１日現在） 
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緑化計画※1 により創出した緑 約 89 ha 

（平成 10（1998）年度～令和６（2024）年度） 

緑化計画に基づき創出された緑 
（イムス東京葛飾総合病院） 

区民が生み出すまちの小さな緑 

区内では、店先や玄関先を彩る小さな花や緑もいたるところで見られます。これ
らの花や緑は、個々の面積が小さいため、緑被率の数値には現れないものもありま
すが、潤いある街並みをつくる大切な緑の一つです。 

店先や玄関先を彩る小さな緑 

緑化に対する補助（生垣） 約 7,900m を創出 

（昭和 58（1983）年度～令和６（2024）年度） 

民有地の緑化推進のために行っている、生垣造成や屋上緑化 ・壁面緑化に対する補助
により、昭和 58 （1983）年度～令和６ （2024）年度までの期間に生垣 7,926.9m が創
出されました。一方で、９割以上が平成 19 （2007）年度以前の実績であり、過去５年
間は平均 21.4ｍ/年となっています。 

 

平成 17（2005）年 10 月から緑化計画※１の届出制度が義務化され、年間で平均する
と 117 件※２の届出があり、4.3ha※２の緑が創出されています。 

また、前計画策定時の平成 10（1998）年
度から令和５（2023）年度までの 25 年間
で、88.9ha の緑が創出されており、これは
葛飾にいじゅくみらい公園約 12 個分の面積
に相当します。 

※１緑化計画 
緑化を推進し良好な環境を実現するため、一定面積の敷地内で建
築行為等を行う場合は葛飾区緑の保護と育成に関する条例に基づ
き、緑化と緑化計画の届出を義務付ける制度 

※２ 平成 18（2006）年度から令和６（2024）年度までの平均 
※ 件数、面積は全て計画書届出ベース。建築物等の建替や増築など

も対象としているため、同一敷地内で複数回届出される場合あり。 
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河川の総延⾧ 34,770 m 

本区は、東を江戸川、西を荒川 ・綾瀬川、北を大場川 ・水元小合溜に囲まれ、さらに
中央部に中川 ・新中川が流れ、豊かな水辺に囲まれ、河川の総延⾧は一級河川 31,170m、
準用河川 3,600m です。 

水面の面積は 306.1ha で、江東区、江戸川区、大田区に次いで 23 区で４番目の広さを
擁しています（東京都「東京の土地利用 令和３年東京都区部」より）。 

また、かつての水路の一部は、親水公園や緑道 ・コミュニティ道路として再整備され
ています。 

江戸川 

（一級河川・準用河川計） 
水面の 
面積 約 306 ha 

（令和６（2024）年４月１日現在） （令和３（2021）年度） 

区内の主な水辺 

河川 

荒川 綾瀬川 

水元小合溜（水元公園） 中川と新中川 

親水公園 

曳舟川親水公園 西井堀せせらぎパーク 

大場川 
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堀切菖蒲園船着場 
柴又公園船着場 

北沼公園船着場 

奥戸総合スポーツ 
センター船着場 東立石緑地 

公園船着場 

本区では、自然環境の保護と回復を図るた
め、「自然保護区域」及び「自然再生区域」
を指定し、水辺の自然環境や動植物の生息環
境を保全しています。 

また、水元小合溜では、高度成⾧期後の水
質悪化、護岸整備による湿生植物の減少など
の問題解決のため、水質改善事業を実施し、
現在は環境省の 「生物多様性の観点から重要
度の高い湿地」に選定されています。 

さらに、自然保護区域でもある大場川は、
「利根川水系中川 ・綾瀬川圏域河川整備計画
（東京都管理区間）」に基づき、堤防の強化
を図るとともに、生物生息空間の確保、ヨシ
原等の保全を進めることとなっています。 

自然保護区域 ２か所 自然再生区域 ６か所 

自然保護区域・自然再生区域の指定状況 

船着場 
（令和７（2025）年４月１日現在） ５か所 

船着場の位置 堀切菖蒲園船着場 

本区では、船着場条例に基づき５か所の船
着場を設置しています。 

平常時は舟運や観光を目的とした水上バ
スなどの発着場、災害時は人や緊急物資を運
ぶための水上輸送拠点となる施設です。 

しかしながら、平常時はあまり活用されて
いない状況です。 

（令和７（2025）年４月１日現在） 

曳舟川   
（亀有、白鳥、お花茶屋地区） 

大場川中州 

水元さくら堤 
西水元水辺の公園 

葛飾あらかわ水辺公園 

曳舟川 
（四つ木地区） 

自然保護区域 

自然再生区域 

曳舟川   
（宝町、四つ木五丁目地区） 

古隅田川 
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整備イメージ（拠点整備箇所） 整備イメージ（水辺の散策路） 

出典：葛飾区 HP 葛飾中川かわまちづくり計画について 

新しい動き 中川かわまちづくり 

葛飾中川かわまちづくり計画の範囲 

本区では、中川や江戸川などに隣接する土地を活用し、河川と一体となった公園の
整備を進めるとともに、中川の七曲り区間では、東京都施行の護岸工事に合わせて親
水テラスが整備されるなど、国や都と連携して水辺の整備に取り組んできました。 

また、令和５ （2023）年８月に国土交通省のかわまちづくり支援制度に 「葛飾中川
かわまちづくり計画」が登録されました。 

中川の高砂橋から上流において、河川・水辺空間の賑わい創出を図るため、本制度
を活用して、国が行う水辺の散策路等の整備に加え、ハード面やソフト面で様々な施
策を行い、身近に感じることができる水辺空間の整備を進めていきます。 
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（５）緑・水辺をはぐくむ活動 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本区では、花いっぱいのまちづくり活動、公
園等の自主管理など、緑、花、公園に関わる区
民との協働を幅広く展開しています。 

近年は、担い手の高齢化が進んでおり、活動
継続のための環境づくりや参加者のすそ野の
拡大が必要となっています。 

緑をはぐくむ主な活動 

緑・水辺に関わる活動団体 184 団体 
＜184 団体の構成＞ 

主に区民で構成され、区内の緑 ・水辺で
活動する団体 
 
・花いっぱいのまちづくり活動を担う団体 
・公園等の自主管理を担う団体 
・自然環境団体 
・荒川クリーンエイド 

水辺をはぐくむ主な活動 

花いっぱいのまちづくり活動 緑化推進協力員 公園等の自主管理 

駅前広場や道路、公園など多
くの人が行き交う場所が花
で彩られるよう、花壇づくり
に取り組んでいます。 

緑化に関する知識の普及、啓
発に関する実践活動に取り
組むほか、地域緑化のリーダ
ーとして、区民と協力した緑
化活動、区の事業への参加 ・
協力を行っています。 

区と協定を結び、地域で公
園 ・児童遊園の清掃や除草な
どの作業、利用者の見守りに
取り組んでいます。 

荒川クリーンエイド 河川水質調査体験 

NPO や行政などが協力し、ご
みを拾うことを通じて自然
豊かできれいな荒川を取り
戻す活動です。 
荒川沿川の市区、市民団体、
企業、河川利用団体等がごみ
拾いに参加しています。 
 

自然環境の保全や生活排水
に配慮できる意識を、子ども
たちが育むことを目的とし
て、河川の水質調査体験を実
施しています。 
 

（令和７（2025）年１月１日現在） 
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花いっぱいのまちづくり、全国みどりと花のフェアかつしか   

 本区では、自治町会や緑化推進協力員などの協力を得ながら、区内各所で花いっぱい
のまちづくり活動が行われており、平成 25（2013）年以降の葛飾区基本計画において
は、活動の拡大による“ふるさと葛飾”に誇りと郷土愛を持つ区民のさらなる増加を期待
し、重点プロジェクトに位置付けられました。 
 以降、かつしか花いっぱいのまちづくり推進協議会を設置し、花壇コンクールの開催
や情報発信などを行ってきました。また、公共空間への花の新たな展開方法を具体化す
るため、プロジェクトチームを立ち上げ、フラワーメリーゴーランド®を開発し、後に
特許を取得しました。区内のほか他自治体などでの設置も進んでおり、TOKYO2020 オ
リンピック・パラリンピック競技大会開催中には、聖火台が置かれた都立のシンボルプ
ロムナード公園内にも設置され、大会を盛り上げました。  

これら 「花いっぱいのまちづくり推進プロジェクト」の取組を区内外に広く発信する
とともに、みどりと花を通して様々な社会課題を解決し、持続可能で発展し続ける、本
区ならではのまちづくりを推進していくことを目的に、区全域を使った大型緑化イベン
ト 「全国みどりと花のフェアかつしか」を令和８ （2026）年度に開催することとなりま
した。本フェアでは、若い世代の花壇活動への参加機会の提供や、花いっぱいの活動の
担い手の増加、景観の美化による地域への愛着を高めるとともに環境保護への意識向
上を目指します。全国からご来場いただけるよう、フェアの内容や広報を検討し実施す
るとともに、本フェアを契機として花いっぱいのまちづくりがレガシーとなっていくよ
う、区と地域住民及び事業者等との連携、協働事業が継続 ・進化できるよう多方面で取
り組んでいきます。 

↑サテライト会場（曳舟川親水公園広場ゾ
ーン）に整備予定の花壇イメージ図 

大会レガシーとして再設置された有明聖火台
の周りを彩るフラワーメリーゴーランド® 

←メイン会場（葛飾にいじゅくみらい公園） 
会場全体イメージ図 
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３ 課題と方向性 

（１）課題 
計画を取り巻く動向、区の概況及び緑・水辺の現状から、特に重要となる５つの課題を

抽出しました。 

 

 

  

持続可能な都市づくりに向け、緑・水辺を守り生かすことが重視されつつあ
り、グリーンインフラ、Well-being、生物多様性の確保、ネイチャーポジティ
ブ、都市公園・水辺空間の活用、都市農地の保全と活用などに対応する取組の
充実が必要 

 

・かつては都市化の進展に合わせて不足する緑、公園の量を確保することが重視されて

きたが、少子高齢化の進行に伴い、都市づくりに関わる政策が大きく転換 

 

 

 

 

都市農地、保存樹木などの保全が必要 

緑被率が低い地区における緑化の促進や既存の緑の育成など、地域特性に応
じ、身近な場所での緑の創出を進めることが必要 

 

・食料生産のほか防災上重要な役割を担う都市農地や生産緑地地区、短期間では育たな

い大木である保存樹木が減少 

・水元地区における農地の減少は、地区住民も認識 

・土地利用や大規模公園の有無を背景に地区ごとの緑被率の差が大きく、居住者の緑の

満足度にも影響 

・緑化計画のほか、生⾧に伴う樹冠の拡大も緑の増加に寄与 

・区民も木陰をつくる大きな樹木が増えることを期待 

 

 

  

❶ 計画を取り巻く動向への対応 

❷ 緑・水辺の保全と地域特性に応じた緑の創出 
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地域の魅力創出や防災、環境などの様々な課題を解決するため、緑・水辺の 

確保・活用が必要 

 

・地震に対する危険度の高さや水害等に対応できる防災まちづくり 

・豊かな水辺がもたらす生物多様性の確保、健康⾧寿、子育て、ゼロエミッション、観光

文化の振興への寄与など 

 

 

 

 

公園や河川等、施設の老朽化への対応が必要 

公共空間や公共施設の植栽の老木化、生育不良などへの適切な対応・管理が必要 

 

・開園から 40 年を経過している公園をはじめ、水辺の施設の老朽化が進行 

・街路樹、公園樹木等の生育不良や大木化・老木化に伴う様々な課題が顕在化 

・区民は公共の緑の維持管理の充実、水辺に近づきやすくなるような施設の整備や改修、

古くなった公園のリニューアルなど、既存の緑や施設の改良を期待 

 

 

 

 

 

緑化、公園の自主管理などの担い手の高齢化、区民の意識やライフスタイルの
変化や多様化を捉えた協働施策の展開が必要 

緑・水辺の利用を通じた関心喚起、活動の取組をイメージできる体験機会の創
出などが必要 

 

・花いっぱいのまちづくり活動をはじめ、緑や花に関わる区民との協働の取組は、本区

における大きな成果 

・担い手の高齢化に対応するため、活動継続のための環境づくり、参加者のすそ野を広

げていくことが必要 

・区民意識として、協働の必要性は認識しているが、取り組みたいことを具体的にイメ

ージできていない 

  

❸ 区政課題に対応した緑・水辺の確保・活用 

➍ 緑・水辺に関する施設の老朽化や樹木の適切な管理 

❺ 少子高齢化、ライフスタイルの多様化を踏まえた 
協働の促進 
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（２）方向性 
①全体的な方向性 

 

 

 

樹木の生⾧や、民有地の緑化を誘導する取組などにより、区内全体で緑被面積は増加

しました。また、比較的大規模な都市公園や水辺の公園が複数整備されたことを背景に、

公園面積も増加しています。 

一方で、緑被率の少ない地区があることや、都市農地、保存樹木の減少などを踏まえ、

緑の量に関する施策も継続する必要があり、区民や事業者等の緑や水辺に対する理解が

必要不可欠となります。 

さらに、緑 ・水辺の活用や、その機能を地域の様々な課題解決に生かすことなど、量以

外の側面について対応の必要性が拡大しています。 

今後は、地域特性に応じた緑 ・水辺の維持 ・創出に向けた取組を通じた、地域らしさ、

魅力、安全の向上に向け、区民や事業者等の水と緑に対する一人ひとりの意識を高め、

協働で施策を進めていくことが重要です。 

 

②特に重視する視点 

課題と全体的な方向性を踏まえ、特に次の５点を重視します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

量的拡大から地域特性に応じた緑・水辺の維持・創出による 
地域らしさ、魅力、安全の向上を重視する段階への移行 
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第３章 緑・水辺の将来像と目標 
 

 

１ 将来像 

 葛飾区基本構想（令和３（2021）年７月）の将来像、葛飾区都市計画マスタープラン（令

和５ （2023）年 12 月）のまちづくりの基本理念と目標、全体的な方向性や特に重視する点を

踏まえ、本計画において目指す緑・水辺の将来像を次のように定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

みんなではぐくむ 水と緑で つながる かつしか 

水と緑豊かなまち 
の実現 

水と緑に関する 
利活用の促進 

水と緑に関する 
区民満足度の向上 

区民が緑・水辺をより利用

し、活動する機会を増やす

ことで、生活の質の向上に

つなげていきます。 

緑 ・水辺の保全 ・創出 ・活用

に関わる取組の成果とし

て、緑の豊かさや水辺の親

しみやすさを実感する区民

を増やしていきます。 

緑・水辺の保全、緑化推進

や公園整備など、あらゆる

取組により、みどり率の向

上を図ります。 

指標 指標 指標 

● 緑に触れる機会を持つ

区民の割合、区内の水辺

を利用する区民の割合

の平均値  ７５％ 

● 緑 ・水辺に関する活動団

体数  ＋３０団体 

● 緑と花の豊かさを感じ

る区民の割合７５％ 

● 水辺が親しめる空間に

なっていると感じる区

民の割合  ６５％ 

● みどり率  ３０％ 

目標１ 目標２ 目標３ 

区民と守り育てた水と緑を未来に引き継ぐとともに、水と緑の利活用を促
進することにより、安全で快適に暮らし続けられるまちをつくり、生活の
質やまちの魅力向上につなげていきます。 
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指標及び目標値の考え方 
 

 

 

 

 

 

上位計画である葛飾区都市計画マスタープランや、関連計画の葛飾区環境基本計画にお

いては緑被率 20％が目標とされており、平成 10 （1998）年からの 20 年間において、大規

模な公園整備などにより緑地面積が増加し、緑被率は14.5%から 18.3%まで上昇しました。 

一方、本区は複数の河川に恵まれ、河川空間は魅力の一つとなっています。水面面積は

区面積の 8.6%を占め、これまでも荒川や江戸川の河川敷を活用するとともに、近年は中川

の七曲り区間において親水テラスが整備されるなど、水辺の利活用に取り組んでいます。 

また、東京都では平成 12 （2000）年度に策定した緑の東京計画において、みどり率を指

標とし、平成 29 （2017）年度策定の都市づくりのグランドデザインの指標にも採用してい

ます。 

これらを踏まえ、今後も水辺の利活用を進めるとともに、緑・水辺の保全や緑化推進、

公園整備等を総合的に進める観点から「みどり率」を新たな指標とします。 

 

指標 現状値 
（平成 30 年（2018）度） 

目標値 

みどり率 28.5％ 30％ 

（参考）緑被率 18.3％ 20％ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６（2024）年度の都市緑地法改正に伴う国土交通省都市緑地法運用指針において市

街化区域における緑被率の目標を３割以上とすることなどが掲げられましたが、本区では、

都市化が進み、これまでと同水準での新たな緑地の確保が困難な状況にあります。 

 このため、本計画の計画期間である 20 年間においては、公園や都市計画道路、公共施設

の整備時における緑化や既存樹木の健全育成による公共空間での緑の創出・維持を進めます。 

21.9 

28.5 30.0 
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H30
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R27
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%

年度

みどり率 （参考）緑被率

R27

(2045)

R10

(2028)

上位関連 
計画目標 

目標値 
30％ 

みどり率 30％ 

水と緑豊かなまちの実現 目標１ 

指標 
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また、区民、事業者等一人ひとりの緑に対する意識を高めることで、民有地内において

も駅前開発における緑の創出や、店先・住宅地等まちの中の小さな緑を区内各所で創出し

ていきます。加えて、減少傾向にある都市農地や保存樹木 ・樹林を保全するための積極的な

働きかけや支援など、区民、事業者等、区が連携してあらゆる取組を進めることでみどり率

30％を目指します。    

 

 

◆ みどり率とは 

緑被率 （区全体の面積に対する 「樹木被覆地」「草地」「農地」「屋上緑化」の緑で覆わ

れた部分の面積の割合）に 「河川等の水面の占める割合」と 「公園内で樹林等の緑で覆

われていない面積の割合」を加えたものです。 
 
 

 
みどり率と緑被率の対象範囲 
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公園整備などのハード面の取組とそれに伴う緑・水辺の利用者の増加、緑・水辺を育む

活動の展開などソフト面の取組の総合的な成果となる区民の満足度を指標とします。 

指標 現状値 
（令和６（2024）年度） 目標値 

緑と花の豊かさを感じる区民の割合※ 68.7％ 75％ 

水辺が親しめる空間になっていると 
感じる区民の割合※ 

58.3％ 65％ 

※「葛飾区政策・施策マーケティング調査」（平成 17 年度調査開始） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多様な情報発信や緑 ・水辺に関する様々な取組により、区民の身近な緑 ・水辺に対する興

味・関心や満足度を高めていきます。 

緑については、公共空間における緑の育成をはじめ、民有地の緑の保全や緑化、花いっ

ぱいのまちづくりなどの取組を進め、緑と花の豊かさを感じる区民の割合 75％の達成を目

指します。 

また、区民が水辺を身近に感じ、利用する機会を増やしていくとともに、河川 ・水辺のレ

クリエーション活動拠点の機能充実、利用環境整備を進め、水辺が親しめる空間になって

いると感じる区民の割合 65％の達成を目指します。 

  

68.7

58.3

0

20

40

60

80

H17

 (2005)

H21

(2009)

H26

(2014)

R1

(2019)

R6

(2024)

R27

(2045)

％

年度

緑と花の豊かさを感じる区民の割合
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 65％ 

目標値 

緑と花の豊かさを感じる区民の割合 75％ 
水辺が親しめる空間になっていると感じる区民の割合 65％ 

水と緑に関する区民満足度の向上 目標２ 

指標 
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① 「緑に触れる機会を持つ区民の割合」と「区内の水辺を利用する区民の割合」の平均値 

緑 ・水辺への興味 ・関心が高まっているか、また、利用しやすく身近なものとなっている

かを把握するため、緑・水辺を利用する区民の割合※を指標とします。 

※全体（100％）から「触れる機会はない」または「利用しない」と回答した区民の割合を引いた値 

指標 現状値 
（令和６（2024）年度） 目標値 

「緑に触れる機会を持つ区民の割合」と「区
内の水辺を利用する区民の割合」の平均値 

63.2％ 75％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身近な緑や水辺を増やし、利活用しやすい環境を整えるとともに、関心のない区民に対

する情報発信やイベントなど様々な取組を進めることで、 「緑に触れる」「水辺を利用する」

区民の割合の平均値 75％の達成を目指します。 

16.3

3.9
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公園や自宅周辺の清掃や除草・…
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緑に触れる機会はない

%

樹木や草花を楽しむ、感じること

を目的とした公園利用・散策

公園や自宅周辺の清掃や除草・

花壇活動など地域の活動への参加

樹木や草花を楽しむ、感じるこ
とを目的とした公園利用・散策

公園や自宅周辺の清掃や除草・
花壇活動など地域の活動への参加
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15.0

2.5
1.0
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水辺の公園で遊ぶ（子どもと一緒に遊ぶことも含む）
水辺の公園で球技をする
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散策

ウォーキング、ジョギングなど健康づくり
サイクリング

釣り
自然観察

イベントに参加（マラソンフェスタなど）
清掃活動
そのほか

利用しない

%
水辺の公園で遊ぶ

（子どもと一緒に遊ぶことも含む）

緑に触れる機会を持つ区民の割合（①） 

区内の水辺を利用する区民の割合（②） 

63.2％ 
（＝100％－①と②の平

均値 36.8％） 

目標値 
75％ 

緑・水辺に関わる活動団体数   ＋30 団体 

水と緑に関する利活用の促進 目標３ 

指標① 
「緑に触れる機会を持つ区民の割合」と 
「区内の水辺を利用する区民の割合」の平均値 

指標② 

75％ 
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② 緑・水辺に関わる活動団体数 

緑 ・水辺が活動の場として利活用され、将来像の 「みんなではぐくむ」を担う団体が増え

ているかを把握するため、緑・水辺に関わる活動団体数を指標とします。 

活動団体とは、主に区民で構成され、区内の緑 ・水辺で活動する団体として所管課などに

申請、登録し、活動のための支援などを受けている団体のことです。 

 

指標 現状値 
（令和６年（2024）度） 目標値 

緑・水辺に関わる活動団体数 184 団体 ＋30 団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでの活動を広め、継続を支えていくとともに「全国みどりと花のフェアかつしか

（令和 8 （2026）年度開催予定）」や 「中川かわまちづくり」を契機に緑 ・水辺への興味関

心を喚起し、情報発信や活動の体験機会などの創出により、新たな活動へとつなげていく

ことで、活動団体を 30 団体増やすことを目指します。 
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３ 方針 

 

方針１ 地域の魅力を高める緑づくり 

公園の整備や管理、道路をはじめとした公共空間の緑化や、街づくりを通じた緑の

創出、花いっぱいのまちづくり活動、都市農地の保全 ・活用などに区民、事業者等と共

に取り組み、まちの魅力を高めていきます。 

 

 

方針２ 地域の魅力を高める水辺づくり 

河川 ・水辺を区民が親しめる空間とするとともに、区民、事業者等との協働により

水辺の活用を促進し、賑わい創出に取り組むことでまちの魅力を高めていきます。

また、貴重な自然環境として生きものの生息・生育環境の維持・保全を図ります。 

 

 

方針３ 地域の安全を支える緑・水辺づくり 

自然災害に強いまちを支え、防災・減災等の多様な効果を生む緑とオープンスペー

スの充実を図ります。また、区民の財産である緑 ・水辺を次世代につないでいくため、

公園や街路樹などの緑と河川空間などの水辺の適切な維持管理を行っていきます。 

 

 

方針４ 緑・水辺でつなぐ人づくり 

区民をはじめとする多様な担い手による様々な活動により、人のつながりやコミュ

ニティづくり、まちづくりへの主体的な参加につなげていくため、活動の場や機会を

創出することで活動を後押ししていきます。 
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４ 緑・水辺の将来イメージと配置方針 

（１）将来イメージ 
将来像、目標が実現された 20 年後の理想の緑・水辺のイメージは次のとおりです。 
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前頁で示した将来イメージに対応する施策は次のとおりです。（p.52、53 参照） 
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（２）配置方針 
葛飾区都市計画マスタープランに示された「緑と水辺の整備、景観形成方針図」を基本

としつつ、区全体の水と緑の骨格と拠点、地域の特性に応じた緑 ・水辺の保全 ・創出を進め

るための指針となる配置方針を次のように定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

緑・水辺の配置方針  
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52 

第４章 緑・水辺に関する施策 

１ 施策体系 
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取組❶ 

２ 施策 

 

方針１ 地域の魅力を高める緑づくり 

 
 

施策１-１魅力ある公園づくりと公園の利活用 

 

徒歩圏を考慮した公園の適正配置を進めるとともに、地域住民の意見を取り入れな

がら、利用者ニーズに応じた魅力ある公園づくり、管理運営・活用を、地域住民をは

じめとする様々な主体と連携して進めていきます。 

 

 

取組の方向性【１】 身近な公園の魅力アップ 
区民に身近な公園について、地域特性を踏まえ地域住民の意見を取り入れながら、より

質を重視した利用しやすい場としていきます。 

 

    誰もが利用しやすい公園づくり 

  公園等の計画的な改修を通じ、施設、植栽によって個々の公園の特徴を明確にし、魅

力を高めていくとともに、利用環境の向上を図ります。 

  多様な利用者に配慮した安全・安心な公園づくりを進めます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

園路のバリアフリー化工事の例（南奥戸第二公園） 

施策 
１-１ 

改修後 改修前 

改修工事の例（堀切東公園） 

改修後 改修前 
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取組❷ 

取組❸ 

 

    多様な主体による公園の利活用促進 

  新たな利用ニーズを掘り起こす実験的な利用の機会を様々な主体と連携して設けて

いきます。また、その成果をもとに、利活用の手引きを作成するなど、身近な公園の

活用を支援、後押ししていきます。 

  区民をはじめ、自治町会や NPO、学生など、多様な主体による地域特性に応じた公

園の利活用を促進します。また、ボール遊びのルール検討など、地域住民が主体とな

った地域のための公園の利用ルールづくりを促進します。 

  水元公園内において区が運営するスポーツ施設、金魚展示場、水元かわせみの里を公

園管理者と連携して適切に管理し、利用者がスポーツを楽しむ機会、地域の環境や歴

史文化を学ぶ機会を提供します。 

 

    徒歩圏を考慮した公園の適正配置 

  公園配置を検討するエリアにおいては、機会を捉えた新たな適地の確保による公園

整備を進めるとともに、利用圏域を考慮した公園機能の適正配置を検討するなど、限

られた財源で利用者が楽しめる公園づくりを進めていきます。 

  大規模な民有地の土地利用転換や売却の機会を捉え、一定規模を有する公園や魅力

ある緑の確保を進めます。 

  既存公園においては、より使いやすく魅力ある公園としていくため、隣接地の取得に

よる整形化や拡張など、機会を捉えた拡充を進めます。 

  公園間の機能分担により、乳幼児が安心して遊べる公園、小 ・中学生が活発に遊べる

公園、豊かな植栽による憩える公園など、個々の役割を明確にした施設更新、改修に

取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

徒歩圏を考慮した公園の適正配置イメージ 
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取組❶ 

取組❷ 

 

取組の方向性【２】 特色ある公園づくり 
比較的規模の大きな都市公園や広域から人が集まる、特徴的な施設を有するなどの特色

ある公園については、地域特性や利用者ニーズに応じた整備、管理運営を図ります。 

 

    特色ある公園の整備、改修 

  公園の整備 ・改修時には、公園面積や周辺状況などに応じて、インクルーシブな遊び

場づくり、木陰をつくる樹木の植栽、キッチンカーやカフェなど飲食ができる場所、

子どもが自由な発想で遊びを作り出すプレイパークといった冒険遊び場など、新た

な利用者ニーズに応えていくための施設、空間整備を検討します。 

  公園の整備などにおいては、引き続き説明会やワークショップの開催、ＷＥＢを活用

した意見聴収など、幅広く意見を取り入れることで魅力ある公園づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    民間活力を生かした公園の整備・管理運営の検討 

  魅力ある公園の整備・管理運営につながる指定管理者制度や設置管理許可制度、

Park-PFI 制度など、民間活力を生かすことができる各種制度活用に向け、候補地な

どを検討します。 

 

 

 

 

 

 

  

特色ある公園の例 

上千葉砂原公園 鎌倉公園 
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具体的に一例を挙げると、ボール遊びができ
る公園をつくってほしい、自宅にボールが飛ん
でくるのでボール遊びを禁止してほしい、犬を
散歩させたい、犬が苦手なので散歩させないで
ほしい、夜間は閉鎖してほしいなどです。 

ご意見への対応として、例えばボール遊びに
ついては、子どもボール遊び場といった天井ま
でネットで覆った公園の整備や、激しいボール
遊びを抑止するための樹木の植栽や注意喚起表
示などを行っています。 

公園に寄せられる多様な意見 

本区には、交通ルールが学べる公園や動物と触
れ合うことができる公園、園内の植物で四季を感
じることができる公園など、様々な公園がありま
す。 

公園は、都市の貴重な緑やオープンスペースと
なる施設であり、多くの方に利用していただいて
います。一方で公園の整備や管理には、区民の皆
さまから様々なご意見が寄せられます。 

新宿交通公園 

東新小岩二丁目西児童遊園 
（子どもボール遊び場） 

広場に樹木を植栽した 
東新小岩二丁目かがやき公園 ボール遊びに関する注意喚起表示の例 

本区は、公園と住宅が近接することも多く、また、外国人の居住者は増加傾向のため、
今後はより一層、利用者や近隣住民からの意見が多様となることが想定されます。 

公園は区民の財産であり、近隣にお住まいの方、公園の利用者が共に快適に過ごすた
めには、区民のみなさまのご理解やご協力が欠かせません。 
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取組❶ 

 

施策１-２街づくりを通じた緑の創出 

 

大規模な土地利用転換を伴う開発や集合住宅の建設の機会を捉え、創出されるオー

プンスペースへの多くの緑の誘導、公共施設や幹線道路の緑化を通じ、緑豊かな街並

みの形成、居心地が良く歩きたくなる街づくりにつなげていきます。 

 

 

取組の方向性【１】 開発、建築における良質な緑の創出 
大規模な土地利用転換を伴う開発や宅地開発、集合住宅や一定規模以上の敷地における

建設等に際し、都市開発諸制度や各種制度の運用を通じ、まちの魅力となる緑豊かなオー

プンスペースの創出を促進します。 

 

    市街地整備と連携した緑の確保・創出  

  市街地開発事業や宅地開発等に際し、地域の環境保全や良好な景観形成、防災機能

の向上につながるオープンスペースに多くの緑を誘導します。多くの人が訪れる駅

周辺の開発事業などにおいて、緑豊かな街並みを形成していくため、建築物の屋上や

壁面への緑化も必要に応じ誘導していきます。 

  地区計画や緑地協定制度等の都市計画手法を活用し、緑の創出を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市街地整備と連携した緑の創出 

（立石駅北口地区第一種市街地再開発事業） 
出典：立石駅北口地区市街地再開発組合資料 

施策 
１-２ 
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取組❷ 

 

    緑化計画等による質の高い緑の創出  

  一定規模以上の敷地における建築行為等に際し「葛飾区緑の保護と育成に関する条

例」に基づき緑化と緑化計画の届出を義務付ける緑化制度の運用を通じて、緑の創

出を進めます。 

  緑化制度の運用を通じ緑・水辺が持つ様々な機能を生かすグリーンインフラの取組

を促進するため、情報を収集し、発信の方法などを検討します。 

  市街地開発事業、宅地開発に関わる事業者等に向け、良質な緑の確保につながる各

種認証制度に関する情報を提供し、気候変動、生物多様性、Well-Being の向上など

に配慮した緑の創出を促します。 

  水元公園周辺及び江戸川沿いの風致地区では、地区内の土地所有者等に向けて、風

致地区制度の目的や歴史、その効果などについて分かりやすく周知し、自然的 ・歴史

的・郷土的特色を後世に伝えるため、緑地や水面等の良好な自然環境に調和した都

市環境の保全を図るとともに、必要に応じて調査 ・検証等を実施し、他の都市計画制

度との整合を図りつつ、地域の特性に応じた風致のあり方を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

良質な緑を確保するための様々な認証制度 

近年、緑地が持つ多様な機能に対する期待の高まりを背景に、ESG 投資※など環境分
野への民間投資を通じて質の高い緑地を確保する機運が高まっています。このような動
きを後押しする取組の一つとして、国や東京都、公益法人、民間団体等により良好な緑
地の確保と維持に関する取組を認証する様々な制度が運用されています。 

※環境や社会に配慮した事業を行い、適切な企業統治（ガバナンス）がなされている会社を評価し、投資すること 

＜認証制度の例＞ 
制度 運営主体 概要 

TSUNAG 
（優良緑地確保計画 

認定制度） 
国土交通省 

民間事業者等による良質な緑地確保の取組を、国土交
通大臣が気候変動対策・生物多様性の確保・Well-
Being の向上等の 「質」と緑地の 「量」の観点から評
価・認定する制度 

SEGES 
（社会・環境貢献緑地 

評価システム） 

公益財団法人 
都市緑化機構 

企業等によって創出された良好な緑地と日頃の活動、
取組を評価し、社会 ・環境に貢献している、良好に維
持されている緑地であると認定する制度 

自然共生サイト 環境省 

ネイチャーポジティブの実現に向けた取組の一つと
して、企業の森や里地里山、都市の緑地など 「民間の
取組等によって生物多様性の保全が図られている区
域」を「自然共生サイト」として認定する取組 

江戸のみどり 
登録緑地制度 

東京都 
在来種を積極的に植栽し、生物多様性保全に取り組ん
でいる緑地を東京都が登録・公表する制度 
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取組❶ 

取組❷ 

 

取組の方向性【２】 公共空間の緑化 

公共施設や道路などの公共空間において、緑豊かな街並みの形成につながる緑化に率先

して取り組みます。 

 

    公共施設の緑化  

  公共施設の整備や改修においては、緑化制度に基づく適正な緑化を行うとともに、

在来種の活用など地域固有の生態系にも配慮します。 

  施設周辺の道路幅員が狭く、道路内への植栽が困難な場合においては、道路の緑を

補い、魅力的な街並みとして連続性や一体感を感じられるよう配慮した施設の緑化

に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    緑のネットワーク形成  

  幹線道路においては、国や東京都と共に、幅員や沿道の状況、街並み形成、気候変動

適応、緑陰形成、健全な育成など、様々な観点で樹種や配置の検討を行い植栽しま

す。 

  コミュニティ道路や緑道は、地域住民が憩い、集える歩行者優先の道路として、緑に

よる安らぎの実感や地域の魅力ある景観形成に寄与するよう、樹冠の形成などに配

慮した維持管理や改修を進めます。 

  密集市街地等においてポケットパークなどの小広場の整備を行う際は、緑陰の創出

や地域住民による利活用につながるよう、周辺状況を踏まえ植栽の検討を行います。 

   

 

  

木陰を創出する街路樹 ポケットパーク 
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取組❶ 

 

施策１-３魅力ある小さな緑の創出 

 

地域の特性に応じ、建物の屋上・壁面の緑化、空き地、住宅や店の軒先など、様々

な小さな空間における緑の創出を支援し、緑豊かな街並み形成につなげていきます。 

 

 

取組の方向性【１】 小さな緑の創出 
住宅地、商業地の小さなスペースを活用した緑や花の創出を支援し、緑豊かな街並みの

形成につなげていきます。 

 

    民有地における小さな緑の創出支援 

  潤いのある街並み形成や火災の延焼防止な

どにつながる生垣、ヒートアイランド現象の

緩和や省エネルギーへの効果が期待される屋

上緑化や壁面緑化への補助事業により、区民、

事業者等による緑の創出を支援します。 

  店先や玄関先といった敷地内における小さ

なスペース、窓辺やベランダなどを活用した

緑の創出の効果や手法、事例などの周知、新

たな補助事業の検討により、区民、事業者等

の取組を促進します。 

  現行の緑化制度の対象範囲の見直しも含めた誘導手法について検討し、小規模な宅

地における緑化を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施策 
１-３ 

緑化や助成に関するパンフレット 
出典：世田谷区 HP 
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区内の軒先園芸 

区内では、様々な工夫を凝らし、ご自宅で軒

先園芸を楽しんでいる景色が見られます。区民

の皆様が緑に触れ、親しみ、興味関心を持つこ

とは、緑化推進のためにも非常に重要です。 

しかしながら、ご自宅の敷地範囲を越え、道

路上や公道の植栽桝に個人の植物が植えられた

り植木鉢が置かれることでトラブルの原因とな

るケースがあります。 

これは、植栽桝内の街路樹の枯死などにより

できた空間を埋めるため、区民の方のご好意に

よって行われた場合もあります。しかし、植栽

桝内に管理者の許可なく、個人の物などを配置、

植栽することは認められておらず、⾧らく放置

され通行者に被害が及ぶことも多くある状況で

す。  

これらへの対応として、枯れ木を撤去し新たに植栽するなど、きめ細かな管理や、意欲

のある区民の方が緑化活動に取り組めるよう、支援する方法を検討する必要があります。  

本区では、道路に面する公開性の高い個人の敷地に、区から配布したパネル式の植

栽基盤や花の苗を用いて緑化をしていただく、まちかどマイガーデンモデル事業とい

う取組を試験的に進めていこうとしています。今後も、より多くの方が緑化や植物に

興味・関心を持っていただけるよう、取り組んでいきます。 

 

樹冠 

樹冠とは、樹木上部の枝葉が茂っている部分をいいます。 

樹冠の豊かな緑は、街並みに潤いや彩りを加えます。また、

気候変動の影響により夏の暑さが厳しさを増す中で、日差しを

遮る緑陰（木陰）をつくる効果への期待が高まっています。 

樹冠は 75～95％程度の日射を遮ることや、緑量の多い樹木

の下では体感温度の指標となる SET （標準有効温度）が日なた

と比べて 7℃程度低いことが確認されています。 

一方で、樹冠が大きくなることで、枝や落ち葉が隣地に入り

込むといった問題も生じています。こうした問題を発生させな

いよう、適切に樹木を管理して育てていくことが重要です。 

樹冠 

区内の軒先園芸 
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取組❷ 

取組❷ 

取組❶ 

 

    花いっぱいのまちづくりの推進  

  駅前広場や道路、公園などを緑と花で彩る 「花いっぱいのまちづくり活動」において

は、活動をより広く進めていくため、地域住民をはじめ、事業者や子育て・教育施設

などとの協働につながるイベントや講習会、講座の開催など、担い手への支援等に引

き続き取り組みます。 

  かつしか花いっぱいのまちづくり推進協議会と協働し、区内外において立体花壇 「フ

ラワーメリーゴーランド®」や 「フラワーキャンバス」の設置を進め、花いっぱいの

まちづくりを広げていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組の方向性【２】 地域ぐるみの緑化の支援 
地域住民が協力して緑化に取り組む活動を支援し、緑豊かな街並みを形成していきます。 

 

    緑地協定制度の活用 

  土地所有者等の合意によって緑地の保全や緑化に関する協定を締結し、地域住民が

協力して緑化に取り組む 「緑地協定制度」の活用を検討し、地域の環境 ・景観の向上

につながる緑化を推進します。 

 

    地域ぐるみの緑化活動への支援  

  個人の庭を一般に公開するオープンガーデンやご近所同士が一緒に行うガーデニン

グや緑化など、地域ぐるみで植物を育てる活動を支援する仕組みを検討し、小さな緑

による景観形成や活動をきっかけとしたコミュニティの形成、生物の生息 ・生育環境

の創出などにつなげていきます。 

 

 

 

 

 

 

  

フラワーメリーゴーランド® フラワーキャンバス 
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取組❶ 

 

施策１-４都市農地と地域に根付いた樹木の保全 

 

多様な機能を有する都市農地や良好な都市環境、景観形成、気候変動適応などにつ

ながる樹木・樹林を保全する各種制度の活用により、所有者の支援を行うとともに地

域住民が農や緑にふれあう機会の創出などを通じて保全の機運を高めていきます。 

 

 

取組の方向性【１】 都市農地の保全・活用 
都市農地の保全・活用と、区民が農とふれあう環境づくりを通じて農のある風景を継承

していきます。 

 

    各種制度を活用した都市農地の保全 

  生産緑地地区の指定、生産緑地地区の特定生産緑地への移行の働きかけを継続し、

都市農地の保全を進めます。 

  生産緑地の貸借制度や東京都の奨励金事業の活用を進めるとともに、生産緑地地区

内における直売所・加工所の設置や、生産緑地地区内で採れた地元野菜を使った飲

食店の拡大などについて、農地所有者や地産地消を推進する飲食店等との意見交換

を行いながら検討を進めます。 

  本区の特徴の一つである農のある風景を継承していくため、農地や屋敷林などが比

較的まとまって残る、農地保全を重点的に推進するエリアにおいて、「農の風景育成

地区制度」の活用を検討し、地域のまちづくりと連携しながら未来につながる農地の

保全や活用に取り組みます。 

  農福連携をはじめとした新たな潮流について、関係者等と情報共有を図るとともに、

他自治体の事例も参考にしながら研究を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区内の農地 

農の風景育成地区内の農業公園（世田谷区） 

施策 
１-４ 
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取組❷ 

取組❶ 

取組❷ 

 

    区民が農とふれあう環境づくり  

  土に親しみ収穫の喜びを体験できる区民農園や体験農園、ふれあいレクリエーショ

ン農園をはじめとした各事業に取り組むとともに、ＪＡと連携 ・協力し、区内の新鮮

な農産物である葛飾元気野菜の取扱店や使用店、マルシェの拡充などを図り、区民の

都市農地への理解醸成を進めます。 

  子育て・教育施設や農業者などとの連携による農業体験や小松菜一斉給食等の食農

教育など、農とのふれあいにつながる多様な機会の創出 ・提供を通じて、子どもが農

とふれあう場づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組の方向性【２】 地域に根付いた樹木の保全 
⾧い年月をかけ育まれ継承された、大木や寺社林 ・屋敷林などのまとまった緑について、

各種制度を活用して保全を図るとともに、これら緑の保全への地域住民の理解・機運を醸

成していきます。 

 

    法や条例に基づく樹木・樹林の保全 

  民有地の緑を守るため、大きな樹木やまとまった面積をもつ樹林の所有者に対し、保存

樹木・樹林の指定を働きかけるとともに、維持費の一部補助などの支援を行います。 

  保存樹木や保存樹林の新たな指定につながる手法として、指定基準や補助金の見直

しなどを検討します。 

  まとまった面積を有する樹林を保全するため、より担保性の高い緑の保全制度であ

る、特別緑地保全地区をはじめとする都市緑地法の諸制度の活用を検討します。 

 

    樹木・樹林の保全を支える機運の醸成 

  樹木 ・樹林がもたらす様々な恩恵への理解を深

め、地域で守り支える機運を醸成するため、落

ち葉清掃ボランティアなど、区民参加により樹

木・樹林の保全を支援する取組を進めます。 

  植栽の管理により生じた枝葉などについては、 

資源としての有効活用に取り組みます。  

農業体験農園 ＰＲ即売会チラシ ブルーベリーの収穫 
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取組❷ 

取組❶ 

取組❸ 

方針２ 地域の魅力を高める水辺づくり 
 
 

施策２-１水辺に親しめる空間の充実 

 

水辺において快適かつ楽しく散策できる環境づくりを進めるとともに、水辺空間を

利活用する人々の快適性や利便性の向上につながる環境づくりに取り組みます。 

 

 

取組の方向性【１】 河川・水辺のネットワーク化と利用環境の整備 
治水や河川環境との調和に配慮しながら、川沿いの散策路や親水テラスの整備により、

水辺を快適かつ楽しく散策できる環境づくりを進めます。 

水辺の利活用促進に向け、レクリエーション活動の拠点としての機能向上、快適性や利

便性に資する施設等の充実を図ります。 

 

    散策やジョギング、サイクリングを楽しめる空間の創出 

  区内の河川においては、河川管理者や河川沿いでのまちづくり等と連携し、堤防や河

川沿いの道路を利用して、散策路やサイクリングロード、木陰による日陰確保、休憩

場所などの快適性や利便性の向上に資する施設等を整備し、散策やジョギング、サイ

クリングを楽しめる空間の創出に取り組みます。 

 

    レクリエーション活動の拠点機能の充実 

  河川や水辺と一体的な空間となる公園等においては、運動やスポーツ、散策やピクニ

ック、釣りなどの水辺空間を生かした活動のほか、ボートやカヌーなどの水上空間を

生かしたレクリエーション活動など、様々な活動の拠点としての機能を地域住民の

意見を取り入れながら充実させていきます。 

 

    施設改修に合わせた利用環境整備 

  護岸整備や施設の老朽化対策に合わせ、

治水や河川環境との調和に配慮しながら、

散策、休憩、サイクリング等に利用でき

る環境整備を進めます。 

 

 

  

中川親水テラス 

施策 
２-１ 
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取組❷ 

取組❶ 

 

施策２-２水辺空間の活用 

 

まちと川が一体となったまちづくり「中川かわまちづくり」をはじめ、賑わい創出

や、人々が集い、憩う、地域コミュニティの活動の場としての活用を促進します。 

 

 

取組の方向性【１】 中川かわまちづくりの推進 
水辺の回遊性向上につながる施設整備、産官学・官民連携による河川空間の活用を進め

ます。 

 

    水辺の散策路等の整備 

  高砂橋から上流の国が管理する中川において、河川 ・水辺空間の賑わい創出を図るた

め、国が行う水辺の散策路などの整備に加え、飲食などを楽しめる拠点の整備、災害

時だけでなく舟運などにも活用できる船着場や河川・水辺空間までの安全な動線整

備など、身近に感じることができる水辺空間の整備を進めます。 

 

    河川空間を生かした賑わい創出 

  各地区の地域団体等と連携し、中川を身近に感じてくつろぎ親しむ疑似体験イベン

ト等を継続的に開催することで、中川かわまちづくりの機運醸成を図りつつ、河川 ・

水辺空間を生かした賑わい創出に向けた検討を進めます。 

  水面を活用したレクリエーションを体験する機会や地域活動への支援を検討し、河

川・水辺空間を活用した新たな楽しみ方の発見やニーズの掘り起こしにも取り組ん

でいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施策 
２-２ 

令和６年度中川かわまちづくりイベントの様子 

高砂地区 金町地区 

亀有地区 新宿地区 
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取組❷ 

取組❶ 

 

取組の方向性【２】 水辺空間の活用 

人々が集い、憩う、地域コミュニティの活動の場としての活用を促進するため、利用ニー

ズや担い手の発掘につながる取組の試行、活動の支援を進めます。 

 

    水辺空間・船着場の実験的活用の推進 

  水辺空間及び船着場は、レクリエーション活動や舟運、観光など幅広い活用方法に

寄与するよう、新たな利用ニーズや利活用の担い手づくりにつながる実験的な利用

の機会を様々な主体との連携により創出するとともに、水辺空間のＰＲにつなげて

いきます。 

 

    水辺空間・船着場を活用する活動の支援 

  河川管理者と連携し、河川空間のオープン化、河川協力団体制度などの官民連携の仕

組みを活用することで水辺空間の多様な利活用を進めます。 

  船着場は、災害時の利用に限らず平常時の利用を図るため、位置や形状、利用時間、

利用条件といった情報の公開や、活用ルールの検討に取り組み、舟運や水上レクリエ

ーションでの利用につながる船着場の活用を促進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

水辺空間の利活用イメージ 
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取組❷ 

取組❶ 

取組❸ 

 

施策２-３水辺の自然環境保全 

 

自然保護区域や自然再生区域などの自然環境の保全、生物の生息・生育環境の保全

に配慮した水辺空間の整備、管理を進めることにより、ネイチャーポジティブの実現

に貢献します。 

 

 

取組の方向性【１】 生物の生息・生育環境の保全 
生物の生息・生育の拠点となっている水辺空間の保全、水環境の改善を進めます。 

 

    自然保護区域、自然再生区域の保全 

  自然環境の保護と回復を目的に区が指定した 「自

然保護区域」及び 「自然再生区域」について、保

全または復元された自然の状態を良好に保全す

るため、清掃、植生などの管理を行います。また、

自然の復元や生物の生息状況を定期的に調査し、

保全・維持活動に生かしていきます。 

 

 

    水元小合溜の生態系の回復と良好な水環境の改善 

  多様な水生生物の保全を目的としたヒシ類の刈

取りなどの管理、水質や水生生物のモニタリン

グ、住民や活動団体と協力した植生の刈取りや

外来種駆除などの活動を進めます。 

  施設の経年劣化に対応するため、水循環システ

ムの改修、既存の浄化施設の有効活用に取り組

みます。 

 

    大場川の堤防強化や生物生息空間の確保、ヨシ原等の保全 

  「利根川水系中川 ・綾瀬川圏域河川整備計画 （東京都管理区間）」に基づき、堤防の

強化を図るとともに、生物生息空間の確保、豊かな自然環境が現存している中州と、

そこに発達しているヨシ原等の自然植生群落の保全を進めます。 

 

  

西水元水辺の公園 

水元小合溜 

施策 
２-３ 
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水辺の貴重な自然 ～水元小合溜と大場川～ 

 
 

水元小合溜は、もともと江戸時代に川をせき止めてつくられた溜池で、小合溜井と呼
ばれていました。小合溜井からは農業用の水路が引かれ、⾧い間、地域の水田をうるお
しました。豊かな生態系および水郷景観を有する都内でも貴重な環境でしたが、周辺の
都市化に伴って生活排水が流入したこと、さらに取水先である大場川の水質汚濁が進ん
だことなどから、昭和 50 年代から昭和 60 年代にかけて水質が著しく悪化しました。 

そこで、平成元 （1989）年度から水質浄化対
策事業 「カムバックかわせみ作戦」が進められ、
一定の水質の改善が図られました。しかし、近
年、ヒシ類などの水生植物の大量繁茂や、「カ
ムバックかわせみ作戦」で整備した水質浄化施
設の経年劣化に伴う今後の維持管理費用の増
大が懸念されており、これらの課題解決に向
け、河川環境改善計画を策定し、取組を進めて
います。 

 

 

埼玉県吉川市に源を発し、水元公園付近を
流下して中川に合流する全⾧ 16.8km の河川
です。 

大場川の中州は、本区の自然保護区域に指
定されており、ヨシ・オギ・ガマ等を主とし
た河川敷本来の植生が繁茂した自然植生群落
が形成されています。野鳥の採餌、休息、越
冬の場所や営巣地として貴重な役割を果たし
ており、カワセミ、アベハゼ等の東京都レッ
ドリストの記載種が確認されています。 

大場川中州 
 

水元小合溜に生息するカワセミ 

水元小合溜 

大場川 
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取組❶ 

方針３ 地域の安全を支える緑・水辺づくり 
 
 

施策３-１まちの安全を支える緑・水辺づくり 

 

街づくりや公園整備の機会などを捉え、災害時における地域の応急活動拠点として

の公園の機能拡充、浸水被害軽減に資する緑・水辺の確保を進めます。 

 

 

取組の方向性【１】 防災まちづくりに資する緑・水辺づくり 
地震や水害に対する防災 ・減災を支える機能を有する緑 ・公園の確保、機能拡充を進めま

す。 

 

    防災性に配慮したオープンスペースの確保と公園の機能拡充 

  震災などの災害時に一時的に避難できる公園やポケットパークなど小広場の確保、

延焼防止や避難スペースなどの役割を担う都市農地の保全を進めます。 

  自治町会の応急活動の拠点、在宅避難者への支援の場となる防災活動拠点について

は、区内全体における配置方針を検討するとともに、防災資器材倉庫や防火用貯水

槽、マンホールトイレ、かまど兼用ベンチ等の整備を進めます。 

  防災活動拠点や都市計画道路、小広場の整備においては、火災時のふく射熱の遮断

や延焼防止に寄与する植栽を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

座板を外すとかまどになるベンチ 

施策 
３-１ 

防災活動拠点 

ポケットパークや道路の植栽 
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取組❷ 

  災害発生時の避難スペースとして活用する防災協力農地の保全に努めます。 

  災害時に農地が地域の防災に果たす役割の周知を行うことで防災協力農地の定着に

努めます。 

  大規模水害時における垂直避難場所となる拠点を創出するため、街づくり事業や公

共公益施設の改修等にあわせた公園の整備、改修時に、立体都市公園制度の活用を

検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    水辺の公園における防災機能向上 

  河川や水辺と一体的な空間となる公園において、災害時の避難場所や河川を利用し

た支援物資の集配など防災活動の拠点としての機能の充実を図ります。 

  スーパー堤防整備の機会を捉えた街づくりにより、親水性と防災性を兼ね備えた水

辺空間の整備を進めます。 

  防災船着場は、災害時の物資の輸送方法などを踏まえ、運用方針や今後の配置などに

ついて検討を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

緩傾斜型堤防整備事業と連携した公園整備のイメージ
（新小岩公園） 

防災協力農地 

スーパー堤防事業とあわせて 
整備された水辺空間（江戸川区） 
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取組❷ 

取組❶ 

 

取組の方向性【２】 雨水貯留・浸透に資する緑づくり 
公園や公共施設といった公共空間の整備・改修、民間施設の整備などあらゆる機会を捉

え、あまみずグリーンインフラといった雨水の一時貯留により気候変動への適応につなが

る緑の空間を創出していきます。 

 

    公共空間における雨水貯留・浸透設備の設置 

  公園、公共施設の新設 ・改修の機会を捉え、雨水の一時貯留につながる雨庭
あめにわ

などグリ

ーンインフラとなる施設の整備を検討します。 

  区内の地形や土壌の浸透能力、地下水位などを基に、より有効な雨水 ・貯留浸透対策

を研究します。 

 

    民間施設における雨水貯留・浸透設備の設置促進 

  大規模な都市開発事業に際しては、雨庭の設置や緑地の整備等を誘導します。 

  葛飾区集合住宅等の建築及び管理に関する条例、宅地開発指導要綱に基づき、集合住

宅、宅地開発における雨水流出抑制施設の設置及び雨水利用を指導します。 

  緑化と雨水貯留施設整備への一体的な支援策を検討し、住宅や事業所における取組

を促します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

グリーンインフラと雨庭 

グリーンインフラとは、自然環境が有する機能を社会の様々な課題解決に活用しよう
とする考え方であり、環境保全、防災 ・減災、交流 ・コミュニティ形成、健康増進など、
分野横断的な取組によって複数の課題の同時解決を図ることが期待されています。 

その中でも、近年特に注目が集まっているのが、地上に降った雨水を下水道に直接放
流することなく一時的に貯留し、ゆっくりと地中に浸透させる構造を持った植栽空間で
ある雨庭 （レインガーデン）です。雨水を貯留 ・浸透することに加えて、暑熱緩和や生
物多様性の保全、良好な景観の形成など、緑が持つ様々な効果が期待されています。 

公園、道路、公共施設などの公共空間だけで
なく、住宅の庭や事業所の敷地でも取り組める
グリーンインフラとして、全国各地で取組が広
がっています。 

雨庭の例（江戸川区） 
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取組❷ 

取組❶ 

 

施策３-２緑・水辺の施設の適正管理 

 

道路や公園、公共施設における樹木について、安全を確保しつつ健全に育成してい

くための維持管理や更新を計画的に進めていきます。 

また、施設、植栽の維持管理を適切かつ効率的に進めていくため、管理情報のデジ

タル化などＤＸを推進します。 

 

 

取組の方向性【１】 植栽の健全化につながる管理と資源の有効活用 
倒木等の事故や樹木の生育に伴う周辺家屋への被害を未然に防ぎ、健全で豊かな緑を育

成するため、計画的な更新や中⾧期的な視点に立った適切な管理に取り組み、街の魅力を

向上します。 

 

    植栽の育成・管理・更新 

  葛飾区街路樹管理計画等に基づき、道路の安全性 ・快適性の維持、地域の魅力や価値

の向上につながる街路樹の適切な管理、更新を進めます。 

  公園、公共施設において、樹勢の衰えが見られる大木化や老木化したサクラ類など

安全上注意を要する樹木を対象に、定期的な診断 ・評価の実施、再生 ・更新計画の作

成を検討します。 

  倒木等の事故を未然に防ぎ、樹木を健全に育て、公園の魅力や利用環境を向上してい

くため、公園、公共施設の樹木の管理に関する指針や点検マニュアルを作成し、適切

な管理を行います。 

  区の花であるハナショウブは、本区の PR につながるよう、良好な状態を維持するた

めの管理計画の検討や活用に取り組みます。 

  植栽の整備、維持管理に際しては、在来種の

活用、草地や水辺における生物の生息 ・生育

に配慮した草刈り頻度の調整や意図的な刈

り残し、刈草の残置などに取り組み、地域の

生物多様性の向上につなげていきます。 

 

 

 

    資源の有効活用 

  植栽の管理により生じた枝葉などについては、資源としての有効活用に取り組みま

す。 

 

 

区の花 ハナショウブ 

施策 
３-２ 
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樹木の維持管理 ～樹木に関する３つの課題～ 

本区の公園の約半数が開園後 40 年以上を経過し、園内に植えられた樹木は大きく育
ち、区の大切な財産となっています。 

一方で、大木化や老木化の進行により、大きく３つの課題が生じています。 
 

課題１ 

生育上の課題 

課題２ 

近隣への影響 

課題３ 

安全上の課題 

老木化により、倒木や枝
落ちの発生の危険性が増大
しています。 

高木化により、隣地への
枝の越境や落ち葉の飛散な
どの影響が出ています。 

樹木が大きくなり、樹間
が密になったり、植栽桝の
サイズに合わなくなったり
することで、生育不良を起
こしています。 

これらの課題を未然に防いで樹木を健全に育てるために、樹木の伐採も含め、次の対
策を計画的に進めていきます。 

 

対策１ 

間引き 
（伐採） 

対策２ 

点検調査 

対策３ 

 更新（植替え） 
※必要な場合 

措置を行っても樹勢の回
復が見込めない樹木、危険
を除去できない樹木は、必
要に応じて植替えを行いま
す。 

日常点検、不具合がみられ
る樹木の詳細点検により、
問題が深刻化する前に対応
を図ります。 

樹木が密になりすぎない
ように、適切なタイミング
で間引きを行います。 
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取組❷ 

取組❶ 

 

取組の方向性【２】 施設の適正な管理 
施設管理や⾧寿命化に関する計画に基づいて維持管理・更新を行うとともに、ＤＸの活

用により、施設の安全の確保と業務の効率化の推進に取り組みます。 

 

    施設の維持・再生 

  施設の安全性を確保するとともに、利用者が楽しめる公園づくりを進めるため、利用

圏域を考慮した公園機能の適正配置を検討します。また、葛飾区公園 ・河川等総合管

理計画に基づき、施設の計画的な更新と⾧寿命化を進めます。 

  区が管理する準用河川について、適正かつ効率的な河川及び河川管理施設の維持管

理を進めるため、施設保全に関する検討を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    維持管理に関するＤＸの推進 

  維持管理を効率的に進めるため、公園施設や公園 ・道路の植栽に関する既存資料のデ

ジタル化を進めます。また、施設の修繕や改修、植栽の伐採など、維持管理に伴う管

理情報の更新を適宜行っていきます。 

  日常の維持管理で確認された不具合、利用者等から寄せられる意見 ・要望、これらへ

の対応状況などをリアルタイムで記録、共有し、管理 ・点検業務の効率化につながる

システム構築を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設の⾧寿命化 

遊具の更新・維持工事の例（したて公園） 

公園の遊具やベンチなどの施設は、古くなるにつれ、汚れや傷みが激しくなったり、
不具合を生じやすくなったりします。傷みや不具合が起きた後に修理や交換を行うので
はなく、故障や劣化が進む前に定期的なメンテナンスを行い、⾧く使い続けられるよう
にすることを「⾧寿命化」といいます。 

⾧寿命化に取り組むことは、施設の安全性確保に加え、計画的な補修 ・修繕によって
ライフサイクルコストの縮減、平準化などにもつながります。 

改修後 改修前 
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取組❷ 

取組❶ 

方針４ 緑・水辺でつなぐ人づくり 

 

施策４-１緑・水辺をはぐくむ活動の推進 

 

花いっぱいのまちづくり活動や公園等の自主管理など区民の活動をより広めるとと

もに、ライフステージや環境の変化など、担い手の状況に合わせた活動の継続を後押

しする支援を充実させます。 
 
 

取組の方向性【１】 水と緑の活動の推進 
培ってきた緑、花、公園に関わる協働の取組を継続、活性化します。 

 

    花いっぱいのまちづくりの推進 

  駅前広場や道路、公園などを緑と花で彩る 「花いっぱいのまちづくり活動」において

は、活動をより広く進めていくため、地域住民をはじめ、事業者や子育て・教育施設

などとの協働につながるイベントや講習会、講座の開催など、担い手への支援等に引

き続き取り組みます。 

  かつしか花いっぱいのまちづくり推進協議会と協働し、区内外において立体花壇「フラ

ワーメリーゴーランド®」や「フラワーキャンバス」の設置を進め、花いっぱいのまち

づくりを広げていきます。 
  
 

    緑化、公園の自主管理等の活動推進 

  水と緑に関する活動への参加を促進するため、緑化推進協力員、公園等の自主管理等

の活動を広く知らせる情報発信に取り組みます。 

  緑化推進協力員のスキルアップ支援や緑化活動への協力を求める区民、事業者等と

のマッチングなど、活動の充実に向けた支援、仕組みづくりを検討します。 

  公園等の自主管理活動への参加の呼びかけを継続します。また、参加団体の意向に

応じて、公園の活用、マナー啓発、ルールづくりなど、より活動を展開できる仕組み

を検討します。 

 

 

 

 

 

 葛飾区緑化推進協力員会 かつしか花いっぱいのまちづくり 
推進協議会 

施策 
４-１ 

➡施策１－３ 魅力ある小さな緑の創出 
取組の方向性【１】 小さな緑の創出 取組② 再掲 

公園の自主管理団体 
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取組❸ 

取組➍ 

 

    水辺空間・船着場を活用する活動の支援 

  河川管理者と連携し、河川空間のオープン化、河川協力団体制度などの官民連携の仕

組みを活用することで水辺空間の多様な利活用を進めます。 

  船着場は、災害時の利用に限らず平常時の利用を図るため、位置や形状、利用時間、

利用条件などの情報公開、活用ルールの検討に取り組み、舟運や水上レクリエーショ

ンでの利用につながる船着場の活用を促進していきます。 

 

 

 

 

    活動団体の情報共有・交流の促進 

  地域の緑化推進への貢献を称え、感謝の意を表すため、功績のあった活動への顕彰

を行います。 

  交流会や見学会など、活動団体間での取組やノウハウの共有、協力関係構築のきっか

けをつくることで活動の活性化を図ります。 

 

  

➡施策２－２ 水辺空間の活用 
  取組の方向性【２】 水辺空間の活用 取組② 再掲 
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取組❷ 

取組❶ 

取組の方向性【２】 活動を支える仕組みづくりと人材育成 
活動を支える仕組みの充実、新たな担い手の発掘につながる体験機会の創出や人材育成

を進めます。 

 

    活動を支える仕組みづくり 

  個人や事業者等が、緑化、公園の自主管理等の活動支援のため花苗や資材の提供な

どに協力するサポーター制度の構築を検討します。 

  緑 ・水辺で行うイベントや活動のニーズ、課題を丁寧に拾い集め、実現、解決を支援

するコーディネーターとなる中間支援組織との連携、相談窓口の設置などを検討し

ます。 

  活動を支援するための安定した財源の確保について検討します。 

  スマートフォンアプリを使った活動団体からの報告や各種手続き等、活動団体と区

のコミュニケーションを円滑にするＤＸの活用を検討します。 

  活動の参加に対する地域ポイントの付与やオリジナルグッズの配布など、参加の動

機付けにつながる仕組みを検討します。 

  葛飾元気野菜のＰＲをすることで消費を拡大し、さらなる地産地消につなげる仕組

みを検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    担い手育成につながる体験・学びの機会創出 

  新たな担い手を発掘するため、緑や水辺に関す

る活動を気軽に体験できる機会の創出や、世代

や価値観に関わらず興味・関心を惹きやすい食

や農をテーマとしたイベント、収穫体験など、

様々な方法で活動につながるきっかけを創出し

ていきます。 

 

  ボランティア活動の運営に必要なノウハウや緑化、水辺の活用に関する知識や技術

などを学ぶボランティア育成講座を開設し、担い手となる人材を育成します。 

  

事業者が環境美化活動をサポートしている「はな街道」 
（中央区） 

葛飾元気野菜直売所 

野菜収穫オリエンテーリング 
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取組❷ 

取組❶ 

 

施策４-２未来の担い手づくり 

 

事業者をはじめ、教育や福祉などあらゆる主体や事業との連携により緑・水辺を活

用した人のつながり、まちづくりへの積極的な参加を緑・水辺から広げていきます。  

子どもや若者をはじめとしたあらゆる区民に向けた水や緑に関わる機会の提供に

より、未来の担い手づくりにつなげます。 
 
 

取組の方向性【１】 誰もが主体になれる活動の展開 

緑・水辺の活用につながる事業者等との協働、健康・子育て・福祉など様々な分野の区

民活動・事業との連携、ニーズの掘り起こしを進めます。 
 

    様々な分野の事業との連携 

  公園を活用した健康づくりや運動の機会づくりを健康、福祉、スポーツなど様々な

分野と連携しながら進めていきます。 

  子どもの遊びや子育て支援活動による公園活用について、子育て分野と連携して推

進します。 

  年齢や障害の有無に関わらず、植物とふれあう園芸福祉活動や、障害のある方の園

芸療法につながる緑化活動など、福祉分野と連携した取組を検討します。 

  これらの実現に当たっては、事業者等とも協働しながら取組を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    新しい活動の掘り起こし 

  新しい活動を掘り起こし育てていくため、区民、事業者、地域の団体等から、緑 ・水

辺での活動の提案を受け、関係部署が連携して実現を支援する仕組みを構築します。 

  公益性の確保を前提に、民間によるイベント開催、キッチンカーの出店など、利用や

活動を展開しやすくするための制度を検討します。 

  水と緑の拠点や一定規模を有する公園をはじめ、地域のニーズに応じて、実験的な利

用イベントやワークショップでの意見交換などを様々な主体と連携して行うことで、

新たな利用ニーズの把握や利活用の担い手づくりにつなげていきます。 

施策 
４-２ 

健康遊具を使った健康づくり うんどう教室の様子 



第４章 緑・水辺に関する施策 

81 

取組❷ 

取組❶ 

 

取組の方向性【２】 子どもの学びと体験機会の創出 
様々な主体と協力し、子どもの緑・水辺にふれあう機会や学び・活動参加につながる機

会を創出していきます。 

 

    緑の体験機会の創出 

  子どもと保護者、保育者を対象に、緑 ・水辺の利活用や植物の育成などを体験する講

座を開催します。 

  子どもが日常的に緑にふれあう機会を広げていくため、子育て・教育施設などが取り

組む花壇整備やビオトープづくり、緑のカーテンなどの緑化を支援します。 

 

 

 

    環境学習、子育て・教育施設との連携 

  身近な緑 ・水辺で植物や昆虫、魚などのいきものを観察する体験学習を開催します。 

  子育て・教育施設や農業者などとの連携による農業体験や小松菜一斉給食等の食農

教育など、農とのふれあいにつながる多様な機会の創出 ・提供を通じて、子どもが農

とふれあう場づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
自然学習講座 

➡施策１－４ 都市農地と地域に根付いた樹木の保全 
取組の方向性【１】 都市農地の保全・活用 取組② 再掲 

幼稚園の農業体験 
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取組❶ 

取組❷ 

 

施策４-３魅力が伝わる情報発信 

 

緑・水辺に関心を持つきっかけとなるよう、多様な担い手と協力し、緑・水辺の魅

力や役割、緑・水辺をはぐくむ活動などの情報発信を行います。 

緑・水辺に関する基礎的な調査の継続により、区の取組に生かすとともに情報発信

や様々な活動に活用されるよう、結果を広く公表、提供していきます。 

 

 

取組の方向性【１】 多種多様な情報発信 
様々なメディアと連携するとともに、対象などに応じた広報戦略により訴求効果を高め、

身近な緑・水辺や活動について関心を持つきっかけとなる情報を積極的に発信します。 

 

    緑・水辺を知る・楽しむきっかけを生む情報発信 

  緑・水辺に関する基本情報を整理し、より分かりやすく発信します。 

  身近な緑 ・水辺の利用につなげるため、幼児用遊具のある公園やおむつ替えができる

施設の紹介、親子参加の環境学習や農業体験といったイベント情報を積極的に発信

します。 

  「公園の開花情報」 「水辺を楽しむスポット」 「フォトスポット」など、利用者をはじ

め区民参加で緑・水辺の魅力を集め、発信する取組を進めます。 

  グリーンインフラとしての緑 ・水辺の役割や効果などについて情報発信を行い、区民

の意識を醸成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    緑・水辺に関わる活動の情報発信 

  緑 ・水辺に関わる活動を知ってもらい、参加につなげていくため、緑 ・水辺をはぐく

む活動の担い手や場所、内容などの情報を発信します。 

  区のＳＮＳのほか地域のメディアと連携し、緑 ・水辺に関わる活動をはじめ、イベン

ト、季節の話題などの情報発信を進めます。 

  

施策 
４-３ 

農業体験授業 
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取組❷ 

取組❶ 

 

取組の方向性【２】 緑・水辺に関するデータの蓄積と活用 
緑被率 ・みどり率、緑 ・水辺に関する区民満足度や意識等の基礎的な調査を継続し、デー

タの蓄積・公表、施策・取組への反映を進めます。 

 

    基礎的なデータの把握と活用 

  緑被率 ・みどり率調査を定期的に行い、緑の分布状況や緑被率、樹木被覆率など、区

内の緑・水辺に関する基礎資料を集積します。 

  基礎資料の評価・分析を行う際は、大学等の研究機関とも連携し、緑化施策の検証

や、樹木の保全 ・維持管理、歩行空間や公園などにおける緑陰形成といった取組につ

なげていきます。 

  各調査や分析の結果については、適宜公表するとともに施策 ・取組のＰＤＣＡに活用

します。 

 

    区民参加型の情報収集 

  身近な緑 ・水辺への関心を高めるため、イベントなどの機会を捉え、スマートフォン

などを活用した区民参加型の緑・水辺に関する情報収集の方法などを検討します。 
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第５章 推進体制及び進行管理 
 

 

１ 推進体制 

本計画に沿って、区民、事業者、活動団体をはじめとして様々な主体と連携し、緑 ・水辺の

保全、創出、利活用につながる取組を進めていきます。 

区民、事業者、活動団体といった担い手と、取組の所管課や関係機関が連携・協働で取り

組んでいける体制をつくり事業を進めていきます。また、必要に応じて、区 ・関係機関と多様

な担い手の橋渡しや活動への助言などにより伴走支援者となる中間支援組織等とも連携して

いきます。 
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まずは、興味関心を持っていただき、段階的に主体的な活動に導けるよう、情報発信や学び

の場、実践する場の創出や以下の３つのステップが連携されるように支援などを検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 進行管理 

本計画に掲げる目標に対し、緑 ・水辺を保全、創出、活用につながる取組の成果が現れるま

でには一定の期間を要するため、20 年の計画期間を踏まえ、おおむね 10 年後に当たる令和

17（2035）年度を目途に中間検証を行います。 

中間検証では目標に対する進捗状況の確認・評価を実施し、社会経済状況の変化、上位計

画の動向等も踏まえ、中間見直しの必要性を検討します。 

なお、本計画に基づき実施される施策や取組については、区ホームページ等で適宜周知す

ることで情報を共有しながら進めていきます。 

 

 

 

連携・協働による取組の進め方 

計画
策定

中間検証

令和17
（2035）

検証

令和27
（2045）

進捗状況の
確認・評価

計
画
改
定

令和８
（2026）

令和12
（2030）

令和22
（2040）

進捗状況
確認

進捗状況
確認

中
間
見
直
し

年度

施策や取組の進捗状況を区ホームページ等で適宜周知
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資料１ 策定経過 

 

１ 検討体制 
(仮称)葛飾区水と緑の基本方針 ・実施プランの策定にあたっては、学識経験者や区内関係団

体等の代表などで構成する、(仮称)葛飾区水と緑の基本方針・実施プラン策定委員会（以下、

「策定委員会」とする）において内容の検討を行いました。 

検討を進めるにあたり、緑被率などの水と緑に関する現状のほか、区内の緑 ・水辺に関する

区民の意識 ・意向を踏まえた内容とするため、区民アンケートを実施するとともに、区民や事

業者等の意見を反映するため、策定委員会で検討した素案に対する、関係団体へのヒアリン

グやパブリック・コメントを行いました。 

その後、策定委員会において、(仮称)葛飾区水と緑の基本方針 ・実施プラン案を作成し、区

議会への報告を経て、「葛飾区水と緑の基本方針・実施プラン」を策定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区民意向把握 
 

区民アンケート 
関係団体ヒアリング 

パブリック・コメント 

(仮称)葛飾区水と緑の基本方針・実施プラン 

策定委員会 
 

学識経験者      ４名 
関係・活動団体の代表 ２名 
庁内部⾧級      ５名 

(仮称)葛飾区水と緑の 
基本方針・実施プラン 

庁内検討会 

庁内部課⾧級 

 
(仮称)葛飾区水と緑の 

基本方針・実施プラン 
 
 

策 定 

区議会 

区 ⾧ 



資 料 編 

89 

（仮称）葛飾区水と緑の基本方針・実施プラン策定委員会設置要綱 
 

令和６年８月７日 
６葛都都第 435 号 

区⾧決裁 

 

（設置） 

第 1 条 都市緑地法（昭和 48 年法律第 72 号）第４条の規定に基づく、葛飾区の緑地の

保全及び緑化の推進に関する基本的な方針（以下「緑の基本計画」という。）を策定する

ため、（仮称）葛飾区水と緑の基本方針・実施プラン策定委員会（以下「委員会」とい

う。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、緑の基本計画の策定に関する事項を検討し、その結果を区⾧に報告す

る。 

（構成） 

第３条 委員会は、区⾧が委嘱し、又は任命する別表に掲げる委員により組織する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第２条に掲げる事項について報告を完了し

た日までとする。 

（委員⾧及び副委員⾧） 

第５条 委員会に、委員⾧及び副委員⾧を各１名置く。 

２ 委員⾧は、委員の互選により、学識経験者委員のうちから選任する。 

３ 委員⾧は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員⾧は、委員⾧が指名し、委員⾧に事故があるとき又は委員⾧が欠けたときは、  

  その職務を代理する。 

（招集） 

第６条 委員会は、委員⾧が招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員⾧が必要と認めるときは、委員以外の者に対して、委員会への出席を求め、必要   

  な資料を提出させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。 

（幹事会） 

第７条 委員会は、必要に応じて、幹事会を置くことができる。 

２ 幹事会は、委員会の指示により緑の基本計画の策定に関する事項の調整を行い、その 

  結果を委員会に報告するものとする。 
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（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員⾧が別

に定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年８月７日から施行する。 

（有効期限） 

２ この要綱は、(仮称)葛飾区水と緑の基本方針・実施プランが策定された日限り、その 

  効力を失う。 

 

別表（第３条関係） 

（仮称）葛飾区水と緑の基本方針・実施プラン策定委員会委員 11 名 

構成 委員の専門分野、所属・役職等 備考 

学識経験者 

（４名） 

緑地・ランドスケープ  

公園の利活用  

水辺の利活用  

都市農地の保全  

区内関係団
体等の代表 
（２名） 

葛飾区緑化推進協力員会  

JA 東京スマイル葛飾営農研究会  

行政職員 

（５名） 

葛飾区政策経営部⾧  

葛飾区産業観光部⾧  

葛飾区環境部⾧  

葛飾区都市整備部⾧  

葛飾区都市施設担当部⾧  

※区内関係団体等の代表は、各団体の推薦による者とする。 
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（仮称）葛飾区水と緑の基本方針・実施プラン策定委員会委員名簿 

 

外部委員 

委員⾧ 阿部 伸太 東京農業大学地域環境科学部造園科学科 准教授 

副委員⾧ 志村 秀明 芝浦工業大学建築学部建築学科 教授 

委員 佐藤 留美 特定非営利活動法人エヌピーオーバース 事務局⾧ 

委員 寺田 徹 
東京大学大学院新領域創成科学研究科  

自然環境学専攻 准教授 

委員 下井 守 葛飾区緑化推進協力員会 会⾧ 

委員 柴田 優 JA 東京スマイル葛飾営農研究会 文化部副部⾧ 

行政委員 

委員 ⾧南 幸紀 葛飾区政策経営部⾧ 

委員 吉田 峰子 葛飾区産業観光部⾧ 

委員 宮地 智弘 葛飾区環境部⾧（第１回～第２回） 

委員 木下 雅彦 葛飾区環境部⾧（第３回～第５回） 

委員 吉田 眞 葛飾区都市整備部⾧ 

委員 忠 宏彰 葛飾区都市施設担当部⾧ 
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２ 策定経過 
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３ 葛飾区議会への報告経過 
 

区議会 開催日 内容 

第３回 
定例会 

建設環境 
委員会 

令和６年 
９月 17 日 

(仮称)葛飾区水と緑の基本方針・実施プランの策定について(報告) 
・(仮称)葛飾区水と緑の基本方針・実施プランの策定に向けた組織

体制について 

第４回 
定例会 

建設環境 
委員会 

令和６年 
12 月２日 

(仮称)葛飾区水と緑の基本方針・実施プランの策定について(報告) 
・現状・課題と策定の方向性定について 
・区民アンケートの概要について 

第１回 
定例会 

建設環境 
委員会 

令和７年 
３月 14 日 

(仮称)葛飾区水と緑の基本方針・実施プランの策定について(報告) 
・区民アンケートの実施結果について 
・(仮称)葛飾区水と緑の基本方針・実施プラン骨子（案）について 

― 
建設環境 
委員会 

令和７年 
７月 10 日 

(仮称)葛飾区水と緑の基本方針・実施プランの策定について(報告) 
・目標に対する指標・配置方針など 
・個別施策の検討 
・(仮称)葛飾区水と緑の基本方針・実施プラン素案（案） 

第３回 
定例会 

建設環境 
委員会 

令和７年 
９月 16 日 

(仮称)葛飾区水と緑の基本方針・実施プランの策定について(報告) 
・(仮称)葛飾区水と緑の基本方針・実施プラン素案（案） 
・パブリック・コメントの実施方法について 

第１回 
定例会 

建設環境 
委員会 

令和８年 
３月（予定） 

(仮称)葛飾区水と緑の基本方針・実施プランの策定について(報告) 
・パブリック・コメントの実施結果について 
・(仮称)葛飾区水と緑の基本方針・実施プラン（案） 
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４ 区民意向把握 
（１）区民アンケート 

 満 18 歳以上の区内在住者及び区立小中学校に通う小学５年生 ・中学２年生を対象とし

てアンケートを行い、結果を踏まえて計画の内容を検討しました （結果は p.14～19、p.95

～108 参照）。 
 

（２）関係団体ヒアリング 

 第３回策定委員会にて検討を行った素案（案）について、区内の関係団体へ説明し、

意見を踏まえて第４回策定委員会にて素案をとりまとめました。 
 

ヒアリングを行った関係団体（五十音順）  
一般社団法人東京都建築士事務所協会葛飾支部 

葛飾区生物多様性推進協議会 

葛飾区緑化推進協力員会 

葛飾の川をきれいにする会 

かつしか花いっぱいのまちづくり推進協議会 

公益社団法人東京都宅地建物取引業協会葛飾区支部 

JA 東京スマイル葛飾営農研究会 

全日本不動産協会東京都本部城東第一支部 
 

（３）パブリック・コメント 

 令和７年 10 月 15 日から 11 月 21 日の期間においてパブリック・コメントを行い、総

数 18 件（提出者８人）の意見が出されました。 

パブリック・コメントの実施については、広報かつしか、区ホームページ、及びＳＮＳ

への掲載や区立小 ・中学校の児童 ・生徒への案内の電子配布のほか、オープンハウス （説

明会）を区内２か所で開催するなど様々な方法で周知しました。 
 

オープンハウス（説明会） 

開催場所 アンケート回答者 開催日 

アリオ亀有 58 人 10 月 31 日（金）、11 月１日（土） 

新小岩駅北口駅前広場 84 人 11 月 14 日（金）、15 日（土） 

この２か所に加え、区役所２階展示ホールにてパネル展示を行いました。 

 

 

 

 

 

 

アリオ亀有 新小岩駅北口駅前広場 区役所でのパネル展示 
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資料２ アンケート結果 

 一般区民アンケート及び小・中学生アンケートの結果の一部を抜粋して掲載します（調査

概要は、「第２章 現状と課題 １計画を取り巻く動向」の「（６）区民意識」（p.14）参照）。 
 

＜調査結果の見方＞ 
・図表内のｎは、回答者総数（または該当設問での該当者数）を表します。 
・集計は小数点第２位を四捨五入しており、数値の合計が 100.0％にならない場合があります。 
・回答の比率 （％）は、その質問の回答者数を基数として算出しており、複数回答の設問は全ての

比率を合計すると 100.0％を超える場合があります。 
 

１ 一般区民アンケート 
（１）設問  （網掛け、丸番号：本項に掲載した設問） 

調査項目 設問    ［SA］単一回答 ［MA］複数回答 ［３］３つまで 

緑について 

・住まい周辺の緑の量［SA］ 

・住まい周辺で緑が多いまたは身近に感じる場所［MA］ 

①住まい周辺で緑が増えたと感じる場所［MA］ 

②住まい周辺で緑が減ったと感じる場所［MA］ 

・今後増やしていく必要があると感じる緑［MA］ 

・ 「まちの魅力を高める」という要素としての満足度［SA］ 

・緑があってよかったと感じる時［MA］ 

・前問で「よかったと感じることは、あまりない」を選択した理由［MA］ 

③普段の緑に触れる機会［MA］ 

・緑に触れる機会はない理由［MA］ 

④今後行いたい緑に関する活動［MA］ 

水辺について 

⑤区の取組において水辺の有効活用ができているか［SA］ 

⑥葛飾区内で親しみを感じる水辺［MA］ 
・水辺の利用 ：利用方法 ［MA］、利用頻度 ［SA］、最も多く利用する時間帯 ［SA］、 

利用する機会を持たない理由［MA］ 
・今後行いたい水辺の利用方法［MA］ 

風景 ⑦葛飾らしいまたは葛飾の魅力だと感じる、緑や水辺の風景［３］ 

公園について 

⑧住まい周辺の公園の量［SA］ 
・公園の利用 ：⑨利用方法 ［MA］、利用頻度 ［SA］、最も多く利用する時間帯 ［SA］ 

利用しない理由［MA］ 
⑩身近な公園に望むこと［３］ 

期待する 
区の施策 

⑪区の施策の認知状況［MA］ 

・区内の緑に関して区役所に期待する取組［３］ 

・区内の水辺に関して区役所に期待する取組［３］ 

・区内の公園に関して区役所に期待する取組［３］ 

⑫区民が緑や水辺とふれあう機会を増やすため区役所に期待する取組［MA］ 

協働への意識 

・緑化推進や水辺の活用によるまちの魅力向上のための協働の取組の必要性［SA］ 

⑬緑や水辺によって、まちを今よりも魅力的なものにするためにしてみたいこと［MA］ 

⑭前問の取組の妨げになっていること［MA］ 

自由意見［自由記述］ 
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（２）調査結果 

①住まい周辺で緑が増えたと感じる場所［MA］ 

  「緑が増えたと感じる場所はない」（61.6％）が多く、次いで「公園」（25.8％）
となっています。 

 
 

②住まい周辺で緑が減ったと感じる場所［MA］ 

  「緑が減ったと感じる場所はない」（53.0％）が多く、次いで「道路」（12.4％）、
「公園」（11.0％）、「駅前」（10.3％）となっています。 

 
  

25.8

7.1

1.3

1.3

3.6

3.1

2.7

2.8

5.0

1.9

9.4

0.4

61.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

公園

道路

農地

社寺

学校

区役所、地区センターなどの公共施設

駅前

一戸建て住宅の庭や生け垣

マンションや団地

ショッピングセンター

河川沿い

そのほか

緑が増えたと感じる場所はない

(n=1034)

11.0

12.4

8.4

2.4

5.5

2.9

10.3

7.6

7.3

2.9

4.4

1.1

53.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

公園

道路

農地

社寺

学校

区役所、地区センターなどの公共施設

駅前

一戸建て住宅の庭や生け垣

マンションや団地

ショッピングセンター

河川沿い

そのほか

緑が減ったと感じる場所はない

(n=1034)
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③普段の緑に触れる機会［MA］ 

  「緑に触れる機会はない」（40.4％）が最も多く、次いで「樹木や草花を楽しむ、
感じることを目的とした公園利用・散策」（27.9％）、「自然観察」（26.0％）となっ
ています。 

  

④今後行いたい緑に関する活動［MA］ 

  「特にない」（36.6％）が最も多く、次いで「樹木や草花を楽しむ、感じることを
目的とした公園利用・散策」（34.3％）、「自然観察」（30.7％）となっています。 

  

⑤区の取組において水辺の有効活用ができているか［SA］ 

  「わからない」が約半数（46.1％）を占めています。 

  「有効活用できていると思わない」（31.7％）
が、「有効活用できていると思う」（22.1％）
を上回っています。 

 

  

16.3

3.9

27.9

26.0

7.3

3.7

40.4

0% 10% 20% 30% 40% 50%

(n=1034)

自宅でのガーデニング

区民農園、体験農園、観光農園等の利用

樹木や草花を楽しむ、感じることを

自然観察

公園や自宅周辺の清掃や除草・

そのほか

緑に触れる機会はない

目的とした公園利用・散策

花壇活動など地域の活動への参加

20.1

7.9

34.3

30.7

7.4

1.2

36.6

0% 10% 20% 30% 40% 50%

(n=1034)

自宅でのガーデニング

区民農園、体験農園、観光農園等の利用

樹木や草花を楽しむ、感じることを

自然観察

公園や自宅周辺の清掃や除草・

そのほか

特にない

目的とした公園利用・散策

花壇活動など地域の活動への参加

有効活用できて

いると思う

22.1%

有効活用できてい

るとは思わない

31.7%

わからない

46.1%

(n=1034)
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⑥区内で親しみを感じる水辺［MA］ 

  「荒川、江戸川の河川敷」（42.5％）が最も多く、次いで「中川・新中川の親水テ
ラス」（29.8％）となっています。 

  

⑦葛飾らしいまたは葛飾の魅力だと感じる、緑や水辺の風景［３］ 

  「大きな芝生広場のある公園」（41.9％）、「河川敷の風景」（41.4％）が多く、次い
で「道路沿いのせせらぎ」（32.6％）となっています。 

  

⑧住まい周辺の公園の量［SA］ 

  「ふつう」（45.1％）が最も多く、次いで「やや多い」（25.8％）となっています。 
  「多い」「やや多い」の合計（34.1％）が、「少ない」「やや少ない」の合計（15.7％）

を上回っています。 

 

 

  

42.5

29.8

19.9

15.9

2.8

24.7

0% 10% 20% 30% 40% 50%

荒川、江戸川の河川敷

中川・新中川の親水テラス

大場川・水元小合溜

道路沿いのせせらぎ

そのほか

葛飾区内で親しみを感じる水辺は特にない
(n=1034)

41.9

23.2
32.6

5.1

25.6
5.5

10.2
24.7

41.4
9.6

0.1

10.6

0% 10% 20% 30% 40% 50%

大きな芝生広場のある公園

大きな木のある道路
道路沿いのせせらぎ

植栽が豊かな住宅の街並み

社寺林のある風景
農地のある風景

花で彩られた駅前の風景
親水テラスのある河川の風景

河川敷の風景
自然豊かな川の風景

その他

特にない

(n=1034)

多い

8.3%

やや多い

25.8%

ふつう

45.1%

やや少ない

8.5%

少ない

7.2%

わからない

5.1%

(n=1034)
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⑨公園の利用方法［MA］ 

  「利用しない」（34.9％）が最も多く、次いで「散策」（34.5％）、「ウォーキング、
ジョギングなど健康づくり」（25.7％）、「休息」（23.3％）となっています。 

 
 

⑩身近な公園に望むこと［３］ 

  「静かで落ち着いている」（38.4％）が最も多く、次いで「木陰をつくる大きな木
がある」（27.5％）、「大きな広場がある」（27.1％）となっています。 

  

13.5

25.7

4.2

23.3

34.5

14.2

0.6

0.9

1.6

34.9

0% 10% 20% 30% 40% 50%

遊び（子どもと一緒に遊ぶことも含む）

ウォーキング、ジョギングなど健康づくり

健康遊具での健康づくり

休息

散策

自然観察

ゲートボールやグラウンドゴルフの練習

花壇づくりや清掃活動

そのほか

利用しない

(n=1034)

7.8

17.6

27.1

6.1

23.4

38.4

27.5

23.6

11.2

14.9

5.2

1.0

7.1

1.8

13.9

0% 10% 20% 30% 40% 50%

通勤・通学の通り道

子ども用の遊具が充実している

大きな広場がある

健康遊具が充実している

静かで落ち着いている

木陰をつくる大きな木がある

四季折々の花を楽しめる

施設や植物の手入れが行き届いている

見通しがよく安心感がある

カフェやキッチンカーなどの飲食施設がある

生きものの生息場所となっている

そのほか

特にない
(n=1034)

ベンチやテーブルなどの休憩施設が充実している

ユニバーサルデザインや障害の
ある子も、ない子も一緒に遊べる
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⑪区の施策の認知状況［MA］  

＜回答者全体＞ 

  認知度が高い取組は、「区民農園」（20.7％）、「花いっぱいのまちづくり活動」
（19.9％）です。 

  「知っている取組は無い」が 47.5％で、約半数を占めています。 

  
＜居住地別＞ 

 水
元 

金
町
・
新
宿 

柴
又
・
高
砂 

亀
有
・
青
戸 

小
菅
・
お
花
茶
屋 

堀
切 

立
石
・
四
つ
木 

奥
戸
・
新
小
岩 

花いっぱいのまちづくり活動 23.9 23.8 20.1 18.9 18.1 23.1 14.5 

公園の自主管理 11.9 11.1 9.4 16.8 12.9 10.9 5.6 

保存樹木・保存樹林の指定と維持費用の補助 6.4 12.7 8.2 11.9 7.6 8.8 6.1 

民有地の緑化に関する補助 
（生垣造成、屋上・壁面緑化、樹木医の派遣） 5.5 5.6 1.3 7.0 6.4 6.8 5.6 

グリーンバンク制度 6.4 4.8 1.9 6.3 5.3 5.4 4.5 

区民農園 25.7 21.4 28.3 19.6 15.8 21.1 15.6 

体験農園 10.1 10.3 4.4 8.4 7.6 8.8 2.8 

観光農園 11.0 6.3 3.1 8.4 4.1 3.4 1.7 

ふれあいレクリエーション農園 9.2 4.8 3.1 7.0 5.3 6.1 3.4 

農業オリエンテーリング 1.8 3.2 1.3 5.6 2.3 0.7 1.1 

風致地区制度 0.9 0.8 3.1 2.1 4.1 0.7 1.7 

防災活動拠点 8.3 15.9 13.2 15.4 12.3 17.0 8.4 

防災船着場 0.0 4.8 5.0 3.5 5.8 13.6 7.8 

自然保護区域や自然再生区域 7.3 8.7 3.1 2.8 4.7 4.8 1.7 

中川かわまちづくり 7.3 11.1 6.9 7.7 6.4 10.2 8.9 

上記に知っている取組は無い 40.4 41.3 47.2 47.6 51.5 44.9 54.7 

19.9

11.0

8.7

5.4

4.8

20.7

7.2

5.0

5.3

2.2

2.0

12.9

6.1

4.4

8.3

47.5

0% 10% 20% 30% 40% 50%

花いっぱいのまちづくり活動

公園の自主管理

保存樹木・保存樹林の指定と維持費用の補助

グリーンバンク制度

区民農園

体験農園

観光農園

ふれあいレクリエーション農園

農業オリエンテーリング

風致地区制度

防災活動拠点

防災船着場

自然保護区域や自然再生区域

中川かわまちづくり

上記に知っている取組は無い
(n=1034)

民有地の緑化に関する補助
（生垣造成、屋上・壁面緑化、樹木医の派遣）
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⑫区民が緑や水辺とふれあう機会を増やすため区役所に期待する取組［３］ 

  「緑のある場所や水辺でアウトドアレジャーなどを楽しめる場や機会をつくる」
（34.0％）が最も多く、次いで「特にない」（30.9％）、「体操、ウォーキング教室
など、屋外でできる健康づくりのイベントを充実させる」（28.5％）となっていま
す。 

 
 

⑬緑や水辺によって、まちを今よりも魅力的なものにするためにしてみたいこと［MA］ 

  「特にない」（37.0％）が最も多く、次いで「フードフェス・マルシェなどのイベ
ントへの参加」（22.2％）、「自然観察・生きもの調べなど自然に関わるイベントや
活動への参加」（19.1％）、「水辺や公園、道路などで行うイベントの企画」（18.0％）
となっています。 

 
  

18.4

15.1

18.5

28.5

34.0

20.6

1.5

30.9

0% 10% 20% 30% 40%

(n=1034)

SNS、動画を活用した情報発信を充実させる

ガーデニング教室、庭木の管理に関する

青空図書館、自然観察会など、子ども

緑のある場所や水辺でアウトドアレジャー

そのほか

特にない

・子育て層向けのイベントを充実させる

などを楽しめる場や機会をつくる

講座など、緑と触れ合うイベントを増やす

体操、ウォーキング教室など、屋外でできる
健康づくりのイベントを充実させる

公園や道路の花壇活動などを
体験できる機会や場所を増やす

14.3

14.4

19.1

22.2

11.1

15.0

18.0

10.8

10.6

0.7

37.0

0% 10% 20% 30% 40%

ガーデニング

清掃活動や花壇活動などを行うイベントへの参加

自然観察・生きもの調べなど自然に関わるイベントや活動への参加

フードフェス・マルシェなどのイベントへの参加

公園や道路の花の写真をSNSなどにアップする

素敵な緑や水辺を人に伝える

水辺や公園、道路などで行うイベントの企画

緑や水辺の活用について地域でアイデアを出す

近所で一緒に道路に面した場所に緑や花を植える

そのほか

特にない

(n=1034)
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⑭前問の取組の妨げになっていること［MA］ 

  取組の妨げになっていることは、いずれの取組も「特にない」「時間がない」「関
心がない」が上位を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ガーデニング 

清掃活動や花壇活動などを行うイベントへの参加 

9.5

23.4

7.4

8.0

23.6

2.5

34.8

0% 10% 20% 30% 40%

取組方法に関する情報や相談場所がない

時間がない

人と関わるのが好きではない

同じ関心を持った人と出会う機会がない

関心がない

そのほか

特にない

(n=1034)

11.5

23.8

13.5

9.3

21.1

1.7

29.2

0% 10% 20% 30% 40%

取組方法に関する情報や相談場所がない

時間がない

人と関わるのが好きではない

同じ関心を持った人と出会う機会がない

関心がない

そのほか

特にない

(n=1034)

近所で一緒に道路に面した場所に緑や花を植える 

12.3
19.4

10.3
10.0

21.5
1.5

33.9

0% 10% 20% 30% 40%

取組方法に関する情報や相談場所がない
時間がない

人と関わるのが好きではない
同じ関心を持った人と出会う機会がない

関心がない
そのほか
特にない

(n=1034)
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２ 小・中学生アンケート 
（１）設問  （網掛け、丸番号：本項に掲載した設問） 

調査項目 設問    ［SA］単一回答 ［MA］複数回答 ［３］３つまで 

緑について 

① 家や学校の周りで、「緑」がたくさんあると感じる場所［３］ 

②緑がある場所でふだんしていること［MA］ 

③緑がある場所でこれからやってみたいこと［MA］ 

④公園の利用頻度［SA］ 

⑤お気に入りの公園［自由記述（１つ）］とその理由［自由記述］ 

水辺について 

⑥知っている葛飾区内の水辺［MA］ 

⑦行ったことのある葛飾区内の水辺［MA］ 

・行ったことのある葛飾区内の水辺で、ふだんしていること［MA］ 

・行ったことのある葛飾区内の水辺で、これからやってみたいこと［MA］ 

⑧お気に入りの水辺［自由記述（１つ）］とその理由［自由記述］ 

 

（２）調査結果 

①家や学校の周りで、「緑」がたくさんあると感じる場所［３］ 

  小学生、中学生ともに、「公園」（各 87.3％、79.8％）が最も多く、次いで「川沿

い」（各 45.0％、42.2％）、「学校」（各 34.7％、36.2％）が多くなっています。 

  上記に次ぐ回答として、中学生は「道路」「畑」「お寺や神社」が 20％前後でほぼ

同じ割合となっているのに対し、小学生は「畑」が「道路」「お寺や神社」に比べ

てやや多くなっています。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.3 

13.2 

21.8 

13.5 

34.7 

3.6 

3.3 

4.9 

8.6 

0.9 

45.0 

3.6 

0.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

公園

道路

畑

お寺や神社

学校

図書館、博物館など区の施設

駅前

戸建ての庭

マンションや団地

ショッピングセンター

川沿い

その他

無回答

79.8 

22.0 

18.4 

19.4 

36.2 

2.2 

1.6 

6.0 

9.4 

2.0 

42.2 

2.0 

1.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学５年生 中学２年生 

小学生（n=757）・中学生（n=500） 
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②緑がある場所で普段していること［MA］ 

  小学生は、「広場などを使った自由な遊び」（61.7%）、「遊具遊び」（58.1%）、「散

歩」（32.0％）の順に多くなっています。 

  中学生は、「散歩」（46.6％）、「広場などを使った自由な遊び」（39.8%）、「遊具遊

び」（31.8%）の順に多くなっています。また、小学生と比較して「木陰やベンチ

でくつろぐ」「ウォーキングやジョギング、体操などの軽い運動」を選んだ割合が

高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③緑がある場所でこれからやってみたいこと［MA］ 

  小学生は、「ピクニック」（35.1％）が最も多く、次いで「読書や音楽・動画を楽し

む」（31.0％）、「散歩」（26.9％）、「木陰やベンチでくつろぐ」（25.9％）、「広場な

どを使った自由な遊び」（24.8％）、「遊具遊び」（22.2％）が多くなっています。 

  中学生は、「読書や音楽・動画を楽しむ」（33.2％）が最も多く、次いで「ピクニッ

ク」（30.2％）、「散歩」（27.8％）、「木陰やベンチでくつろぐ」（26.4％）が多くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

31.8 
39.8 

46.6 
27.6 

14.2 
7.0 

21.6 
8.4 

2.0 
1.6 

3.8 
10.4 

4.6 

0% 20% 40% 60% 80%

58.1 
61.7 

32.0 
21.7 

12.3 
12.8 
15.9 

11.4 
7.4 

2.4 
4.6 
10.3 

0.9 

0% 20% 40% 60% 80%

遊具遊び
広場などを使った自由な遊び

散歩
木陰やベンチでくつろぐ

読書や音楽・動画を楽しむ
ピクニック

植物や昆虫、鳥などの観察
花だんなどで植物を育てる

畑で野菜を育てる

その他
無回答

ウォーキングやジョギング、体操などの軽い運動

ごみ拾いや落ち葉掃除などのボランティア活動

小学５年生 中学２年生 

小学生（n=757）・中学生（n=500） 

13.6 
15.8 

27.8 
26.4 

33.2 
30.2 

19.8 
13.4 
14.0 
14.6 

12.2 
5.4 
5.0 

0% 20% 40% 60% 80%

22.2 
24.8 
26.9 
25.9 
31.0 

35.1 
20.3 
18.9 
17.2 
15.9 

19.9 
4.4 
3.6 

0% 20% 40% 60% 80%

遊具遊び
広場などを使った自由な遊び

散歩
木陰やベンチでくつろぐ

読書や音楽・動画を楽しむ
ピクニック

植物や昆虫、鳥などの観察
花だんなどで植物を育てる

畑で野菜を育てる

その他
無回答

ウォーキングやジョギング、体操などの軽い運動

ごみ拾いや落ち葉掃除などのボランティア活動

小学５年生 中学２年生 

小学生（n=757）・中学生（n=500） 
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④公園の利用頻度［SA］ 

  小学生は、「週３回以上」（37.4％）が最も多く、次いで「週１回くらい」（23.6％）、

「月２～３回くらい」（14.5％）が多くなっています。 

  中学生は、「週１回くらい」（18.6％）が最も多く、次いで「２～３か月に１回くら

い」（15.8％）、「月２～３回くらい」（15.0%）が多くなっています。 

  週１回以上公園に行く割合は、小学生が 61.0％、中学生が 27.2％です。 

 
 

⑤お気に入りの公園［自由記述（１つ）］とその理由［自由記述］ 

  小学生、中学生ともに、１位は「水元公園」であり、お気に入りの理由は、広いこ

と、緑や自然が豊かであることが挙げられています。 

  ２位以下についても、広くて楽しめることが理由に挙げられています。 

  小学生で「金町公園」が２位となった要因として、金町地区については小学生の

回答者が多く、中学生の回答者が少ないことが影響していると推測されます。 

【上位 10 か所程度とその理由】 

＜小学生＞ 
 公園名 

回答数 
（件） 主な理由 

1 水元公園 58 広い、緑・自然がたくさんある、楽しい   
2 金町公園 55 家や学校から近い、友達がいる、遊具や池がある  
3 渋江公園 51 家から近い、遊具がたくさんある   
4 東立石緑地公園 45 近い、広い、緑・自然がたくさんある   
5 西水元水辺の公園 27 広い、運動・野球・バスケなどができる   
6 青戸七丁目共和公園 24 遊具が楽しい、遊具がたくさんある   
7 新宿一丁目児童遊園 19 すべり台が大きい、楽しい、友達がいる 
8 高砂北公園 17 近い、広い   

9 
新宿交通公園 13 自転車やゴーカートに乗れる、友達と遊べる  
モンチッチ公園 13 広い、遊具がたくさんある   

10 
東金町四丁目平成公園 12 バスケットゴールがある 
上千葉砂原公園 12 自転車に乗れる、動物がいる、遊具がたくさんある  
葛飾にいじゅくみらい公園 12 広い、自由に遊べる、自然がある   

 ない 116 － 
 無回答 14 － 

37.4

8.6

23.6

18.6

14.5

15.0

6.5

14.4

8.2

15.8

4.8

12.2

5.0

15.0

0.0

0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学５年生

（n=757）

中学２年生

（n=500）

週３回以上 週１回くらい 月２～３回くらい
月１回くらい ２～３か月に１回くらい 半年に１回以下
まったく行かない 無回答
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＜中学生＞ 
 公園名 

回答数 
（件） 主な理由 

1 水元公園 28 広い、緑・自然が豊か、生きものが豊富  
2 鎌倉公園 27 家から近い、いろいろな遊具がある   
3 東立石緑地公園 22 広い、緑・自然が多い、遊具が多い   
4 青戸平和公園 18 広い、小さいころからよく遊んでいたから   
5 北沼公園 16 広い、遊具が多い、木が多い、自然が豊か   

6 
渋江公園 12 広い、緑・自然が多い、遊具が多い、部活で使う   
新小岩公園 12 広い、緑・自然が多い 

7 東新小岩二丁目かがやき公園 8 遊具・遊び場が充実している 

8 
奥戸南汐公園 6 広い、遊具がある 
小菅東スポーツ公園 6 バスケットゴールがある・バスケができる 

9 
北沼交通公園 5 広い 
木根川中央公園 5 家から近い 

10 

奥戸一丁目⿁塚公園 4 家から近い 
高砂北公園 4 家から近い 
四つ木公園 4 広い、緑・自然が多い 
青戸七丁目共和公園 4 近い、幅広い年齢層が使える   
白鷺公園 4 近い、小さい公園だけど遊具が多い   

 ない 177 － 
 無回答 11 － 

 

 

⑥知っている区内の水辺［MA］ 

  小学生、中学生ともに、「河川敷（大きい川と広場）」（各 76.9％、91.6％）が最も

多く、次いで「親水テラス（川の近くを散歩できる道）」（各 40.6％、61.0％）、「道

路沿いの小川」（各 22.1％、32.6％）が多くなっており、３項目とも中学生の方が

小学生より選んだ割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

91.6 

61.0 

22.8 

32.6 

4.8 

0.8 

0.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

76.9 

40.6 

18.9 

22.1 

13.5 

2.6 

0.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

河川敷（大きい川と広場）

親水テラス（川の近くを散歩できる道）

自然豊かな川

道路沿いの小川

ない

その他

無回答

小学５年生 中学２年生 

小学生（n=757）・中学生（n=500） 
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⑦行ったことのある区内の水辺［MA］ 

  小学生、中学生ともに、「河川敷（大きい川と広場）」（各 70.3％、88.0％）が最も

多く、次いで「親水テラス（川の近くを散歩できる道）」（各 39.5％、60.0％）、「道

路沿いの小川」（各 20.7％、30.2％）、「自然豊かな川」（各 15.9％、18.8％）とな

っており、４項目とも中学生の方が小学生より選んだ割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧お気に入りの水辺［自由記述（１つ）］とその理由［自由記述］ 

  小学生、中学生とも１位は「中川、中川の河川敷・土手、中川親水テラス」であっ

た。お気に入りの理由は、家から近く、よく見る・行く・利用する場所だからとい

ったことが挙げられています。 

  ２位以下においても、荒川、江戸川など広々とした場所が多く選ばれており、広

い、よく利用する、気持ちがいいなどが理由に挙がっています。 
 

【上位 10 か所程度とその理由】 

＜小学生＞ 
 名称 

回答数 
（件） 主な理由 

1 
中川 
中川の河川敷・土手 
中川親水テラス 

70 家から近い、散歩・ジョギングができる   

2 河川敷・土手 48 運動やスポーツ（野球・サッカーなど）ができる、よ
く行く・通る、広い  

3 江戸川 
江戸川の河川敷・土手等 36 魚が釣れる、スポーツ（野球）ができる、広い、近い 

4 荒川 
荒川の河川敷・土手等 33 スポーツ （野球 ・サッカー）ができる、広い、緑 ・自然

が豊か   

5 水元公園 
水元小合溜、園内の水辺等 27 緑・自然が豊か、広い、いろいろな生きものがいる、 

きれい、釣りができる   
6 西水元水辺の公園 25 広い、スポーツ（サッカー、野球、バスケ）ができる  
7 曳舟川親水公園 13 水遊びができる、生きものがいる   
8 水辺の公園 8 野球・スケボーができる、夕方の景色がきれい   
9 親水テラス 5 眺めがよい   
10 葛飾にいじゅくみらい公園 4 広い、生きものがいる   
 ない 405 － 
 無回答 41 － 

88.0 

60.0 

18.8 

30.2 

4.8 

0.8 

0.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

70.3 

39.5 

15.9 

20.7 

16.0 

3.6 

1.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

河川敷（大きい川と広場）

親水テラス（川の近くを散歩できる道）

自然豊かな川

道路沿いの小川

ない

その他

無回答

小学５年生 中学２年生 

小学生（n=757）・中学生（n=500） 



108 

＜中学生＞ 
 名称 

回答数 
（件） 主な理由 

1 
中川 
中川の河川敷・土手 
中川親水テラス等 

52 
家から近い、散歩ができる、いつも通る、広い、運動
ができる、川が身近に感じられる、木々が季節により
変わる、風が気持ちいい   

2 河川敷・土手 26 広い、自然がある、近い、きれい  

3 荒川 
荒川の河川敷・土手等 23 近い、広い、釣りができる、ボランティアで行く、きれ

い   

4 江戸川 
江戸川の河川敷・土手等 20 広い、よく行く、緑が豊か、釣りが楽しめる、野球で

行く   
5 親水テラス 6 きれい、風が気持ちいい   
6 水元公園 5 自然が多い、きれい 
7 新中川 4 水がきれい、大きい  
8 メダカの小道 3 魚やザリガニがいる 

9 

西水元水辺公園 2 前に友達と行った、ランニングに最適 
古隅田川 2 ザリガニが釣れる、川が流れている 
小岩菖蒲園【江戸川区】 2 生きものがたくさんいる、菖蒲の池がきれい   
川 2 テニスができる、臭い 
名前がわからない 2 落ち着く、楽しい 

 ない 312 － 
 無回答 19 － 

 

 

 

 

参考 居住地別クロス集計で用いた７つの地区における町丁目一覧 

地区 町丁目 地区面積（ha） 

水元 西水元、東水元、水元、水元公園、南水元 539 

金町・新宿 金町２～６、金町浄水場、新宿、東金町 496 

柴又・高砂 金町１、鎌倉、柴又、高砂、細田 499 

亀有・青戸 亀有、西亀有３～４、白鳥４、青戸２～８ 355 

小菅・お花茶屋 

堀切 

お花茶屋、小菅、白鳥１～３、宝町２、 

西亀有１～２、東堀切、堀切 
549 

立石・四つ木 青戸１、宝町１、立石、東立石、東四つ木、四つ木 477 

奥戸・新小岩 奥戸、新小岩、西新小岩、東新小岩 565 
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資料３ 用語集 
 
あ行 
 
一級河川 一級水系 （国土保全上又は国民経済上
特に重要な水系で、政令で指定されたもの）に係

る河川のうち、河川法による管理を行う必要があ
り、国土交通大臣が指定した河川。 
インクルーシブ  「包み込むような、包摂的な」と

いう意味。Exclude （除外）の対義語であるInclude
（含める）が語源で、誰も排除しない社会を目指
す考え方のこと。本計画では障害の有無にかかわ

らず、すべての子どもたちが安全に、一緒に楽し
むことがきる遊び場のことを示す。 
雨水貯留・浸透設備 大雨が降った時にその雨水

を一時的に溜めたり、浸透させることにより、下
水道や排水施設等に処理能力以上の水が一気に
流入しないようにする、雨水流出抑制対策の一環

として設置される施設。 
うんどう教室 本区が開催する講座の一つ。公園に
設置した専用のうんどう器具を使用して、「つま

ずき」や 「ふらつき」を予防するための運動を行
うもの。専門の指導員が参加者の運動を支援し、
初心者でも楽しめる。 

園芸療法 草花や野菜などの園芸植物や、身の回
りにある自然との関わりを通して、心の健康、体
の健康、社会生活における健康の回復を図る療法

のこと。園芸や農業が人の精神や身体へ与える効
用に注目して、高齢、障害などの理由で支援を必
要とする人々に対して、健康増進や生活の質の向

上などを目的として行われる。 
オープンスペース 都市または敷地内で、建築物の
建っていない場所のこと。公園、広場、河川、農

地など。 
温室効果ガス 太陽光線によって暖められた地表面
から放射される赤外線を吸収して大気を暖め、一部

の熱を再放射して地表面の温度を高める効果を持つ
ガスを指す。温室効果ガスには、二酸化炭素（CO2）、
メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）、代替フロン類

（HFCs、PFCs、SF6、NF3）等がある。 

 

か行 
 
葛飾区公園・河川等総合管理計画 本区内の区立
公園などの施設を対象に、維持管理費を平準化す

ることを目的に、日常管理や計画的な施設改修等

について示した計画。 
葛飾区街路樹管理計画 区民の快適な生活環境
を支え、様々な緑の効用を提供する区道の街路樹

を対象に、管理方針や取組を示すことを目的に管
理目標や管理方策などについて定めた計画。 
河川協力団体制度 自発的に河川の維持、河川環

境の保全等に関する活動を行うNPO等の民間団
体を支援する制度。平成25 （2013）年６月に公布
された「水防法及び河川法の一部を改正する法

律」において創設された。 
葛飾元気野菜 小松菜や枝豆、ねぎ、キャベツを
はじめ、区内で栽培された野菜の総称で、直売所

やイベントでの販売、学校給食の食材として使用
するなど、地産地消の取組を行っている。 
緩傾斜型堤防 河川の堤防形態の一つで、のり面

が１ ：２以上の緩やかな傾斜となっている土でで
きた堤防のこと。河川の堤防でもっとも一般的な
構造とされる。 
強剪定 太い枝や通常よりも多くの枝を切る剪定
のこと。過度な強剪定は、樹形の乱れや、樹木の生
理的バランスの乱れを引き起こす要因となる。 

区民農園 区民が土に親しみ、収穫の喜びを味わ
い、緑の大切さを実感できる場として、区が開設
している農園。 

健康遊具 日常生活での健康づくりを目的に、公
園などに設置される器具。気軽なストレッチか
ら、筋肉トレーニングができるもの、身体のツボ

を刺激できるものなど、様々な種類がある。 
公園等の自主管理 公園・児童遊園の美化及び児
童の健全な育成を目的として組織された団体 （町

会、ラジオ体操会、子ども会など）と区が協定を
結び、地域の方々に公園 ・児童遊園の清掃や除草
などの作業及び園内の利用者の見守りを行って

いただく制度。 
公共空間 本計画では道路や公園、河川のほか、
公共施設が所在する敷地など、民有地以外の敷地

のことを示す。 

公共施設 本計画では区役所庁舎をはじめ、小・
中学校、保育所、地域コミュニティ施設、文化施

設、スポーツ施設などの様々な建築物系公共施設
のことを示す。 
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小松菜一斉給食 地元野菜の地産地消や学校に

おける食育を推進するため、平成21 （2009）年か
ら東京スマイル農業協同組合の協力により区立
の全小中学校で実施している取組で、地域特産の

小松菜を使用した共通献立を提供するもの。 
コミュニティ道路 歩行者などが安全、かつ快適に通
行できるよう、車道を蛇行させたり、歩道を広げ、

植栽やストリート・ファニチャー(ベンチ、サイン
等)を設けるなど、歩行 ・休息 ・会話 ・遊びなど地
域の人々の様々な要請を満たし、地域に密着した

道路。 
昆明・モントリオール生物多様性枠組 生物多様性
条約第15回締約国会議(COP15)で採択された、愛

知目標に続く2021年以降の新たな国際目標。 

 

さ行 
 
在来種 その地域に従来から生息・生育している
生きもののこと。 
市街地開発事業 都市計画法第12条に規定があ

り、土地区画整理事業、工業団地造成事業、新住
宅市街地開発事業、市街地再開発事業、新都市基
盤整備事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事

業の７種類がある。 
自然再生区域・自然保護区域 本区では、自然環
境の保護と回復を図るため、国や東京都が自然環

境保全地域に指定するだけの規模を有さない身
近な自然を、葛飾区自然保護要綱に基づく自然保
護区域に指定している。また、都市化に伴い生態

系が損なわれた場所を自然再生区域に指定し、復
元された自然環境を保全している。 
自然資本 地球上の再生可能及び非再生可能な

天然資源（植物、動物、大気、土壌、鉱物など）
のストックのこと。 (出典 ：Atkinson and Pearce 
1995; Jansson et al. 1994) 

指定管理者制度 公の施設の管理運営を行う民間
事業者等を指定管理者に指定し、民間のノウハウを
活用しつつ、サービスの向上と経費の節減等を図る

ことを目的とした制度。指定管理者は、施設の管理
権限が委任され、利用料金の設定や収受、処分に該
当する使用許可などを行うことができる。 

樹木被覆率 ある区域における、樹木で覆われた土
地の面積がその区域全体の面積に占める割合。 
準用河川 一級河川及び二級河川以外の河川。河

川法の二級河川の規定を準用し、各種の行為制

限、維持工事などによって万全の管理をする必要

のある河川を区市町村が指定し管理する。 
垂直避難 浸水や洪水時、家や避難施設の２階以
上の高所階など上方垂直方向に避難すること。 

スーパー堤防 河川背後地の再開発等とあわせて
盛土を実施した非常に緩やかな勾配の幅広い堤
防。緩傾斜型堤防に比べ、耐震性や水辺環境の向

上を更に図ることができる。 
ストック効果 整備された社会資本（道路、公園、
河川の堤防、学校、病院、下水道など、生活の基

盤となる公共性を持った施設）が機能すること
で、整備直後から継続的かつ中⾧期にわたって得
られる効果。耐震性の向上や水害リスクの低減と

いった 「安全 ・安心効果」や、生活環境の改善や
アメニティの向上といった「生活の質の向上効
果」のほか、移動時間の短縮等による 「生産性向

上効果」といった社会のベースの生産性を高める
効果がある。 
生産緑地地区 市街化区域内の農地で、公害や災

害の防止など良好な生活環境に効用があり、公共
施設等の敷地として適しているものを区市町村
が指定した地区。「葛飾区生産緑地地区を定める

ことができる区域の規模に関する条件を定める
条例」により、300㎡以上の農地等に対して指定
することができ、基本的に指定後30年間は保全が

担保される。 
生物多様性 昔からその土地にいた様々な生き
ものが、多様な環境の中で互いに関わりあって生

きていること。「生態系の多様性」「種の多様性」
「遺伝子の多様性」の３つのレベルがある。 
設置管理許可制度 都市公園法に規定される公

園管理者の許可により、公園管理者以外の者の都
市公園への公園施設の設置又は管理が可能とな
る制度。 

 

た行 
 
体験農園 園主である農家が管理 ・運営し、利用

者は園主から農作業を教わりながら野菜作りを
体験する農園。種まき・植え付けから収穫までの
一連の農作業を体験できる。 

地区計画 都市計画法で定められる地区単位の都
市計画。地区独自の方針や目標、公共的施設、建
築物に関する制限などを定めることで、地区の特

徴や目的に合った街づくりを行うことができる。 
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中間支援組織 行政と地域 （本計画では多様な担

い手）の間に立って様々な活動を支援する組織。
多くはNPOへの支援などを主目的として発足し
ているケースが多い。 

特定生産緑地 生産緑地地区について、買取り申
出が可能となるまでの期間を10年延期すること
で行為制限を延⾧するとともに、これまでと同様

の税制措置を維持し、都市農地の継続的な保全を
担保する制度。 
特別緑地保全地区 都市緑地法で定められる都

市における良好な自然的環境となる緑地におい
て、建築行為など一定の行為の制限などにより現
状凍結的に保全する地区。 

都市公園 地方公共団体又は国が設置する公園
又は緑地のこと。 
都市農地 本計画では市街化区域内に位置する

土地利用上の農用地全般のことを示す。 
都市緑地 都市緑地法に規定される緑地で本計
画の対象。樹林地、草地、水辺地、岩石地若しく

はその状況がこれらに類する土地 （農地であるも
のを含む。）が、単独で若しくは一体となって、
又はこれらと隣接している土地が、これらと一体

となって、良好な自然的環境を形成しているも
の。 
都市緑地法 都市において緑地の保全及び緑化

を進めるため、良好な都市環境の形成を図り、健
康で文化的な都市生活の確保に寄与することを
目的とする法律。緑の基本計画のほか、特別緑地

保全地区、緑化地域、緑地協定や市民緑地の制度
などが定められている。 

 

な行 
 
内水氾濫 雨水を河川に排水できずに宅地など
にあふれること。排水先である河川の水位が上

昇し、下水道等の排水施設から雨水を排水でき
ずにあふれるケースや、水路や支川などが合流
する先の河川の水位が上昇し、水があふれるケ

ースがある。河川の水 「外水」に対し、堤防で
守られた内側の土地にある水は 「内水」とされ
る。 

中川の七曲り 中川の高砂橋下流から綾瀬川に
合流するまでの区間において、蛇行を繰り返し
て流れることから付けられた通称。 

農の風景育成地区制度 都内の農地を保全する

ために東京都が設けた制度。比較的まとまった

農地や屋敷林等が残り特色ある風景を形成して
いる地域を対象に区市町が地区の選定 ・運営を
行い、都が指定する。 

農福連携 障害者等が、農業分野での活躍によ
って自信や生きがいを持って社会参画を実現
していく取組のこと。 

 

は行 
 
ヒートアイランド現象 エネルギー消費による人工

排熱や、地表面がアスファルトやコンクリート等
で覆われていることによる太陽熱の吸収 ・蓄熱の
ため、都市部の気温が周辺部よりも高い状態とな

る現象。等温線が島のような形になることからこ
う呼ばれるようになった。 
ビオトープ ドイツ語のBio （生物）とTope （空間、

場所）を組み合わせた造語。生きものがお互いに
つながりを持ちながら生息している空間のこと。 
ヒューマンスケール もともとは、物の持ちやすさ、

道具の使いやすさ、住宅の住みやすさなど、その
物自体の大きさや人と空間との関係について、人
間の身体や体の一部分の大きさを尺度にして考

えること。葛飾区都市計画マスタープランでは、
街づくりにおいても、人間の感覚や動きに適合し
た、適切な空間の規模や物の大きさに配慮し、人

の目線にあわせた景観形成を図ることを掲げて
いる。 
風致地区 都市計画法に規定される地域地区の

一種で、都市の風致を維持するために、自然の景
勝地、公園、沿岸、緑豊かな低密度住宅地等を対
象に指定される地区。地区内では、建築物の建築、

宅地の造成、木竹の伐採その他の行為が規制され
る。 
ふく射熱 日射しを浴びたときに受ける熱や、地

面、建物、人体などから出ている熱のこと。温度
が高い物からは多く発せられる。 
フラワーメリーゴーランド 「かつしか花いっぱいの

まちづくり推進協議会」がプロジェクトチームを
立ち上げ開発した立体花壇のこと。小さな空間で
も花を立体的に配置することができるほか、自動

潅水やローメンテナンスに維持管理ができるな
どの特徴がある。 
フラワーキャンバス フラワーメリーゴーランドの

技術を活かした壁面型花壇のこと。キャンバスに
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文字や模様を描くように花で壁面を彩ることが

できる。 
プレイパーク  「子どもたちが自分の責任で自由に
遊ぶ」ことをモットーとする遊び場のこと。 

ポケットパーク  「ベストポケットパーク」の略。洋
服のベストのポケットほどの公園という意味で、
わずかな土地を有効利用して都市環境を改善し

ようとするもの。 
防災活動拠点 地域の人々が「自分たちのまち
は、自分たちで守る」ことを目的に、消火 ・救助

活動や被災者に対する生活支援を行う防災設備
を整備した公園。平常時は地域の人々の憩いや安
らぎの場として利用されるとともに、防災訓練を

実施する地域活動の場として活用され、災害時に
は、地域やボランティアの人たちによる消火や炊
き出し、応急活動などを行う場として利用され

る。 
防災協力農地 区内で災害が発生した場合に、東
京スマイル農業協同組合員の生産する農産物、そ

の他の物資の優先供給及び被災住民のための避
難スペースとなることを目的として協定を締結
した農地。 

防災船着場 地震等の災害時において建物の崩
壊や高架橋の落下等により車や鉄道等の陸上交
通が寸断された場合、代替輸送機関として、河川

舟運が住民の避難や緊急物資の輸送等の機能を
有効に果たすための拠点になる施設。 

 

ま行 
 
緑のカーテン アサガオやヘチマ、ゴーヤ等ツル性
の植物でつくる自然のカーテン。ベランダや軒下

に生育させて真夏の暑い日差しを避けることで、
過度な冷房を抑制し二酸化炭素 （CO2）排出削減
につながることが期待されている。 

みどり率 緑被率に  「河川等の水面の占める割合」
と 「公園内で樹林等の緑で覆われていない面積の
割合」を加えたもの（p.41参照）。 

 

ら行 
 
立体都市公園制度 都市公園法に規定される適

正かつ合理的な土地利用を図るうえで必要があ
る場合に、都市公園の下部空間に法の制限が及ば
ないことを可能とし、都市公園の区域を立体的に

定めることができる制度。 

緑化重点地区 都市緑地法で定められる緑の基

本計画の策定項目である緑化の推進を重点的に
図るべき地区。 
緑地協定制度 都市緑地法に規定される土地所

有者等の合意によって緑地の保全や緑化に関す
る協定を締結する制度。地域の方々の協力で、街
を良好な環境にすることができる。協定には、既

にコミュニティの形成がなされている市街地に
おける土地所有者等の全員合意により協定を締
結するもの （第45条）と開発事業者が分譲前に定

めることで３年以内にその土地の所有者が複数
存在することになった場合に効力を発揮するも
の（第54条）の２種類がある。 

 

アルファベット 
 
ESG投資 従来投資の判断基準として用いられて

きた売上高や利益率等の財務情報に加え、環境
（Environment）、社会（Social）、ガバナンス 
（Governance）といった非財務情報も考慮した

投資のこと。 
NbS Nature-based Solutionsの略。健全な自然
生態系が有する機能を活かした社会課題の解決

策のこと。 
Park-PFI 平成29 （2017）年の都市公園法改正
により新たに設けられた公募設置管理制度。飲食

店、売店等の公園利用者の利便の向上に資する公
募対象公園施設の設置と、当該施設から生じる収
益を活用して、その周辺の園路、広場といった一

般の公園利用者が利用できる特定公園施設の整
備 ・改修等を一体的に行う者を公募により選定す
る。 

SDGs  Sustainable Development Goalsの略。
平成27 （2015）年にニューヨーク国連本部で開催
されたサミットで、気候変動や格差など国際社会

が抱える幅広い課題を2030年までに解決するた
めに、先進国 ・発展途上国すべての国に掲げられ
た目標のこと。 

T.P. Tokyo Peilの略。東京湾平均海面を０ｍとす
る地表面の標高を表す場合の基準面の高さ。関連
する潮位の基準としてA.P.とY.P.がある。  

Well-being 肉体的、精神的、社会的にすべてが 
満たされた状態にあること。 
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（ 仮 称 ）

水 と 緑 の

基本方針・

実施プラ ン

令和８ 年●月令和８ 年●月

葛 飾 区葛 飾 区

概要版（ 案）

資料３【資料３】



（ 仮称） 葛飾区水と 緑の基本方針・ 実施プランは、 区内の緑・ 水辺をみんな（ 行政、 区民、 事業者等） で

協力してはぐ く んでいく ための計画です。

人と 自然が共生する

都市環境の形成
都市の安全性・ 防災性の向上

良好な景観の形成、

個性と 魅力ある地域づく り

緑の機能を生かすこ と による、

変化に対応し た潤いのある

生活空間の確保

● 二酸化炭素の吸収

● 大気の浄化

● ヒート アイランド 現象の緩和

● 緑陰の形成による暑熱緩和

● 生物の生息・ 生育環境の保全・ 形成

● 地震、火災発生時の避難場所や避難路の確保

● 火災の延焼防止

● 救援活動、 復旧活動の拠点

● 雨水の貯留・ 浸透による流出量の調整

● 四季の変化を実感できる景観の形成

● 都市のシンボルと なる景観の形成

● 地域固有の歴史・ 文化を継承する景観の形成

● 様々なレクリ エーショ ン活動の場の提供

● 休養・ 休息の場の提供

● 運動・ 遊びの場の提供

● 健康づく り の場の提供

● 環境教育・ 生涯学習の場の提供

計画の役割

緑・ 水辺は地域の環境、人々の暮ら し を 支えています



公園、 道路、 河川などの公共空間の緑・ 水辺の

ほか、住宅や商業施設・ 工場等の敷地の緑、農地、

民有の樹林地などが対象です。

令和８（ 2 0 2 6 ）年度から 令和2 7（ 2 0 4 5 ）年度

までの2 0 年間と し ます。

緑・ 水辺

方針 1 地域の魅力を高める緑づく り

● 公園の整備や管理、 道路をはじ めとし た公共空間の緑化や、 街づく り を通じ た緑の創出、 花いっ

ぱいのまち づく り 活動、 都市農地の保全・ 活用などに区民、 事業者等と 共に取り 組み、 まちの魅

力を高めていきます。

方針 ２ 地域の魅力を高める水辺づく り

● 河川・ 水辺を区民が親し める空間と するとと もに、 区民、 事業者等と の協働により 水辺の活用を促

進し 、 賑わい創出に取り 組むこと でまちの魅力を高めていきます。

● 貴重な自然環境として生きも のの生息・ 生育環境の維持・ 保全を図り ます。

方針 ３ 地域の安全を支える緑・ 水辺づく り

● 自然災害に強いまちを支え、 防災・ 減災等の多様な効果を生む緑と オープンスペースの充実を図り

ます。

● 区民の財産である緑・ 水辺を次世代につないでいく ため、 公園や街路樹などの緑と 河川空間など

の水辺の適切な維持管理を行っていきます。

方針 ４ 緑・ 水辺でつなぐ 人づく り

● 区民をはじ めと する多様な担い手による 様々な活動により 、人のつながり やコ ミ ュ ニティ づく り 、

まちづく り への主体的な参加につなげていく ため、 活動の場や機会を創出すること で活動を後押し

していきます。

目標

1
水と 緑豊かなまち

の実現
指標

みどり 率 3 0 ％

目標

２
水と 緑に関する

区民満足度の向上
指標

緑と 花の豊かさ を感じ る
区民の割合 7 5 ％

水辺が親し める空間になっ て
いると 感じ る区民の割合 6 5 ％

目標

３
水と 緑に関する

利活用の促進
指標

「 緑に触れる機会を持つ区民の
割合」と「 区内の水辺を利用する
区民の割合」の平均値 7 5 ％

+ 3 0 団体

緑・ 水辺に関わる
活動団体数

みど り 率： 緑被率 （ 区全体の面積に 対する

「 樹木被覆地」「 草地」「 農地」「 屋上緑化」 の緑

で覆われた部分の面積の割合） に「 河川等の水

面の占める 割合」 と 「 公園内で樹林等の緑で覆

われていない面積の割合」 を 加えたも の

計画の対象 計画期間

３ つの目標と ４ つの方針に沿っ て

みんなで緑・ 水辺を はぐ く んでいき ます



緑・ 水辺をはぐ く む

活動の推進

緑・ 水辺に関する 区民の活動を

よ り 広め、 担い手の状況に合わせ

た活動の継続を 後押し する支援を

充実さ せます。

施策

４ -1
未来の担い手づく り

緑・ 水辺を 活用し た人のつながり 、

まち づく り への積極的な参加を 緑・

水辺から 広げ、 未来の担い手づく

り につなげます。

施策

４ -２
魅力が伝わる情報発信

多様な 担い手と 協力し 、 緑・ 水辺

の魅力や役割、 活動な ど の情報発

信を行います。 緑・ 水辺に関する調

査をし 、 結果を 広く 公表、 提供して

いきます。

施策

４ -３

まちの安全を支える

緑・ 水辺づく り

施策

3 -1

緑・ 水辺の施設の

適正管理

施策

3 -2

方針 1 方針 ２

地域の魅力を高める緑づく り

魅力ある公園づく り と

公園の利活用

方針 3

地域の安全を支える緑・ 水辺づく り

方針 4
緑・ 水辺でつなぐ 人づく り

地域の魅力を高める

水辺づく り施策

1 -1

街づく り を 通じ た

緑の創出

施策

1 -2

水辺に親し める

空間の充実

施策

2 -1

水辺空間の活用
施策

2 -2

水辺の自然環境保全
施策

2 -3

徒歩圏を 考慮し た 公園の適正

配置を 進め、 ニーズに応じ た魅力

あ る 公園づく り 、 管理運営・ 活

用を 、 様々な主体と 連携して進め

ていきます。

魅力ある

小さ な緑の創出

施策

1 -3

都市農地と 地域に

根付いた樹木の保全

施策

1 -4

様々な 開発機会を 捉え た 緑の

誘導や公共空間の緑化を 通じ 、

居心地が良く 歩き たく なる 街づく

り につなげていきます。

地域の特性に 応じ 、 様々な小

さ な 空間における 緑の創出を支

援し 、 緑豊かな 街並み形成につ

なげていきます。

樹木・ 樹林を 保全する 各種制

度を 活用し 、 所有者の支援を 行

いま す。 農や緑にふれあう 機会

の創出など を 通じ て保全の機運

を高めていきます。

水辺の散策や、水辺空間を 利

活用する人々の快適性や利便性

の向上につながる 環境づく り に

取り 組みます。

賑わい 創出や、人々が集い、

憩う 、 地域コ ミ ュ ニティ の活動

の場と し ての活用を 促進し ます。

自然環境の保全、生物の生息・

生育環境の保全に配慮し た水辺

空間の整備、 管理を 進め、 ネイ

チャ ーポジティ ブの実現に貢献

し ます。

災害時における地域の応急活動

拠点と しての公園の機能拡充、 浸

水被害軽減に資する緑・ 水辺の確

保を進めます。

公共空間の樹木を健全に育成し

ていく ための維持管理や更新を計

画的に進め、 管理情報のデジタル

化などＤＸ を 推進し ます。

将来像の実現に向け、 1 2 の施策を展開し ます



開発、 建築における

良質な緑の創出

特色ある公園づく り

公共空間の緑化

小さ な緑の創出

地域ぐ るみの

緑化の支援

地域に根付いた

樹木の保全

水と 緑の活動の推進

多種多様な情報発信

誰も が主体になれる

活動の展開

河川・ 水辺の

ネッ ト ワーク 化と

利用環境の整備

植栽の健全化につながる

管理と 資源の有効活用

1 -4

1 -2

公共空間

1 -2

1 -1

緑の創出

1 -3

ぐ るみ

1 -3

ネ

2 -1

植栽の

3 -2

誰も が主

4 -2

水と 緑

4 -1

多種多様

4 -3

【 将来像】

将来像、目標が実現さ れた 2 0 年後の理想の緑・ 水辺のイ メ ー ジ

み ん な で はぐ く む 水



身近な公園の

魅力アッ プ

中川かわまちづく り

の推進

都市農地の保全・ 活用

水辺空間

の活用

生物の生息・ 生育

環境の保全

雨水貯留・ 浸透に

資する緑づく り

施設の

適正な管理

活動を支える

仕組みづく り

と 人材育成

緑・ 水辺に関する

データ の蓄積と 活用

子ども の学びと

体験機会の創出

防災まちづく り に資する

緑・ 水辺づく り

1 -4

身1 -1

2 -2

2 -2

生生生生2 -3

水貯留

3 -1

施設の

3 -2

づ

3 -1

子

体
4 -2

活動を支

4 -1

緑 水

4 -3

と 緑で つ な が る かつ し か



水と 緑の拠点

緑豊かな街並み形成を目指す

駅前拠点

[ 水辺の利活用拠点 ]

船着場

中川かわまちづく り の拠点

農地と 調和した、 緑豊かでゆとり ある住宅地を目指すエリ ア

地区レベルの緑のネット ワーク

水辺のネット ワーク

河川・ 水辺のネット ワーク

緑のネット ワーク

緑を維持、 育成し 、 緑の豊かさ を感じ ら れる住宅地を目指すエリ ア

小さ な緑を 創出し 、 緑豊かな街並み形成を目指すエリ ア

住工が調和し つつ、小広場や小さ な緑の創出により 、身近な緑の充

実を目指すエリ ア

都市環境の保全を図る区域

市街地の良好な景観の形成を図る区域

公園配置を検討するエリ ア

農地保全を重点的に推進するエリ ア

河川

河川敷

一定規模を有する公園

① 区全体をつなぐ水と 緑

区内の水と 緑の骨格と なる 河川空間や幹線

道路を 軸として、水と 緑のネット ワーク を形成し 、

緑・ 水辺の機能を 発揮さ せていく こ と で、 潤い

のある 景観形成、生き も のの生息・ 生育環境の

保全などにつなげていきます。

② 拠点

様々な 主体によ り 緑・

水辺の維持・ 創出に取り

組み、 地域らし さ 、 魅力、

安全の向上につなげてい

く 拠点とし ます。

③ ネット ワーク

コ ミ ュ ニティ 道路や緑道、 川沿いの散策路や

親水テ ラ スをネット ワーク に位置付け、 暑さ を

和ら げる緑陰形成や良好な景観形成、レクリ エー

ショ ンなどの機能を高めていきます。

④ 土地利用の特性を踏まえ緑の保全・ 創出を図るエリ ア

地域特性に応じ た緑・ 水辺の維持・ 創出を 進め、 様々な主体の取組によって緑・ 水辺を身近に感じ ら れるまちをつく って

いき ます。

区全体の水と 緑の骨格と 拠点、 地域の特性に応じ た

緑・ 水辺の保全・ 創出を進めます（ 配置方針）



みんな ではぐ く む

水と 緑で つながる かつし か

区民、 事業者、 活動団体と いった担い手と 、 取組の所管課や関係機関が連携・ 協働で取り 組んでいける

体制をつく り 、 緑・ 水辺の保全、 創出、 利活用につながる取組を進めていきます。

多様な担い手
緑・ 水辺の保全・ 創出、

利活用の主体と し て活動

区の関係所管
情報発信、 仕組みづく り 、

担い手の活動支援、

緑・ 水辺の整備・ 管理、

関係機関と の調整　 など

関係機関
国、 東京都ほか

都市計画 公園 環境

河川

船着場
農業振興

子育て

教育

住宅 道路 防災

公共施設 福祉 など

中間支援組織

緑・ 水辺の保全、

創出、 利活用

情報提供、 人材育成、 活動への助言・ 支援、

連携・ 協働のコ ーディ ネート 、

ネッ ト ワーク の構築推進　 など

身近な公園や水辺で

やり たいこ と を やっ てみる

野菜の収穫体験に

参加し てみる

玄関やベラ ンダで

小さ な緑を 育ててみる

支援

連携・ 協働
いっ し ょ に
連携・ 協働
いっ し ょ に
連携・ 協働
いっ し ょ に

区民

子育て・

教育施設

活動団体

大学

各種

協議会

事業者

農業者

N PO

など

実践・ 行動例

（ 仮称） 葛飾区水と 緑の基本方針・ 実施プラン（ 全文） は、 葛飾区ホームーページで公開しています。

〒12 4 -8 5 5 5  葛飾区立石5 -13 -1   T EL ： 0 3 -3 6 9 5 -1111 （ 代表）  

葛飾区都市整備部都市計画課編集・ 発行

令和８ 年●月発行

皆さ んも 、身近な緑・ 水辺に興味を持つこと から 始めてみませんか？

皆さ んも担い手のひと り です

様々な主体が連携し て

緑・ 水辺の保全、 創出、 利活用を進めます
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５ 開催状況及び今後の予定 

 策定委員会 建設環境委員会での報告 

令和６年11月 第１回（11/19）  

12月  区民アンケートの概要 

     〃 区民アンケート実施 

令和７年２月 第２回（２/17）  

３月  
アンケート結果 

骨子（案） 

６月 第３回（６/25）  

７月  素案（案） 

９月 第４回（９/１） パブリック・コメントの概要 

  10月～11月 パブリック・コメント実施（10/15～11/21） 

令和８年２月 第５回（２/９）  

   ３月  
パブリック・コメント結果 

計画（案） 

    〃 計画策定 
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堀切地区の街づくりについて 

                             街づくり推進担当課 

１ 概 要 

  本区では、平成26年から堀切二丁目周辺及び四丁目地区における防災まちづくり

を進め、また堀切菖蒲園駅周辺でのまちづくりに取り組むため、平成29年に作成さ

れた「堀切地区まちづくり戦略（案）」を踏まえ、堀切地区まちづくり推進協議会（以

下、「協議会」という。）との協働により、住民主体のまちづくりを支援してきた。 

令和４年３月に、協議会から、地区内の不燃化・耐震化の促進及び緊急車両の通

行改善等を短期的取組とした「堀切菖蒲園駅周辺まちづくり構想」が区に提案され

ている。 

これらを受け、区では、令和４年度に駅周辺地区の現況調査を行い、令和５年度

にアンケート調査を実施し、令和６年度に、駅周辺地区の土地・建物等の権利を有

する方々を対象にした勉強会を開催するなどの意見交換等を進め、「堀切菖蒲園駅周

辺まちづくり方針（案）」をとりまとめている。 

今年度は、本方針案の具体化に向け、地区内全権利者を対象としてまちづくり検

討会やアンケート調査を実施するとともに、賑わいある空間づくりや建築物の建替

えに関する勉強会及び事例視察会を開催した。こうした成果を「堀切菖蒲園駅周辺

まちづくり計画（たたき台）」としてまとめ、アンケート調査を実施した。 

今後は、これらの成果を踏まえ、駅周辺まちづくり計画の作成に向け、地域の方々

との情報共有及び意見交換等を進め、堀切のまちづくりの理念である「誰もが、堀

切の魅力を楽しみ、住み続けられるまちづくり」の実現を図っていく。 

 

２ 堀切菖蒲園駅周辺まちづくりについて 

  【資料１】のとおり    

 

 

 

一般庶務報告Ｎｏ.３ 

都 市 整 備 部 

令和８年３月１６日 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

堀切菖蒲園駅周辺のまちづくりについて 資料１ 

１ 地区の現状と課題 

２ まちづくりの方向性（令和４年３月、協議会から提案） 
堀切地区まちづくり推進協議会では、「堀切菖蒲園駅周辺まちづくり構想」の中で、 

「今後のまちづくりの方向性」として、以下の３つの考え方を掲げています。 

①個々の建替えのタイミングに合わせた建物の耐震化・不燃化 
②堀切らしさを残した、災害時の避難や緊急車両の通行に必要な路線の重点整備 
③利便性の向上につながるような、交通環境の改善 

４ 令和 7 年度 堀切菖蒲園駅周辺地区まちづくりの取組状況 

（令和４年度現況調査結果より） 

堀切菖蒲園駅周辺地区では、令和 6 年度に実施した勉強会やアンケート調査等のご意見を
踏まえて、「堀切菖蒲園駅周辺まちづくり方針（案）」をとりまとめています。 

基 本 コ ン セ プ ト （ 案 ） 

３ 「堀切菖蒲園駅周辺まちづくり方針（案）」（令和 7 年３月） 

◎下町らしい風情や温もりが感じられるまち 
◎緑あふれる潤いのあるまち 
◎堀切に住むひとが楽しめ、様々な商店がある魅力あるまち 
◎駅を中心に賑わいが広がるまち 
◎安全安心なまち 

◎＝地区全体の目標、第１回アンケート調査上位意見  ○＝第１回アンケート調査中位意見  ・＝第１回勉強会、第２回勉強会意見 

安全安心なまちづくり 賑わいのあるまちづくり 魅力あるまちづくり
◎歩行環境改善
   緊急輸送道路沿道建築物の
　 耐震化の促進
○建物の不燃化
・ 主要生活道路の整備
・ 生活道路の整備

◎ウォーカブルな環境整備
◎賑わいの拠点づくり
◎人が集まる滞留空間の創出
・ バス・タクシー停車場の整備
・ 空地の確保と活用

◎電柱の地中化の検討
○調和のとれた街並み景観づくり
・ 南北水路の修景整備

◎

堀切菖蒲園駅周辺地区に土地や建物などの権利をお持ちの方々と、具体的な事業手法など
を盛り込んだ「堀切菖蒲園駅周辺まちづくり計画案」の作成を目標として、まちづくり検討
会を全２回開催しました。さらに、各検討会の開催後には、アンケート調査を実施し、幅広
く意見収集を行いました。 

また、今年度は、主にまちづくり方針（案）で「賑わいゾーン」と「景観づくりゾーン」
とした範囲に土地や建物などの権利をお持ちの方を対象として、賑わいの創出や具体的なま
ちづくり手法についての勉強会を行いました。そして、同テーマへの理解を深めるため、ま
ちづくり事例視察会を開催しています。 

〔位置図〕 

まちづくり検討会 
対象範囲 

まちづくり勉強会 
対象範囲 

下町風情と賑わいに満ちた 
安全安心なまちづくり 

地 域 全 体 の 目 標 

〔ゾーニング図〕 

 本地区には、老朽化した建築物や細街路が多く、防災面での課題を抱えており、地域全体
として災害に強い安全安心なまちづくりが求められています。 

狭い道路 燃えやすい建物 建物の老朽化 

地区内は幅員４ｍ未満の道路
が約 90％を占め、緊急車両の
通行や災害時の避難路の確保
に課題があります。 

老朽化した建物が多いため、震災時
には建物倒壊被害の発生が懸念され
ます。 

一部に、火災に対する耐火性能
が十分に確保されていない木造
家屋が密集した街区があり、延
焼や焼失の恐れがあります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）第１回堀切菖蒲園駅周辺地区まちづくり検討会の開催 

写真:検討会でいただいたご意見 

開催日時:令和７年６月 28 日（土）10:00～11:40 
開催内容:１ まちづくり方針（案）の説明 

２ 取組の具体的なイメージの説明 
３ 意見交換「下町風情と賑わいに満ちた安全安心なまちづくりを考えよう」 

 ○まちづくり方針（案）の実現に向けた各取組について 
 ○燃えにくい安全な市街地、人が集まるくつろぎや憩いの空間のイメージと配置について 

〇９つの取組を検討するエリア 

賑わい 
ゾーン 

景観づくりゾーン 

地区全体 
堀切菖蒲園駅

周辺地区 

全ての取組で良い、概ね良いの合計が８割を超えており、全体的な取組と
賑わいゾーン・景観づくりゾーンでの取組の必要性が確認できました。 

調査期間:令和 7 年 7 月 25 日(金)～8 月 15 日(金) 
（郵送配布 535 部、郵送又は WEB による回収） 
回 収 数:合計 100 部（郵送 73 部、WEB27 部） 
【回収率 18.7％】 

（２）第１回駅周辺権利者アンケート調査の実施概要 

第１回まちづくり検討会での主なご意見を９
つの取組にまとめ、その内容や実施場所につい
て、堀切菖蒲園駅周辺地区に土地・建物をお持ち
の権利者の皆様のご意見をお伺いしました。 

（参考）「堀切菖蒲園駅周辺まちづくり方針（案）」 

■安全安心に関するご意見 
・セットバックによる建築制限の緩和

など、建替えルールを決めて個々の
建替えへの支援を進めてほしい 

・線路沿いの道路を拡げられないか 
・道路拡幅をどう実現化するのか、幅

員４～６ｍとするにはルールが必要 
・道路が狭いのに店舗の看板が道路に

出ており、ルールを守ってほしい 

■魅力づくりに関するご意見 
・全体的にまちが汚いので、新しくす

るのではなく、きれいにしたい 
・駅のガード下や金網内の用水路に灰

皿の灰が詰まって汚い 
・駅周辺の喫煙ルールなど、来街者へ

のまちのマナー周知が必要 
 

■賑わいづくりに関するご意見 
・駅南側に広場はあった方が良いが、

どのように空間を確保するか 
・駅や地区センターへの案内板が必要 
・お年寄が入れる和食屋やお茶できる

店がほしい 
・潤いあるスペース、落ち着ける場所

があるとよい 

■賑わいづくりに関する取組 
 ①ウォーカブルな環境整備 
 ②賑わいの拠点づくり 
 ③人が集まる滞留空間の創出 
 ④バス・タクシー停車場の整備 
 ⑤空地の確保と活用 

■安全安心に関する取組 
 ①歩行環境改善 
 ②緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進 
 ③建物の不燃化 
 ④主要生活道路・生活道路の整備 

■魅力づくりに関する取組 
 ①調和のとれた街並み景観づくり 
 ②電柱の地中化の検討 
 ③南北水路の修景整備の検討 

豊島区池袋 
グリーン大通り 

道路空間の活用方法
を考えるイベント 

(フリーマーケット) 

飲食店や座り場、
緑陰のある憩いの

スペース 

新宿区バスあいのり３丁目テラス 

小規模な広場の整備例 【取組イメージ】 

個々の店舗で
建替え 

世田谷区 
下北沢一番街

新宿区 
若葉 3 丁目地区
出典:首都圏不燃

建築公社 HP 

【取組イメージ】老朽木造建築物が密集する 
        地域における建替え事例 

0.5ｍ以上のセット
バックで通行空間

を確保 

道路幅員は最低
限の４ｍを確保 

世田谷区下北沢駅東口の商業地 

【取組イメージ】建替えに伴うセットバックで 
        通行空間を確保 

1 階部分の軒先は 
まちに開かれた利用 

木陰やベンチがあ
り、快適に休憩 
できるスペース 

【取組イメージ】歩いて楽しい道づくり 

目黒区自由が丘 九品仏川緑道 共同で燃えにくい
建物へ建替え 

【取組イメージ】景観ルールによる看板や 
        建物色彩等の統一 

建物の壁面は落ち
着いた色彩で統一 

統一の看板と 
庇で和風の 

雰囲気を演出 

台東区浅草 伝法院通り 
【取組イメージ】道路に面する部分のしつらえ 

道路に面する 
部分はブロック
塀等ではなく 
生垣とする 

北区上中里 

１ｍ 

文京区根津不忍通り 

セットバック
空間に植栽や
一休みできる
ベンチを設置 

昨年度の検討結果を取りまとめた堀切菖蒲園駅周辺まちづくり方針（案）を踏まえ 
賑わいづくり, 安全安心, 魅力づくりに関する取組について意見交換を行いました。 

 

凡例 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

64.6% 

60.0%

50.8% 

52.3%

26.2% 

32.3% 

40.0% 

40.0% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

良い 

概ね良い 
あまり良くない 
良くない 

無回答 

ハード・ソフト両面からの 
防災まちづくり

多様な主体の参加による賑わいと 
 活力ある持続可能なまちづくり 

誰もが安全に歩いて楽しめ 
快適に暮らせる環境づくり

（３）第２回堀切菖蒲園駅周辺地区まちづくり検討会の報告 
第１回まちづくり検討会や第１回アンケート調査等により整理された、まちの将来像と、

地域の課題に対応したまちづくりの取組方針について、具体的な取組事例をご紹介したうえ
で、まちづくり計画（たたき台）作成に向けた、意見交換を行いました。 

調査期間:令和７年 12 月 10 日(水) ～ 12 月 31 日(水) 
（郵送配布 522 部、郵送又は WEB による回収） 
回 収 数:合計 65 部（郵送 37 部、WEB28 部）【回収率 12.5％】 

方針 
１ 

方針 
２ 

方針
３ 

推進 
体制 

第２回まちづくり検討会の結果をふまえ、「まちづくり計画
（たたき台）」を作成し、取組方針や推進体制について、より多
くのご意見を反映するために権利者の皆様を対象にアンケート
調査を行いました。 

（４）第２回駅周辺権利者アンケート調査の実施 

≪第２回検討会でいただいた主なご意見≫ 

３つの方針とまちづくりの推進体制、 
いずれに対しても、良い・概ね良いの
合計が全体の約９割を占め、方針等へ
の概ねの賛同が確認できました。 

まちづくりの推進体制について 

燃えない・燃え広がらないまちに向けた建築物の建替え
や安全な避難路の確保等とともに、防災活動の支援により
災害時の消火や救助活動等の担い手確保につなげるなど、
ハード・ソフト両面からの防災まちづくりを進めます。 

 取組 ・防災街区整備地区計画 ・不燃化促進 
   ・防災意識の啓発活動  ・建築物の共同化  
   ・緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の促進 

 目標 ・建築物の不燃化建替え・地域コミュニティの醸成 
   ・避難路のネットワーク形成 

 主な ・火災による建物延焼の防止・抑制 
 効果 ・安全な避難路やオープンスペース、 
    ゆとりある敷地規模の確保 
   ・災害時の助け合いによる地域防災力の向上 

ハード・ソフト両面からの防災まちづくり 
 

方針１ 

 建替えルールを活用した一体的な道路状空間の創出や歩行環 
境の改善により、駅から安全に楽しめる歩行ネットワークを確 
保するとともに、不燃化建替えに伴う建築物の省エネルギー化 
や細街路の拡幅により、快適に暮らせる環境づくりを進めます。 

 目標 ・道路状空間の確保 
   ・平時・災害時の歩行環境改善 

 取組 ・街並み誘導型地区計画 ・細街路拡幅整備事業 
   ・歩行環境改善事業   ・無電柱化 
   ・防犯カメラの設置   ・バリアフリー対策 

 主な ・歩行環境の安全性や景観の向上 
 効果 ・住環境の安心・安全性や快適性の向上 

誰もが安全に歩いて楽しめ、快適に暮らせる
環境づくり 

方針２ 

持続可能なまちづくりに向けて、多様な主体との連携に
より地域課題の解決や魅力向上を図る仕組みや、公共空間
の活用促進など、人々がまちづくりに参画し交流できる環
境づくりを進め、互いに支え合うまちを目指します。 

 目標 ・商店会や事業者等の多く方々が参画し交流できる
環境づくり 

   ・地域の魅力向上・発信の仕組みづくり 

 取組 ・住民主体のまちづくり推進体制の構築 

多様な主体の参加による賑わいと 
活力ある持続可能なまちづくり 

方針３ まちづくりの推進体制 

 主な ・堀切らしさ、地域アイデンティティの形成 
 効果 ・まちづくりへの機運醸成、参画意識の向上 
   ・持続可能なまちづくりの体制構築 

まちづくりの推進体制について 
・商店会と町会がうまくコミットしながら、イベント

に関わっていくことが大事。 
・商店会でも会⾧が若い人になってきているので、そ

の人たちの協力を得ることも大事。 

まちづくりの方向性について 
・地区計画で防災にしっかり取り組み、それとは別

に活性化につながる場所を1カ所でも作る。新し
い活動の目玉となる場所も欲しい。 

・イベントの場等をうまく活用して、若者世代を集
める取組ができると良い。 

≪アンケート結果≫ 

３つの方針以外の取組 
 〇まちづくり活動の促進 
美化活動・防災訓練など、地
域のつながりを育む活動促進 

 〇まちづくりの担い手育成 
有志による体制づくりと継続
的な担い手の育成 

 〇地域の魅力向上・発信 
“ほりきりん”の活用など、 
地域の魅力を見える化する
情報発信 

 〇バス・タクシー乗り場・ 
用地の確保 

駅から利用しやすい場所での
用地の確保 

＜熊本県阿蘇市阿蘇門前町商店街＞ 
出典:中小企業庁 HP 

出典:世田谷区 HP

<茨木市広場活用社会実験>
出典:茨木市 HP 

住民が気軽に参加できる
花植えイベント 

＜目黒区原町一丁目 
7 番・8 番地区＞

＜世田谷区太子堂 
三軒茶屋ふれあい広場＞

防災街区整備事業による
共同建替え 

＜目黒区自由が丘南口地区＞

 

地域住民や事業者、行政等、多様な主体が連携し、それぞれ
の役割や特性を生かしながら、まちづくりに取り組みます。 

また、まちづくりの機運を高め、時代に応じた計画の再確認
や更新を行うことで、持続的な発展を図ります。 

＜葛飾区内事例＞ 

街並み誘導型地区計画に
よる建替え促進と道路状

空地の創出 

＜飛騨市高山＞ 

無電柱化による歩き
やすい空間の創出と

景観の向上 

地域の食・クラフト・ 
カルチャーが集まる 

ローカルマーケットの開催 

その他 

推進体制 

商店会若手組織による 
既存イベントの活性化を 

目的とした取組 

凡例 

開催日時:令和７年 11 月８日（土）10:00～11:30 
開催内容:１ まちづくりに関するご意見等の紹介 

    ２ まちづくり計画（たたき台）の説明 
３ 意見交換:まちづくり計画(たたき台)について 
 ○将来像・取組方針に入れたいキーワード 
 ○まちづくりに必要な取組、足りない視点 等 

初期消火訓練の様子 

【事例】 【事例】 

【事例】 

【事例】 



 

◆開催日時 令和７年９月 27 日（土）10:00～11:30 
◆開催内容 ●駅周辺地区で望まれる取組 

 ●事例紹介「歩いて楽しい空間や賑わいづくり」 
       ・道路空間の利活用の取組 
       ・店先空間づくりの取組 
       ・まちの担い手づくりの取組 

 
 
堀切菖蒲園駅周辺地区の今後のまちづくりに生かすため、堀切菖蒲園

駅周辺地区にお住まいの方等を対象に、堀切地区まちづくり推進協議会
の主催で、令和７年 10 月 25 日（土）に事例視察会を実施し、小雨の
中でしたが 21 名と多くの方に参加いただきました。開催概要と視察会
での主なご意見は以下のとおりです。 

１．開催概要 
◆開催日時 令和７年 10 月 25 日（土）9 時～16 時半 
◆視察場所・視察内容 
●目黒区 自由が丘南口地区                                

 
 
 
 
 

●目黒区 原町一丁目７番・８番地区（西小山駅周辺）                     
 
 
 
 
 

２．参加者からの主なご意見 
原町の街並みへの親近感や防災まちづくりが参考になるとの意見がありました。 

■自由が丘・原町の印象 
・自由が丘の商店街は、狭い道路沿いにある沢山の商店と賑わいが素晴らしい。 
・原町の方が堀切の街並みと近く、まちづくりや防災の観点で参考になると思った。 

■共同建替え（防災街区整備事業）の可能性 
・原町の防災街区整備事業は比較的短期間で進められる事業として参考になった。 

■事業者の力や助成金の活用 
・開発には行政と地域だけではなく、間を取り持つ企業の存在や、各種助成金の活用が参考になった。 
・自由が丘のまちづくりをけん引しているのが、株式会社（民間企業）であることに驚かされた。 

■地域らしさや活気のあるまちづくり 
・堀切の駅周辺も視察先のようにきれいで、活気のある街になれば良い。 
・講演の中で、「自由が丘らしさ」、「原町の趣」という言葉を使っており、堀切も堀切らしさや堀切の趣を残

しながらまちづくりができればと思う。 
■地域のつながりづくり 
・仲間づくり、地域の取り込みが大切だと思う。 
・原町のクラフトビレッジの人と人、人とまち、まちとまちが繋がるというのは可能性を感じた。 
・イベントを増やして近隣同士の交流を深めることで、お互いが知り合いになり防災に繋がる。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

（６）堀切菖蒲園駅周辺地区まちづくり勉強会の報告 （５）堀切菖蒲園駅周辺地区まちづくり事例視察会の報告 

～調和のとれた街並み形成や歩いて楽しめる道路空間づくり～ 

～共同建替えと広場の創出、賑わいづくり～ 

まちづくりにおけるまちづくり会
社の取組の説明や、まちづくりルール
による壁面線のそろった街並み形成
とセットバックによる店先空間の創
出、九品仏川緑道での歩いて楽しめる
道路空間の創出等を見学しました。 

駅前の密集市街地での燃えにくい
建築物への共同建替えや広場空間の
創出の他、賑わい施設での定期的なイ
ベント開催や清掃活動等で人と人、ま
ちがつながる機会づくりの取組の説
明を受け、見学を行いました。 

◆開催日時 令和７年 12 月６日（土）10:00～11:30 
◆開催内容 
 ●防災まちづくりの必要性          
  ・これまでの経緯 
  ・都市部における防災まちづくりの必要性 
  ・防災まちづくりの面的な課題 
  ・防災まちづくりの個別課題 

まちづくり計画に位置づける具体的な取組を詳細に検討するため、勉強会では駅周辺地区
の中でも人が多く集まり、賑わいの中心となる駅南側の一部区域を対象に、歩いて楽しめる
空間づくりや賑わいの創出、燃えにくく安全安心なまちづくりの具体的な手法について、事
例などをもとに意見交換を行いました。 
１．第１回勉強会の開催概要 

 

２．第２回勉強会の開催概要 

写真:地区内のコミュニティ道路 

●燃えにくく安全なまちづくり手法の紹介    
 ・狭い道路を改善する手法 
 ・燃えにくい建築物への建替えを促す手法 

新宿区神楽坂 
かくれんぼ横丁 

目黒区自由ヶ丘 
サンセットエリア 



 

 ５ 堀切菖蒲園駅周辺まちづくり計画（たたき台） 
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３ 今年度の実績 

  令和７年  ６月28日  まちづくり検討会（第１回）の開催 

  ７月25日から８月 15 日 アンケート調査（第１回）の実施 

  ９月27日  まちづくり勉強会（第１回）の開催 

  10月25日  まちづくり事例視察会の開催 

  11月 ８日  まちづくり検討会（第２回）の開催 

  12月 ６日  まちづくり勉強会（第２回）の開催 

  12月10日から12月31日 アンケート調査（第２回）の実施 

  

４ 今後の予定 

令和８年度 ・堀切菖蒲園駅周辺まちづくりイベント（仮称）の開催 

・堀切菖蒲園駅周辺まちづくり計画（案）説明会の開催 

・まちづくり検討会の開催 

・まちづくり勉強会の開催 
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金町駅周辺の街づくりについて 

 

                           金町街づくり担当課 

 

１ 東金町一丁目西地区市街地再開発事業 

東金町一丁目西地区市街地再開発事業（以下「再開発事業」という。）は、令和７

年７月14日に１期の施設建築物工事がしゅん工し、現在、２期工事エリア内の既存建

築物の解体工事が行われている。 

２期の施設建築物工事の着工に向けては、令和８年１月に、特定業務代行者から東

金町一丁目西地区市街地再開発組合（以下「再開発組合」という。）に対して２期の

施設建築物工事の見積りの提示があり、これについて、以下のとおり再開発組合から

報告があった。 

 

・近年の物価等の高騰により、工事費が想定以上に上昇しており、検討を要するこ

とから、契約及び着工までには予定以上の時間がかかる見通しである。 

・このため、２期施設建築物工事の着工が令和８年８月から少なくとも令和８年11

月以降に、しゅん工が令和12年11月から少なくとも令和13年３月以降になる見通

しである。 

 

区は、２期施設建築物工事の着工に向け、引き続き再開発組合への支援、指導を行

っていく。 

 

 

  

一般庶務報告Ｎｏ．４ 

都 市 整 備 部 

令和８年３月１６日 
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２ 金町駅北口周辺地区の基盤整備 

（１）第２段階の街づくり 

金町駅北口周辺の街づくりにおいては、基盤整備の緊急性や事業の進捗状況を踏ま

えた段階的な街づくりを推進することとしている。第１段階の街づくりである再開発

事業に続く、第２段階の街づくりとして、駅から再開発事業区域までの理科大学通り

の拡幅と沿道の賑わい維持・魅力向上を地区計画と道路事業により進めていくことを

計画している。 

 

（２）東金町一丁目西地区地区計画の変更 

変更の概要は資料１のとおりである。 

 

【資料１】地区計画変更概要 
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（３）今後の予定 

今後、理科大学通りの拡幅を道路事業として事業を進めていくことを予定しており、

令和８年度は、拡幅区域を道路区域編入し、用地買収に向けた物件調査を行っていく。 

なお、拡幅区域の南側の金町駅北口（西側）自転車駐車場及び区有通路を用途廃止

した後に、用地買収対象者に対する代替地として活用する方針である。 

 

【資料２】理科大学通り拡幅の進め方 
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京成押上線連続立体交差事業について 

 

                           立石駅北街づくり担当課 

 

１ 事業の進捗状況 

（１）各工区の進捗状況 

京成押上線連続立体交差事業については、現在、仮線工事等が進められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア １工区・２工区・４工区の状況 

  仮上り線への切替に向けた土木・軌道工事等の仮線工事を進めている。 

 

協議会写真 

 

 

 

１工区 四ツ木駅方の状況 

 

 

 

 

 

１工区 平和橋通り 

一般庶務報告Ｎｏ.５ 

都 市 整 備 部 

令和８年３月１６日 

 
１工区 ２工区 ３工区 ４工区 

青砥駅 

京成立石駅 

四ツ木駅 平
和
橋
通
り 

案内図 
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２工区 軌道敷設状況 

（立石三丁目付近） 

 

 

 

 

 

４工区 青砥駅方の状況 

 

イ ３工区（京成立石駅前区間）の状況 

  仮上り線への切替に向けた仮線工事、旧橋上駅舎の解体を進めている。 

 

 

 

 

 

旧下り線ホーム撤去 

 

 

 

 

 

旧橋上駅舎の解体状況 

 

 

         

 

 

立石2号踏切部 

（補助274号線バス通り） 

 

 

 

 

 

京成立石駅付近の状況 
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（２）今後の予定 

仮上り線の切替に向け、仮上り線の軌道敷設工事や電路・信号・通信工事等の 

仮線工事を進める。 

引き続き、東京都及び京成電鉄㈱と連携しながら、安全かつ着実に取組を進め 

ていく。 

 

２ 京成立石駅の駅舎施設の概要 

京成押上線連続立体交差事業における京成立石駅の設計については、京成電鉄㈱

において検討が進められている。今般、京成電鉄㈱より駅舎施設の概要が示された

ため、これを報告する。【資料１】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



駅舎施設の概要
資料１
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義務付け等請求控訴事件の判決について 

 

                         立石駅北街づくり担当課 

 

 次のとおり、義務付け等請求控訴事件の判決があった。 

 

１ 第一審における控訴人の主張 

  葛飾区長の職にあった青木克德がした次の各行為は、地方自治法第242条の２第１

項第４号にいう「財産の処分」又は「財産の管理を怠る事実」に該当することから、

被告はこれらの損害を回復するために青木克德に対し損害賠償請求を行わなければ

ならない。 

①組合に対し権利変換計画について同意したこと。 

②組合の総会において権利変換計画の議案につき賛成したこと。 

③当該総会へ出席して反対しなかったこと。 

④事業の権利変換に関する処分の日までに①の同意を撤回しなかったこと。 

⑤事業の権利変換に関する処分の日までに②の賛成を撤回しなかったこと。 

 

２ 第一審の内容 

⑴ 事件名 ※※※※※※※※※※ ※ 義務付け等請求事件 

 ⑵ 裁判所 東京地方裁判所 

 ⑶ 原告 

別紙１原告目録のとおり 

 ⑷ 被告 

 葛飾区長 

 ⑸ 請求の趣旨 

  ア 被告葛飾区長青木克德は、青木克德に対して、金７億1,610万2,775円及びこ

れに対する令和５年７月１日から支払済みまで年３分の割合による金員を請求

一般庶務報告Ｎｏ.６ 

都 市 整 備 部 

令和８年３月１６日 
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せよ 

  イ 訴訟費用は被告の負担とする 

  との判決を求める。 

 ⑹ 第一審の判決の趣旨 

  ア 本件訴えのうち、１①から④までの部分を却下する。 

  イ 原告らのその余の請求を棄却する。 

  ウ 訴訟費用は原告らの負担とする。 

 ⑺ 第一審の判決の理由 

  ア １①は、法令上の規定に基づいてされたものではなく、何らの法的効果も有

しない事実上の行為に過ぎないから「財産の処分」には当たらず、そうである

以上、１④が「財産の管理を怠る事実」に当たるということもできないことか

ら、住民訴訟の対象とならないため不適法である。 

  イ １②は「財産の管理」に当たり、１③は「財産の管理を怠る事実」に当たる

が、本件監査請求は令和６年２月29日にされたものであり、１②については令

和４年12月24日にあったものといえ、１③は同日に終わったものであるといえ

るため、１年の監査請求期間を徒過した後にされたものであることから、適法

な監査請求の前置を欠くものである。 

  ウ １⑤は「財産の管理を怠る事実」に当たるが、青木克德は議決権を行使して

おらず、原告らの主張は前提を欠くため理由がない。 

 

３ 控訴審における控訴人の主張 

⑴ 都市再開発法においては、総会の総会決議のみでは権利変換計画は確定しない

し、権利変換計画が確定する権利変換期日までは、権利変換は生じず、施行区域

内の土地建物の権利は消滅しないから、本件監査請求に係る監査請求期間の起算

日は権利変換期日である令和５年６月30日である。 

⑵ 葛飾区の住民が、区長が権利変換計画案に意見書を提出したか否かは知るすべ

はなく、最終的にどのような権利変換計画が確定したかを知るのは、権利変換計

画の公告がなされた令和５年６月19日又は実際に権利変換処分がなされた同月30

日であるため、正当な理由があることから、監査請求期間である１年を徒過して
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も請求は認められるべきである。 

⑶ 第一審において、監査請求期間を徒過しており、適法な監査請求の前置を欠く

と判断するのであるなら、正当な理由があるか否かについて、裁判所は釈明権を

行使すべきであった。 

⑷ 組合に対し権利変換計画について同意したことは、施行区域内の土地建物等の

財産を処分し、かつ、本来取得できるはずの権利床に係る権利を放棄するもので

あり、「財産の処分」に該当し、事業の権利変換に関する処分の日までに当該同

意を撤回しなかったことは「財産の管理を怠る事実」に当たる。 

⑸ 第一審は、本案について実質的な審理をせず、審理不尽がある。 

 

４ 控訴審の内容 

 ⑴ 事件名 ※※※※※※※※※※ ※ 義務付け等請求控訴事件 

⑵ 裁判所 東京高等裁判所 

⑶ 控訴人  

別紙２控訴人目録のとおり 

⑷ 被控訴人 

  葛飾区長 

⑸ 控訴の趣旨 

 ア 原判決を取り消す。 

 イ 被控訴人葛飾区長青木克德は、青木克德に対して、金７億1,610万2,775円  

及びこれに対する令和５年７月１日から支払済みまで年３分の割合による金員

を請求せよ。 

ウ 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。 

との判決を求める。 

⑹ 控訴審の判決の趣旨 

ア 本件控訴をいずれも棄却する。 

 イ 訴訟費用は、控訴人らの負担とする。 

⑺ 控訴審の判決の理由 

 ア 控訴人らのした監査請求は、権利変換計画そのものを対象とするものではな



4 

 

いから、権利変換計画が確定しないこと等を理由に、権利変換期日である令和

５年６月30日を監査請求の起算日と解することはできない。当該監査請求が対

象とする青木克德がした１②及び１③の行為については、第一審判決のとおり

（２⑺イ）であり、控訴人らの主張は採用できない。 

イ 控訴人らのした監査請求は、権利変換計画そのものを対象とするものではな

いから、権利変換計画の確定時期は正当な理由を裏付ける事情となるものでは

ない。そして、権利変換計画の縦覧については組合のホームページに掲載され

ており、これにより、それに先立つ組合の総会決議の存在を知ることができた

と認められるから、地方自治法第242条第２項ただし書にいう正当な理由がある

とは認められないため、控訴人らの主張は採用できない。 

ウ 控訴人らは、第一審の第３回口頭弁論期日においての発言から、監査請求期

間の徒過について正当な理由があるか否かが争点となることを認識していたの

であるから、釈明権の不行使が問題となる余地はないため、控訴人らの主張は

採用できない。 

 エ 組合に対し権利変換計画について同意したことは、都市再開発法等の法令上

の規定に基づくものではなく、何らの法的効果も有しない事実上のものにすぎ

ないから、第一審判決のとおり（２⑺ア）であり、控訴人らの主張は採用でき

ない。 

 オ 控訴人らの訴えのうち、１①から④までについては不適法であるから却下す

べきであり、１⑤についてはその前提を欠くのであるから棄却すべきであるこ

とは明らかであって、その余の点については判断する必要はないため、控訴人

らの主張は採用できない。 

 

５ 事件の経過 

 ⑴ 令和６年４月11日 訴えの提起（葛飾区へ訴状が送達されたのは、令和６年５

月24日） 

⑵ 令和６年７月19日 第１回口頭弁論期日 

⑶ 令和６年10月30日 第２回口頭弁論期日 

⑷ 令和７年１月28日 第３回口頭弁論期日 
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⑸ 令和７年５月13日 第４回口頭弁論期日 

⑹ 令和７年７月22日 第５回口頭弁論期日 

⑺ 令和７年９月19日 判決言渡期日 

⑻ 令和７年10月２日 控訴の提起（葛飾区へ控訴状が送達されたのは、同月30日） 

⑼ 令和８年１月20日 控訴審口頭弁論期日 

⑽ 令和８年２月19日 控訴審判決言渡期日 
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高砂駅周辺の街づくりについて 

 

高砂・鉄道立体担当課 

   

１ 高砂駅周辺のまちづくりについて 

高砂駅周辺では、「開かずの踏切」解消を目指して、高砂駅付近の５自治町会及

び４商店会による高砂地区開発協議会が結成され、鉄道立体化を見据えた総合的な

まちづくりの検討を進めている。 

高砂地区開発協議会では、令和４年４月に連続立体交差事業の着工準備採択を受

けたことを契機に、令和５年３月に「高砂地区まちづくり勉強会」を立ち上げ、ま

ちづくりの更なる具体化に向け、約２年間の検討を行い、令和７年５月に「高砂地

区まちづくり方針（仮称）」を取りまとめた。 

令和７年７月には、地域の方々のご意見をより多く取り入れるため、まちづくり

方針に対するアンケートを高砂駅周辺地区全域に配布するとともに、８月から10月

にかけて、オープンハウス形式によるアンケートを行い、配布のものと合わせて、

約1,800通のご回答をいただいた。 

そして、令和７年12月10日に開催した第９回勉強会では、これらのアンケート結

果をもとに意見交換を行い、更新を行った。また、令和８年１月29日に開催した

「駅周辺地区まちづくり検討会」では、駅周辺の内容を中心に意見交換を行い、追

加の更新を行った。（資料１参照） 

このような検討経緯を踏まえ、令和８年２月10日に開催した高砂地区開発協議会

役員会において「高砂地区まちづくり方針（案）」の確認を行った。(資料２参照） 

今後は、令和８年５月に開催される高砂地区開発協議会総会で承認されたのち、

地域のまちづくり提案として区に提出される予定であり、今後、行政計画である

「高砂駅周辺地区まちづくりガイドプラン」に反映させていく予定である。 

 

 

 

 

一般庶務報告Ｎｏ.７ 

都 市 整 備 部 

令和８年３月１６日 



「 高砂地区ま ちづく り 方針（ 仮称） 」 に関する
アン ケ ート 結果など について

資料１
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 高砂地区開発協議会では、令和５年から約２年間をかけて計８回の「高砂地区まちづくり勉強
会」を開催し、高砂地区のまちづくりの方針や取組などについて検討し、「高砂地区まちづく
り方針（仮称）」としてとりまとめました。【R7年５月総会にて承認】

 令和７年には、全戸アンケート調査やオープンハウスを開催し、地域への情報発信と
さらなる意見募集を実施しました。

■アンケート調査の実施概要
【ポスティングによる全戸配布調査】

実施期間：令和７年７月２１日～８月２２日
配布数 ：6,100部
回収数 ：593票（郵送：422票、web：171票）

【オープンハウス形式による調査】
①【高砂地区センターまつり】

実施期間：令和７年８月２９日～８月３１日
回収数 ：362票

②【イトーヨーカドー高砂店 店頭】
実施期間：令和７年９月２６日～９月２９日
回収数 ：766票

③【中川かわまちづくりイベント】
実施期間：令和７年１０月２６日
回収数 ：100票

回収合計：1,821票

オープンハウスの様子

（金） （日）

（金） （月）

（日）

POINTPOINT

（月） （金）

高砂地区ま ちづく り 方針( 仮称) に関する アン ケート 調査
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■回答者の属性など

【性別】（問１） 【年齢】（問２） 【住まい】（問３）

【定住意向】（問５）

回答数：1,821件 回答数：1,821件

回答数：1,821件 回答数：1,821件 回答数：1,821件

【居住年数】（問４）

71%

POINTPOINT

高砂地区ま ちづく り 方針( 仮称) に関する アン ケート 調査
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■土地利用構想について

「良い」が８０%以上

回答数：1,821件

「とても良い」＋「概ね良い」
の合計

高砂地区ま ちづく り 方針( 仮称) に関する アン ケート 調査
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■道路ネットワークについて

「良い」が８０％以上

回答数：1,821件

高砂地区ま ちづく り 方針( 仮称) に関する アン ケート 調査
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■まちづくり方針・取組について

44 

41 

40 

43 

52 

39 

39 

40 

39 

30 

3 

4 

5 

4 

3 

1 

2 

1 

1 

1 

14 

14 

14 

14 

14 

0 20 40 60 80 100

とても良い 概ね良い あまり良くない
良くない 無回答

（％）

災害時に安全に避難できる道路・駅前広場・公園等の整備、減災のための建替の促進、地域コミュ
ニティによる防災力の向上等、災害に強いまちづくりを進めます。

広域拠点・交通結節点機能を持つ「駅前拠点エリア」、賑わいを生み出す複合機能を持つ「駅東拠
点エリア」、地域の文化・交流・商業の活性化を促進する「創出用地エリア」の３つのエリアが一体
となった魅力的で愛着の持てるまちづくりを進めます。

３つの拠点エリアと住宅地との調和を図りながら、人口減少、少子高齢化の状況であっても、下町
の良さを残し、地域に住む人が豊かに暮らし憩えるための環境整備及び人々がまちに関わって活動で
きるような仕組みづくりを行います。

水辺空間の活用や緑の多い街並みづくり等、身近に自然を感じ活用できる環境整備を進めます。

交通結節点として鉄道・バス・タクシー等が連結され、地区内を安全で快適に回遊できる交通ネッ
トワークを構築するため、駅前広場や幹線道路、歩行空間の整備の推進を図り、コミュニティバスや
次世代モビリティも検討します。

方針１ だれもが安心して回遊できるまち

方針２ 歩いて楽しく、訪ねてみたい賑わいのあるまち

方針３ 昔ながらの情緒が残る文化的で住みやすいまち

方針４ 豊かな自然を活かした多世代が憩えるまち

方針５ 災害にも強い安全・安心なまち

交通

住環境

防災

活性化

緑・水辺

すべての項目で「良い」が８０％以上

回答数：1,821件

高砂地区ま ちづく り 方針( 仮称) に関する アン ケート 調査
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■「高砂地区まちづくり方針」全体について

43 

42 

41 

34 

26 

26 

28 

24 

24 

43 

49 

49 

53 

52 

41 

39 

2 

2 

1 

4 

5 

6 

5 

3 

0 

3 

0 

1 

1 

1 

1 

3 

32 

10 

8 

13 

16 

15 

26 

31 

0 20 40 60 80 100

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上

とても良い 概ね良い あまり良くない 良くない 無回答

（％）

「良い」が約８０%（77％） 【年齢別】 20・30歳代の「良い」が高い傾向

回答数：1,821件

回答数：1,821件

高砂地区ま ちづく り 方針( 仮称) に関する アン ケート 調査
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■自由意見の
取り扱いと反映
について

 アンケート自由意見を下記のように分類しました。
 その多くは、①「まちづくり方針（仮称）」に反映済み

のご意見、現方針を後押しする意見と捉えられます。

  新たに反映を検討する意見のうち、②に該当する意見を「まちづくり方針」に反映し
ています。 【別紙】高砂地区まちづくり方針（案）

①まちづくり方針（仮称）に
既に記載されている意見

➁
反映
して
いる
意見

③
反映
して

いない
意見

全体の自由意見件数（概念）

新たに反映を検討する意見

現方針を後押しする意見

自由意見の
分類の概念図

そ
の
他

追加

POINTPOINT

その他の意見
（感想など）

高砂地区ま ちづく り 方針（ 案） の反映内容



■「まちづくり方針（仮称）」へ反映したご意見

【土地利用構想について
（まちづくり方針P５）】

【➁アンケート調査を踏まえ追加した意見】
＜土地利用構想図の説明について＞
• ７つの土地利用ゾーン、３つの拠点エリア、２つの地域の違いが分かり

づらい
• もっと理解しやすい説明を追加してほしい

高砂地区まちづくり方針（案）

8

青文字
• 勉強会、検討会の意見

を踏まえて追加した内容
• 事務局で修正した内容

赤文字
アンケート調査を踏まえて
追加した内容

高砂地区ま ちづく り 方針（ 案） の反映内容



■「まちづくり方針」へ反映したご意見

【道路ネットワークについて
（まちづくり方針P６）】

【 ➁アンケート調査を踏まえ追加した意見】
＜新金線との連携について＞
• 新金線との連携、活用、新金線と高砂駅のつながり【意見多数】
• 3つの拠点エリアをつなぐことも大事だが、京成高砂駅と新金線の駅を

つなぐ動線や高架下の活用も重要

9

高砂地区まちづくり方針（案）

高砂地区ま ちづく り 方針（ 案） の反映内容
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〔方針１：だれもが安心して回遊できるまち〕について

【 ➁アンケート調査を踏まえ追加した意見】
＜取組１-１ 人を中心とした交通環境の創出＞
• 道の日陰にある小さなベンチがある歩道を作ってほしい
• 街なかに気軽に休憩できるベンチを増やしてほしい

＜取組１ｰ３ 道路ネットワーク・幹線道路の整備＞
• 駅前に駅前広場ができるのはうれしい
• 南口にも広場を整備してほしい
• 駅前ロータリーに一般車両が送迎用に一時停止するスペースを、北

口、南口に設けてはどうか

＜取組１-４ 公共交通網の充実＞
〔コミュニティバス等の導入について〕
• コミュニティバス、ミニバス、循環バスの運行の検討（駅前と高砂

団地の間）
• リングロードなどに、コミュニティバス・ミニバスを通してほしい

〔新金線について〕
• 新金線との連携、新金線と高砂駅のつながり【意見多数】
• 新金線の旅客化、新金線との連絡道路の検討、連携、一体的な開発

の検討

【５つの方針・取組について（まちづくり方針P ４、P７） 】

高砂地区まちづくり方針（案）

勉強会・検討会意見追加・事務局で修正したもの
 新金線について、「ハード面」のアクセス路の整備と、「ソフト

面」の京成高砂駅との連携として記載

 高砂駅の南北を通過できる自由通路があるとよい

 高砂駅の南側にも側道があるとさらに回遊性が高まると思う

 高砂駅の西口改札があると新金線方面へ行きやすい

高砂地区ま ちづく り 方針（ 案） の反映内容
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〔方針２：歩いて楽しく、訪ねてみたい賑わいのあるまち〕について

【 ➁アンケート調査を踏まえ追加した意見】
＜Ａ 駅前拠点エリア＞
〔施設の誘導について〕
• 商業や生活利便施設を誘導できるようにしてほしい

＊駅近くに図書館、多目的ホール、スポーツ・文化活動支援施設
ができてほしい

＊子育てしやすい環境が大事

• 駅前などにカナマチぷらっと（地域交流スペース）みたいなところ
がほしい

〔商店街等について〕
• 駅前と北公園の間の商店街など、いい感じの古い商店街を残す、

シャッター通りにしない
• 既存の個人店舗を守りつつ進めていただきたい
• 安いお店もあるので商店街や個人商店は維持してほしい
• 元々あった個人店舗は、別の土地を提供するなどして高砂から老舗

の店舗が消えないようにしてほしい

〔鉄道の高架下について〕
• 鉄道高架完成後の高架下は、商業施設、生活利便施設（福祉、子育

て）として使えるようにしてほしい
• 高架下に多目的スペース（バスケットコートなど）をいくつか作っ

てほしい

【５つの方針・取組について（まちづくり方針P ４、P７~９） 】

高砂地区まちづくり方針（案）

高砂地区ま ちづく り 方針（ 案） の反映内容
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〔方針２：歩いて楽しく、訪ねてみたい賑わいのあるまち〕について

【 ➁アンケート調査を踏まえ追加した意見】

＜Ｂ 駅東拠点エリア＞
• 子育て支援の視点を追加、子供と過ごせる子育て支援施設などがほ

しい
• 子どもから大人、家族連れでも楽しめるアミューズメント施設がほ

しい
• 京成高砂駅と駅東拠点を結ぶ快適な歩行空間がほしい

＜Ｃ 創出用地エリアについて＞
• 創出用地での民間活用による生活利便施設などの整備を早く実施し

てほしい【意見多数】
• 生活利便施設（子育てなど）を誘導できるようにしてほしい
• 創出用地に防災機能（避難場所）、運動スペース、災害時の避難場

所となる屋内運動スペースの建設
• 創出用地活用ゾーンに、道路整備などに影響を受ける人たちの代替

地（生活再建）を確保できないか

【５つの方針・取組について（まちづくり方針P ４、P７~９） 】

高砂地区まちづくり方針（案）

勉強会・検討会意見追加・事務局で修正したもの
 「図書館」の記載がＡ駅前拠点エリアにあるが、Ｂ駅東拠点エリア

にも立ち寄れる施設として図書館が出来たらいいと思う。

 生活再建のためのまちづくり用地の確保について、補足

高砂地区ま ちづく り 方針（ 案） の反映内容
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〔方針２：歩いて楽しく、訪ねてみたい賑わいのあるまち〕について

内容に関連するご意見等
はありませんでした。

【５つの方針・取組について（まちづくり方針P ４、P７~９） 】

高砂地区まちづくり方針（案）

高砂地区ま ちづく り 方針（ 案） の反映内容
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〔方針３：昔ながらの情緒が残る文化的で住みやすいまち〕について

【５つの方針・取組について（まちづくり方針P ４、P９） 】

【 ➁アンケート調査を踏まえ追加した意見】
＜取組３-１ 安心して遊び憩える公園の整備＞
• 高砂地区に公園を充実してほしい【意見多数】
• 色々な広さの公園がほしい
• 高砂三丁目あたりに新設公園がほしい、住環境向上、防災、憩い、

子供・シルバーも利用するトイレ

＜取組３-２ 住みやすいまちづくり＞
• 下町の良さを大切にしつつ発展してほしい
• 伝統文化を大切にして皆で守り続けられるようにしてほしい
• 葛飾らしい昔ながらの情緒を大切にしていける方針を骨太にお願い

したい
• あまり昔ながらを感じる要素が少なく思える。高砂の文化的資産と

は何なのか明確化する。高砂らしい色を大切にしたまちづくりをし
てほしい。一日も早い住みやすい高砂の開発を進めてほしい

• 今の住宅街の静かさは残すべきと思うため、案はとても良い

高砂地区まちづくり方針（案）

勉強会・検討会意見追加・事務局で修正したもの
 昔ながらの情緒が残る・・・とは、高砂の場合何を指しているのか

分かりにくい。狭い路地や古い建物を残すことがまちづくりとして
本当によいのか。人との関係性・商店街の強さ・日常の雰囲気が大
事ではないか。

高砂地区ま ちづく り 方針（ 案） の反映内容
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〔方針４：豊かな自然を活かした多世代が憩えるまち〕について

【５つの方針・取組について（まちづくり方針P ４、P10） 】

【 ➁アンケート調査を踏まえ追加した意見】
＜取組４-２ 水辺を活かしたまちづくり＞
〔水辺の活用について〕
• 中川の河川敷整備を進めてほしい。川遊びが出来て、子供が安全な

入り江みたいな場所は作れないか
• 子供たちが水に親しめる空間、生き物と触れ合う場所など
• 川辺にはジョギングコースを作ってほしい
• ベンチなどの休憩施設、川テラスでの移動図書館、ハンモック等の

設置

〔舟運の活用について〕
• 舟運、船のネットワーク、舟カフェ等の検討

高砂地区まちづくり方針（案）

高砂地区ま ちづく り 方針（ 案） の反映内容
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〔方針５：災害にも強い安全・安心なまち〕について

【 ➁アンケート調査を踏まえ追加した意見】
＜取組５-４ 地域の防災性の向上＞
〔水害対策について〕
• 地震はもちろんだが水害にも力を入れてほしい【意見多数】
• 高台避難対策として地元の事業者などに協力を求められないか

〔地域の防災活動について〕
• 年に一度程度、高砂地区全体の大規模な避難訓練を実施してほしい

【５つの方針・取組について（まちづくり方針P ４、P10） 】

高砂地区まちづくり方針（案）

勉強会・検討会意見追加・事務局で修正したもの
 災害時を想定したヘリポートの設置を検討できないか

高砂地区ま ちづく り 方針（ 案） の反映内容



高砂地区まちづくり方針
ＧＯ!高砂

～つながるまち、広がる未来～

令和８年２月
高砂地区開発協議会

赤文字：アンケート調査を踏まえて追加した内容
青文字：勉強会、検討会でいただいた意見を踏まえて追加、事務局で修正した内容

（案）

資料２



｢防災(地震･水害)まちづくりを考える｣
高砂地区の防災(地震・水害)に関する現状や課
題を勉強したうえで、防災まちづくりについて
意見交換を行った。

経 緯

01

高砂地区まちづくり勉強会は、令和４年４月に京成電鉄京成本線等（京成高砂駅～江戸川駅付
近）連続立体交差事業が着工準備採択(※)を受けたことを契機に、連続立体交差事業に合わせたま
ちづくりについて、より具体的な検討を進めるために、高砂地区開発協議会が令和５年３月に新た
に立ち上げた勉強会です。

高砂地区まちづくり勉強会では、葛飾区策定の「高砂駅周辺地区まちづくりガイドプラン」等を
基に、高砂地区のまちづくりの具体化に向けて、地区の課題やまちづくりの方針、取組の方向性な
ど、各回テーマを決めて勉強し、意見交換を行ってきました。

勉強会で取りまとめた成果は協議会総会で報告し、地域周知と意見集約を実施したのち、協議会
を通じて、地域のまちづくり提案として、区へ提出します。

※着工準備採択：東京都が国に対して着工準備に係る補助金を要望し、国が事業に関わる総合的な評価を行い、準備・
計画を実施していく路線か判断する。採択後は、事業化に向けて事業者（都）が環境調査や都市計画手続き等を進めて
いく。

｢勉強会の概要と今後の進め方｣
勉強会の趣旨やガイドプラン等について説明し、高
砂地区の現状と課題、まちづくりのコンセプト等を
共有した。

第１回勉強会（令和５年３月28日）

｢連続立体交差事業とまちづくりを考える｣
連続立体交差事業と合わせて進めているまちづくりに
ついて事例を参考に勉強し、高砂地区のまちづくりの
方針（案）について意見交換を行った。

第２回勉強会（令和５年６月28日）

｢都市基盤の整備とまちづくりを考える｣
交通ネットワーク、駅前広場・アクセス道路の役割及
び自然環境の活用等について勉強し、まちづくりの取
り組むべき内容の方向性について意見交換を行った。

｢勉強会の振り返り･取りまとめの方向性｣
勉強会の取りまとめの方向性について共有するととも
にエリアマネジメント等の取組について勉強し、意見
交換を行った。

第３回勉強会（令和５年10月４日）

第７回勉強会（令和６年12月11日）

｢拠点エリアのまちづくりを考える｣
駅前拠点･駅東拠点･創出用地の３つの拠点エリアの特性
や検討テーマ等について事例を参考に勉強し、拠点エリ
アのまちづくりの方向性について意見交換を行った。

｢勉強会の取りまとめ｣
勉強会の成果を「高砂地区まちづくり方針(仮称)」
として取りまとめた。

第４回勉強会（令和６年２月２日）

第８回勉強会（令和７年２月26日）

〔高砂地区まちづくり方針ができるまでの経緯〕

まちづくりについてより具体的に検討するため、高砂地区開発
協議会内に勉強会を立ち上げ、テーマを設けて話し合いました。

｢まちづくりを見据えた道路ネットワークを考える｣
高砂地区の道路ネットワークの現状や課題を勉強した
うえで、将来のまちづくりを見据えた道路ネットワー
クについて意見交換を行った。

第５回勉強会（令和６年６月25日）

｢高砂地区まちづくり方針（仮称）の取りまとめ｣
アンケート調査結果を踏まえ、「高砂地区まちづくり
方針(仮称)」の更新について、意見交換を行った。

第９回勉強会（令和７年12月10日）

アンケート調査等（令和７年7月～10月）
ポスティングによる全戸配布、オープンハウス形式に
よる「高砂地区まちづくり方針（仮称）」の周知・ア
ンケート調査の実施

着工準備採択を受けたことを契機に、高砂地区開
発協議会が新たな勉強会を発足

「高砂地区まちづくり方針（仮称）」を報告
高砂地区開発協議会総会（令和７年５月28日）

「高砂地区まちづくり方針（案）」を最終確認

「高砂地区まちづくり方針」の承認を得たうえで
協議会から地域のまちづくり提案として区へ提出

高砂地区開発協議会総会（令和８年５月）

高砂地区開発協議会役員会（令和８年２月）

防災

緑・水辺

交通

住環境

活性化

「高砂地区まちづくり方針(案)」の特に駅周辺につ
いて意見交換を行った。

駅周辺地区まちづくり検討会（令和８年１月29日）

第６回勉強会（令和６年９月25日）



まちの現状

葛飾区

荒川

江戸川

中川

中川

新中川

京成本線

京成金町線

JR常磐線

新金貨物線
柴又

新柴又高砂

金町

四ツ木

立石

新小岩

綾瀬
亀有

お花茶屋堀切菖蒲園

青砥

高砂駅周辺地区

鉄道

河川

高速道路

〔高砂地区のまちづくりへのご意見〕（高砂地区まちづくり勉強会ニュース第１号より）

■立地特性
・高砂駅周辺地区は、葛飾区高砂二丁目から五丁目、

鎌倉二丁目・三丁目の一部の約84haの地区です。
・葛飾区東部に位置し、西の中川・新中川と東の江戸

川に挟まれています。
・駅付近と幹線道路沿いでは商店街が形成され、駅東

部には京成電鉄高砂車庫（約4.3ha）、駅南東部には
1,000戸を超える大規模団地（都営高砂団地、建替事
業中）が立地しています。

・葛飾区都市計画マスタープラン（R5.12改定）におい
ては、本区の顔となる地区として、人々が集い、憩
う個性あふれる魅力と賑わいのある拠点の形成を図
る『広域拠点』に位置づけられています。

■公共交通網
・京成高砂駅は京成本線と京成金町線、北総線の３線が乗り入れる利便性の高いターミナル駅です。
・一方、高砂駅周辺地区を通るバス路線は２路線です。

■人口の推移
・高砂駅周辺地区の人口は近年横ばいであり、高齢化率は減少傾向にあります。

葛飾区の顔となる地区で、人が集い、憩う個性あふれる魅力と
賑わいのある『広域拠点』として期待されています。
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黒文字 赤文字ガイドプランで示された高砂駅周辺地区の課題 勉強会参加者からいただいたご意見



まちの課題

現 状
■公共交通
・「開かずの踏切」や鉄道による地区内の分断

がある。
・京成本線等と京成金町線の乗り換えがスムー

ズではない。
・駅前にバスやタクシーのロータリーがない。
・コミュニティバスなど新たな交通機能の整備

も考えられる。

■道路
・人、自転車、車がそれぞれ安全に通行できる

道路が必要である。
・拠点間や駅と中川を結ぶ、地区内を回遊でき

る道路整備が望まれる。
・狭い道路が多く、行き止まり道路もある。

■拠点
・高砂駅は鉄道の乗り換え駅であり、広域拠点

の役割がある。
・駅前を地区の顔にふさわしい賑わいと魅力の

あるエリアにし「一度降りてみたい駅」を目
指す。

・鉄道車庫移転により生まれる跡地や都営高砂
団地の建替に伴う創出用地において、まちの
活性化につなげる整備が考えられる。

■住環境
・下町の良さ、住みやすさがある。
・古い建物も見られる。

■自然環境
・地区の西側に中川、地区内東側に高砂北公園が

ある。
・中川の水辺が活用されていない。
・地区内散策時にちょっと休憩できる場所がない。

■防災
・海抜ゼロメートル地帯で、高台が少なく水害に

不安がある。
・細い道路や古い建物が災害時の被害拡大、避難

や救助活動の妨げになりえる。
・避難できる場所が少ない。

■活動
・高砂音楽祭などのイベントを開催している。
・イベント開催やまちの魅力発信等、まちを盛り

上げる活動が考えられる。

課 題 ～求められていること～

課題５：災害に対応できるハードとソフトの対策
地震や水害等への防災対策に加え、災害時の避難や救助活動に資する基盤整備や協力体制の構築が

求められています。誰もが災害時でも安全で安心に感じられるまちをつくる必要があります。

課題１：安全で連続性のある交通ネットワークの構築
鉄道による地区内の分断解消や鉄道同士、鉄道からバス・タクシーへの乗り換えの連続性の確保

が求められています。また、地区内に複数ある拠点や地域資源を結ぶ回遊性があり安全な交通ネッ
トワークの整備が必要です。

課題２：魅力あるまちづくりでまちの活性化
駅前の整備や鉄道車庫の移転、都営高砂団地の建替などの契機を魅力あるまちづくりにつなげて

いくことが求められています。複数の拠点にそれぞれ特色を持たせ、それをつなげることでまち全
体の魅力をアップさせ、インバウンド需要も見据えた高砂らしさをつくっていく必要があります。

課題３：下町の良さを活かした住みやすいまちの整備
下町の良さを残しながらも古い建物を更新し、子どもや子育て世代、高齢者など、誰にとっても

住みやすい住環境の整備が求められています。今後、拠点等の整備が進んで行く中で、賑わいと住
環境の調和も必要です。

課題４：健康で文化的な活動の場となる身近な自然の活用
中川の川辺や高砂北公園を誰もが安全に遊んだり散策したりできる、緑に親しみ健康的に過ごせ

る場、また高砂音楽祭のような文化的活動の場として整備することが求められています。また、街
路樹整備など地区全体の緑豊かな環境づくりも検討が必要です。

勉強会において意見が出た「まちの現状」を踏まえて、「まち
の課題」を体系的に整理しました。
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まちの将来像

まちづくりの方針 高砂駅周辺のまちの将来像を実現するため、以下の５つの
方針を定めます。

災害時に安全に避難できる道路・駅前広場・公園等の整備、減災のための建替の促進、地域
コミュニティによる防災力の向上等、災害に強いまちづくりを進めます。

広域拠点・交通結節点機能を持つ「駅前拠点エリア」、賑わいを生み出す複合機能を持つ
「駅東拠点エリア」、地域の文化・交流・商業の活性化を促進する「創出用地エリア」の３つ
のエリアが一体となった魅力的で愛着の持てるまちづくりを進めます。

３つの拠点エリアと住宅地との調和を図りながら、下町の良さを残し、地域に住む様々な
人々が共生・交流し、豊かに暮らし憩えるための環境整備及び人々がまちに関わって活動でき
るような仕組みづくりを行います。

水辺空間の活用や緑の多い街並みづくり等、身近に自然を感じ活用できる環境整備を進めます。

交通結節点として鉄道・バス・タクシー等が連結され、地区内を安全で快適に回遊できる交
通ネットワークを構築するため、駅前広場や幹線道路、歩行空間の整備の推進を図り、コミュ
ニティバスや次世代モビリティも検討します。

方針１ だれもが安心して回遊できるまち

方針２ 歩いて楽しく、訪ねてみたい賑わいのあるまち

方針３ 心ふれあう下町情緒が残る文化的で住みやすいまち

方針４ 豊かな自然を活かした多世代が憩えるまち

方針５ 災害にも強い安全・安心なまち

交通

住環境

防災

活性化

緑・水辺

ＧＯ！高砂
～つながるまち、広がる未来～

「GO! 高砂」は、交通や人々が集まり、地域の未
来が開かれていくという意味を込めています。下
町の魅力と現代の利便性が融合したまちで、住む
人も訪れる人も楽しめる新しい拠点として発展し
ていきます。

これらのイメージは、高砂の交通利便性、賑わい、
下町情緒、自然環境、防災、地域のつながりを織
り交ぜながら、地域の未来志向と地域の暮らしや
すさを表現しています。

人が集い、賑わいと地域のつながりによって持続可能となる
「まちの将来像」を定めます。
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〔将来像のイメージ〕



高砂地区の土地利用構想図とまちづくりイメージ
高砂地区のまちづくりは、高砂駅周辺地区まちづくりガイドプランで示されている７つの土地利

用ゾーン、３つの拠点エリアを基本とし、計画的なまちづくりを目指します。
また、これまでの勉強会意見を踏まえ新たに設定した、「商業と住宅の調和を図る地域」や

「防災性の向上を特に図る地域」など、地域の課題に対応したまちづくりについても検討していき
ます。

■７つの土地利用ゾーン

住宅団地ゾーン〔都営高砂団地の建替えによる良好な住宅施設の整備〕

創出用地活用ゾーン〔地域の活性化に資する生活利便施設や福祉施設などの整備誘導〕

複合開発ゾーン〔広域的な商業・業務機能の集積や、良好な居住機能の整備誘導〕

住環境保全ゾーン〔静かで落ち着きのある現在の住環境の保全〕

水辺環境形成ゾーン〔水辺空間を生かした景観形成の誘導、親水性の向上〕

商業環境形成ゾーン〔商業・業務機能の集積や公共サービス機能などの充実〕

住環境向上ゾーン〔商業環境と調和した住宅市街地の形成、密集市街地の環境改善〕

■３つの拠点エリア ■２つの地域

駅前拠点エリア〔高砂駅周辺地区の顔にふさわしい賑
わいと魅力あるまちづくりを進めるエリア〕

商住共存地域〔拠点エリアの賑わいを
つ な ぎ 、 商 業 と 住 宅 の 調 和 を 図 る 地
域〕

防災向上地域〔地震や火災への対策を
進め、防災性の向上を特に図る地域〕

駅東拠点エリア〔鉄道車庫移転による大規模土地利用
転換にあわせてまちづくりを進めるエリア〕

創出用地エリア〔地域の活性化に資する生活利便施設
などの誘導や公園の再編を行い、まちづくりを進める
エリア〕
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駅前拠点エリア

駅東拠点エリア

創出用地エリア

商住共存地域

防災向上地域



❹防災の観点から見た道路❹防災の観点から見た道路

❶駅周辺の利便性と回遊性
のための道路※リングロード

❶駅周辺の利便性と回遊性
のための道路※リングロード

❷３つの拠点エリアの連携と
回遊性のための道路

❷３つの拠点エリアの連携と
回遊性のための道路

❺水辺空間と連携する道路❺水辺空間と連携する道路

■道路ネットワークに
関する５つの分類

❸連続立体交差事業に伴う道路❸連続立体交差事業に伴う道路

06※上記凡例は現在の位置を表示したものです。

高砂地区の道路ネットワーク概念図
高砂地区の将来の道路ネットワークについては、下記に示す５つの視点からそれぞれの道路の機

能を検討し、利便性、回遊性、安全性が高い道路ネットワークの形成を目指します。
※この図は道路の機能と概ねの位置を示したものであり、道路の詳細を示すものではありません。



取組２-１ ３つの拠点エリアと拠点連携のまちづくり
・エリアの機能や特性を強化した拠点エリアの整備
・地域全体の活性化を促す、３つの拠点エリアが連携した環境整備

まちづくりの取組 具体的なまちづくりの取組について多くの意見を出し合い、
まちづくりの方針に沿って整理しました。
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取組１-１ 人を中心とした交通環境の創出
・歩行者、自転車、自動車それぞれの通行の安

全性確保（空間の分離）
・災害対策、防犯対策等を重視した、安全安心

なまちづくりを推進
・ベビーカーやシルバーカーが安全に通行でき

る歩道の整備
・ベンチや休憩スペースなどの休憩施設の整備
・行き止まり道路の解消

取組１-２ 自転車・自動車利用環境の向上
・自転車道路の整備
・駅周辺や商店街における適正な駐輪場・駐車

場の配置

取組１ｰ３ 道路ネットワーク・幹線道路の整備
・都市計画道路、駅前広場（北口・南口）整備
・回遊性を生み出すためのリングロードの整備
・拠点間を結ぶわかりやすく移動しやすい道路

ネットワークの整備
・東西方向及び線路南北の交通ネットワークを

強化する道路の整備
・アクセス道路の整備と歩行者・自転車の安全

な通行空間の確保及び大型車の地区内通過を
抑制する道路計画の検討

・高砂駅南側の側道整備
・高砂駅の北口と南口をつなぐ自由通路の整備

の検討

・新金線へのアクセス路の整備（ハード）と京
成高砂駅との連携（ソフト）

・新金線方面へアクセスしやすい高砂駅西口改
札の設置の検討

・移転先の鉄道車庫上空に通路設置

取組１-４ 公共交通網の充実
・駅前広場や周辺道路の整備状況を踏まえた新

規バス路線の導入や再編を促す
・南北方向の移動円滑化や周辺地域との連携・

つながりの強化（コミュニティバス等の導入
検討）

・新金線を活かした新たな交通手段の推進

取組１-５ 新たな交通機能の検討
・自動運転、無人バス、グリーンスローモビリ

ティ等を含めた次世代モビリティの利用を見
据えた道路づくりの検討

・電動キックボード等、各移動手段のすみわ
け・通行ルールの検討

・次世代燃料を利用するインフラ用地の整備

方針１ だれもが安心して回遊できるまち

方針２ 歩いて楽しく、訪ねてみたい賑わいのあるまち

A 駅前拠点エリア： 『商業環境形成ゾーン』を中心

広域拠点としての交通結節点機能を強化し、高砂
駅周辺地区の顔にふさわしい賑わいと魅力あるまち
づくりを進めるエリア

B 駅東拠点エリア： 『複合開発ゾーン』を中心

鉄道車庫移転による大規模土地利用転換にあわせ、
賑わいを生み出す複合機能を持つまちづくりを進め
るエリア

C 創出用地エリア：『創出用地活用ゾーン』を中心

商業の活性化や文化施設などの誘導、公園の再編
を行い、まちづくりを進めるエリア

〔区内整備例：補助284号線 東新小岩南区間（幅員16m）〕
人・自転車・車それぞれが安全で快適な道路
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A駅前拠点エリア

B駅東拠点エリア

C創出用地エリア
○創出用地の活用による地域の活性化
・都営高砂団地の建替に伴い創出される用地

における、民間活用による地域の活性化に
資する生活便利施設や福祉施設、子育て支
援施設や住宅などの誘導

・賑わいを生み出す複合施設、スポーツ施設、
文化施設、教育関係施設、集会所機能、中
小企業が集積する工場団地等、地域を活性
化させる施設の機能と誘導を検討

・誘致施設に伴う駐車場の設置、避難場所と
しての機能の付与

・駅と団地を結ぶアクセス路の整備及び団地
周辺の快適な道路環境の整備

・駅周辺の事業推進と生活再建のための移転
先となる代替地の確保

○都市機能が集積した複合市街地
・広域的な商業・業務機能や良好な居住機能が

集積した複合市街地の形成を誘導
○賑わいを生み出す複合機能の導入
・店舗やホテルを有するモール、広場と一体と

なったマルシェ、文化交流施設、多世代が憩
える教育文化施設、運動施設、総合病院やク
リニックモール、福祉施設、子育て支援施設、
アミューズメント施設、図書館等、多機能施
設の誘導を検討

○災害時の避難に資する施設
・災害発生時に避難が可能となる施設の誘導
・備蓄倉庫の設置の検討
・多方向からアクセスできる避難経路の整備

○まちの顔となる商業地
・商業・業務機能などが集積する、まちの顔

となる商業地を目指す
・インバウンド需要にも対応した商業施設や

ホテルの誘導を検討
・店舗の充実、既存商店街の活性化、空き店

舗の活用（地域交流など）
○広域拠点としての交通結節点機能の強化

・交通結節点機能を強化し、ハブ（中継点）
として位置づけたまちづくりを検討

・鉄道、バス、タクシー等のスムーズな乗り
換え環境の整備

○鉄道高架下の有効活用
・店舗、生活利便施設（福祉・子育て支援施

設、図書館や多目的ホールなど）、多目的
スペースとして有効活用

○安心して暮らせるまちづくり
・商業地周辺の商業環境と調和した良好な住

宅市街地の形成
・治安の良い、明るく安心な駅前の環境整備

○地域情報の発信・シンボルの検討
・高砂地区らしさを表現するシンボルの設置

を検討
・デジタルサイネージや散策マップ等、「訪

ねたくなるまち」「歩いて楽しいまち」
「立ち寄りたくなるまち」の仕掛けを検討

○広場・公園など楽しめる空間の創出
・緑豊かでゆったり過ごすことのできる広場、

ランニングコース、エクストリームスポーツ
スペース、ドッグラン、鉄道車庫の展望ス
ペース等、地区の内外の人が活用したくなる
広場・公園の創出を検討

・京成高砂駅とつながる歩行空間の検討

○鉄道の立体化や車庫移転に対応したまちづくり
・鉄道による地区分断の解消
・移転後の車庫によって地区分断が生じないよ

うな整備
・移転後の鉄道車庫上空への通路設置の検討
・車庫移転や団地建替にともなう道路整備

○公園の整備
・既存の公園と一体となった公園機能を確保
・高砂北公園の再編にともなって、防災公園や

体験型公園の機能の追加を検討

都営団地の
建替創出用地
活用整備
（東大和市東京

街道団地地区）

広域拠点として整備
（押上・スカイツリー駅周辺）



取組３-１ 安心して遊び憩える公園の整備
・様々な広さの公園整備と公園の適切な配置の

検討
・ボール遊びできる公園（高砂北公園）の維持
・鉄道車庫跡地の一部を子供も大人も楽しめる

公園になるような検討
・交通公園等、多様な公園機能の検討
・高砂駅周辺や鉄道側道、アクセス道路で自然

（緑）が感じられる整備の検討

取組３-２ 住みやすいまちづくり
・街灯設置や防犯、ごみ問題への対策の検討
・地域の祭りや伝統行事など、文化資源の継

承・活用及び人とふれあう機会の維持
・高砂音楽祭などの地域イベントの開催
・地産地消を活発にするマルシェ等の検討
・外国人を呼べるようなイベントの検討
・魅力ある下町の雰囲気との調和
・高砂の下町情緒を活かしたまちづくりの検討

方針３ 心ふれあう下町情緒が残る文化的で住みやすいまち
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新小岩公園における「未来志向の公園づくり」
①緩傾斜型堤防、②高台広場、③斜面広場、④自然・遊び広場
⑤屋内施設・賑わい広場、⑥多目的スポーツ広場、⑦小規模ス
ポーツ広場、⑧バリアフリー園路、⑨エントランス、⑩新小岩駅
北口とのアクセス

高砂天祖神社例大祭

取組２-２ 歩いて楽しくなる交通環境の向上
・鉄道立体化に伴い高架下の活用及び側道を歩

行者・自転車のための空間として活用
・高砂駅から周辺等、各拠点間を散歩したくな

る空間づくり、休憩スポットの配置
・歩行者、自転車の安全安心な通行の確保
・商店街の通りなどにおける歩道段差解消等

取組２-３ 訪ねたくなるまちづくりの検討
・線路や車庫を一望できる公園や鉄道車庫跡地

に（ミニ）鉄道博物館を整備し、「鉄道のま
ち」を活かしたまちづくりを進める

・高砂橋付近（京成線と新金線交差）における
「撮り鉄」等の魅力スポットとしての整備と
撮影場所の安全性確保の検討

ベンチや季節の花による憩いの場 緑豊かなコミュニティ道路 歩道舗装デザイン・バリアフリー



取組５-１ 防災を見据えた道路の整備
・延焼遮断や避難等の役割を持たせた幹線道路

や緊急車両が通行できる防災道路の整備
・細街路の解消による防災性の向上
・行き止まり道路の解消
・土地区画整理事業などの面的整備の検討
・防災に資する電柱・電線の地中化の促進

取組５-２ 災害時を見据えた駅前広場の整備
・駅前広場における災害時滞留を想定した整備

の検討

取組５-３ 災害時を見据えた公園の整備
・公園や広場などのオープンスペースの確保
・高砂北公園を防災公園として整備

取組５-４ 地域の防災性の向上
・倒壊の危険性が高い木造建物の建替促進
・建替時の建物の壁面後退の検討
・倒壊・延焼の危険性が高い空き家の解消
・鉄塔高圧線の地中化の検討
・駅前拠点などの拠点開発（３つ）にあわせた

避難建物、避難スペースの確保の検討
・地域の民間企業との連携・協力による防災ま

ちづくり推進
・災害に強いまちになるためのルールづくり
・災害時の拠点となる防災センターの配置
・水害に備えた高台まちづくりや面的な高台避

難対策の検討
・避難場所の案内や災害情報のデジタルサイ

ネージ設置、外国語による情報提供の検討
・ハザードマップの周知、自助・共助活動の促

進、避難訓練の実施等による地域の防災力の
向上

・災害時を想定したヘリポートの設置の検討

方針５ 災害にも強い安全・安心なまち

整備後

道路拡幅・行き止まり道路解消・建替で防災・減災！
京成押上線 四ツ木駅付近の南側道路
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取組４-１ 緑を感じられる住宅地の整備
・街路樹及び住宅地内の小さな公園の整備
・地域に花や緑（フラワーポット）を増やす取

組及び保育園・幼稚園・小中学校と協力した
「緑の住宅地」の取組の検討

取組４-２ 水辺を活かしたまちづくり
・中川かわまちづくりとの連携、水辺の快適性

の維持や釣り、水に親しめる空間づくり、
ジョギングコース等のレジャーの整備

・高砂駅から中川・新中川までを連続させる道
路の整備、また、アクセス道路を水辺につな
がるシンボル道路（並木道）として整備

・高砂橋の下における川沿いの道の連続性確保
を検討

・水辺空間の創出（ベンチ、休憩スペースの設
置）

・中川の舟運を活かしたまちづくりの検討

方針４ 豊かな自然を活かした多世代が憩えるまち

中川かわまちづくりイベント

TOKYO mizumachi(東京ミズマチ）
隅田川テラス



将来像の実現に向けて

まちづくりの取組を進めていくためには、住民(区民･自治会･商店街等）、民間事業者、行政が
連携して取組を進めていくことや、調整が円滑に進められる仕組み、話し合いの場を整えること
など、官民連携による取組（地域の課題解決を地域が主体となって行うエリアマネジメントな
ど）が必要です。

発行元：高砂地区開発協議会 会⾧ 関根榮一

協 力：葛飾区 都市計画課 高砂地域整備担当係

＜連絡先＞ 電話 ： 03-5654-8344 (直通) FAX ： 03-3697-1660 
HP ： 「高砂地区開発協議会について」

〈HPはこちら〉

〔高砂地区のまちづくりの推進イメージ〕

高砂駅周辺のまちの将来像を実現するため、多様な
つながりを持ち、まちづくりを継続していきます。

〔高砂音楽祭〕〔高砂地区まちづくり勉強会〕

〔中川かわまちづくりイベント〕 〔高砂天祖神社例大祭〕

将来像の実現に向けて、官民多様な主体が連携しながら、具体的な計画を検討し、関係者
のコンセンサス形成（合意）を得て、まちづくりの事業を実施するプロセスを繰り返すこと
により、高砂地区の将来像の実現を目指します。
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２ 京成高砂駅北口地区市街地再開発準備会について 

高砂駅北口地区では、令和３年度に設立された「京成高砂駅北口地区市街地再開

発準備会」において、駅前広場の整備や駅前の魅力あるまちづくりの実現に向けた

検討を進めている。 

令和７年８月28日に開催した第12回全体会では、「防災まちづくりと再開発」を

テーマに、先進事例などを参考に地震や水害に備えたまちづくりについて勉強し、

防災性向上に向けた取組について意見交換を行った。（資料３参照） 

また、令和７年12月４日に開催した第13回全体会では、「にぎわいまちづくりと

再開発」をテーマに、先進事例などを参考ににぎわいを形成する要素となる「駅や

駅前広場とまちが一体となる空間形成」、「歩きたくなる街」、「ここちよい場づ

くり」などについて勉強し、にぎわいづくりに向けた取組について意見交換を行っ

た。（資料４参照） 

引き続き、全体会を開催するとともに個別面談も行い、駅前広場整備を見据えた

駅周辺のまちづくりのあり方や個々の権利者にとって望ましい生活再建の意向把握

を行っていく。あわせて、再開発事業を取り巻く状況の変化や近接する連続立体交

差事業の影響なども考慮しつつ、再開発事業の具体化や合意形成を図っていく。 
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３ 都営高砂団地の創出用地活用に向けた高砂四丁目地区地区計画等の変更について 

高砂駅周辺地区において、区では、鉄道立体化を見据えたまちづくりを着実に進

めていくため、「高砂駅周辺地区まちづくりガイドプラン」を令和２年８月に策定

した。その中で高砂駅周辺地区では、駅前拠点、駅東拠点、創出用地を地区の３つ

の拠点エリアとして位置づけ、魅力と活力にあふれる安全で快適な広域拠点を目指

している。また、創出用地エリアのまちづくりについては、都営高砂団地の建替え

を適切に誘導し良質な住宅の供給を行うとともに、創出された用地を活用し、地域

の活性化に資する生活利便施設や福祉施設などの新たな都市機能を西側部分で導入

することなどが示されている（資料５参照） 

なお、都営高砂団地の建替えについては、平成20年度に決定した高砂四丁目地区

地区計画を踏まえ、東京都が建替えを進めている。これまで合計８棟の住宅が完成

し、令和３年度には最後の１棟の住宅が計画されたことを受け、高砂四丁目地区地

区計画の変更を行い、最終棟についても令和８年度から建替え工事に着手する予定

であり、団地建替えについては最終段階を迎えている。 

そこで令和８年度より、創出用地のうち西側部分を対象に、地域の方々と必要な

機能などについて意見交換会を行う予定である。また、土地所有者である東京都と

も協議を進めながら、それらの都市機能の導入に必要な高砂四丁目地区地区計画や

用途地域の変更の準備も進めていく予定である。（図１参照） 

 

 今後の進め方 

 令和８年度   地域との意見交換会を開始 

 令和９年度   都市計画決定（地区計画及び用途地域変更）（予定） 
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 ・委員会報告の金町、小菅、過去の高砂の内容確認 

 ・過去の議会答弁の内容確認 

 ・ガイドプランでの位置付け 

 ・高砂四丁目（創出用地）の目的 

 ・団地建替え 

・これまでの高砂四丁目地区計画経緯 

・現状・課題 

・今後の展開（進め方） 

・東京都と内容調整 

・創出用地の東側は連続立体交差事業に伴い移転が必要となる鉄道車庫用地として、

西側は鉄道車庫の移転に伴い再編が必要となる公園用地や、地域の活性化に資す

る生活利便施設や福祉施設を誘導し活用する方針でこれまで関係者との調整で進

めてきた。 

               図１ 案内図 

 

京成高砂駅 

既決定 H20 
住宅団地地区 

対象地区 

高砂四丁目地区 
地区計画の区域 

既決定 R3 
住宅団地地区 
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不燃化特区における建替え助成について 

 

                             密集地域整備担当課 

 

１ 不燃化特区の概要 

区では、木造住宅密集地域のうち、特に改善を必要としている東四つ木、四つ木、

東立石、堀切の各地域の一部地区について、東京都から不燃化特区の指定を受け、

燃えにくい住宅への建替えと老朽建築物の除却などを支援することで災害に強く安

全・安心なまちづくりを推進している。 

不燃化特区制度は、当初の期限である令和７年度から延長され、令和12年度まで

となったことを受け、都との調整を行ってきた。この結果、これまでと同じ対象地

区において、引き続き都の支援制度を活用しながら不燃化推進の取組を進めていく。 

 

２ 建替え助成の拡大 

 不燃化特区においては、現在、老朽建築物の除却と新築の設計・工事監理及び新

築の工事にかかる費用の一部を助成している。このうち、老朽建築物の除却と新築

の設計・工事監理にかかる費用については助成上限額を２００万円としてきた。 

 この助成上限額について、近年の資材価格及び人件費の高騰による事業費の増加

を踏まえ、令和８年４月より２２０万円に引き上げる。なお、新築の工事にかかる

費用の一部についても、耐火性能及び床面積に応じた額を助成している。 

 

３ 不燃化特区についての今後の予定 

 助成上限額引き上げ等について周知を図るため、不燃化特区内のすべての戸建て

住宅にパンフレットを配布するとともに区ホームページへの掲載を行い、制度の積

極的な活用を促す。これらの取組により、一層の不燃化を図り災害に強い街づくり

を進めていく。 

 

一般庶務報告Ｎｏ．８ 

都 市 整 備 部 

令和８年３月１６日 
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４ 整備地域について 

 不燃化特区を除いた整備地域について、令和６年度から２年間の時限的な取組と

して東京都の整備地域不燃化加速事業の支援を活用した老朽建築物の建替え助成を

実施してきたが、令和７年度末をもって終了する。 

 この地域に対しては、令和８年度以降は木造住宅耐震助成制度の積極的な利用を

促すため、地域内のすべての戸建て住宅にパンフレットを配布することにより、引

き続き不燃化を推進していく。 
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不燃化特区及び整備地域範囲図 

堀切二丁目周辺及び四丁目 

四つ木一・二丁目 

東立石四丁目 

東四つ木三・四丁目 

整備地域 

不燃化特区を除いた整備地域 

不燃化特区 



 公園課

工種割合 工種進捗率 出来高

1) 準備・片付け工 7.3 95.8 7.0

2) 土工 18.9 56.8 10.7

令和６年度 都市計画道路補助第276号線 494,645,800 尾花興業㈱ R6.6.24 63.8 ％ 3) 電線共同溝工 33.0 75.7 25.0

第01号 （細田北）整備（その１） R9.2.24 4) 排水施設工 39.5 50.3 19.9

及び排水施設（その１） 5) 信号機施設工 1.3 90.1 1.2

工事

100.0 63.8

1) 準備、片付け等 6.3 36.5 2.3

2) 桁製作工 50.1 100.0 50.1

令和６年度 八剱橋橋梁架替 696,224,100 ㈱横河 R6.10.11 77.0 ％ 3) 輸送工 4.8 100.0 4.8

第012号 （その11）工事 ブリッジ R8.7.30 4) 地組工 0.5 80.0 0.4

東京営業所 5) 架設工 30.4 53.6 16.3

6) 現場継手工 4.3 60.5 2.6

7) 橋面工 1.3 0.0 0.0

8) 現場塗装工 1.0 0.0 0.0

9) 橋梁足場工 1.3 38.5 0.5

100.0 77.0

1) 準備・片付け工 4.0 50.0 2.0

2) 土工・撤去工 9.2 88.0 8.1

令和７年度 柴又公園拡張部 246,895,000 東香園㈱ R7.6.24 61.1 % 3) 植栽工 1.5 0.0 0.0

第01号 （広場等）整備工事 R8.6.1 4) 給排水設備工 5.6 83.9 4.7

5) 電気設備工 16.7 32.3 5.4

6) 園路広場工 8.7 42.5 3.7

7) サービス施設工 1.9 84.2 1.6

8) 管理施設整備工 23.1 48.5 11.2

9) 付帯施設工 2.0 50.0 1.0

10) 建築工 23.6 86.9 20.5

11) 仮設工 3.7 78.4 2.9

100.0 61.1

契　約　者

奥戸八丁目
　　　　６番先から

奥戸九丁目
　　　　15番先まで

出 来 高

①

令和７年度主要工事進捗状況 （1/2）　　
（令和8年1月31日現在）

工　　期

細田四丁目
　　　　12番先から

細田三丁目
　　　　30番先まで

契 約 金 額
　　　　　　　　　進捗状況　　　　　 (単位％）

工　　種
整理
番号

工事番号 工　　事　　件　　名 工　事　箇　所

②

③

柴又七丁目19番14号
　　及び10番16号



 公園課

工種割合 工種進捗率 出来高

1) 準備・片付け工 5.0 60.0 3.0
2) 土工・撤去工 3.6 100.0 3.6

令和７年度 小菅西公園スケートボード場 245,089,900 ㈱山溪緑地 R7.6.24 65.8 % 3) 給排水設備工 2.1 95.2 2.0
第03号 設置工事 R8.3.31 4) 電気設備工 20.8 96.2 20.0

5) 園路広場工 13.6 84.6 11.5
6) 遊戯施設整備工 26.9 81.0 21.8
7) 修景施設整備工 0.1 0.0 0.0
8) サービス施設工 3.5 0.0 0.0
9) 管理施設工 23.8 16.4 3.9
10) サイン工 0.6 0.0 0.0

100.0 65.8
1) 準備・片付け工 11.6 3.0 0.3
2) 土工・撤去工 20.7 0.0 0.0

令和７年度 都市計画道路補助第276号線 473,770,000 尾花興業㈱ R7.12.18 0.3 % 3) 排水施設工(道路) 5.4 0.0 0.0
第02号 （一口橋南）整備（その３） R10.2.17 4) 街築工 2.7 0.0 0.0

及び排水施設（その２） 5) 舗装工 9.8 0.0 0.0
工事 6) 交通安全施設工・植栽工 8.0 0.0 0.0

7) 電線共同溝工 32.3 0.0 0.0
8) 排水施設工(下水) 9.5 0.0 0.0

100.0 0.3
1) 準備・片付け工 40.0 12.5 5.0
2) 撤去工 5.0 0.0 0.0

令和７年度 水元小合溜河川環境改善 304,700,000 荏原実業㈱ R7.12.18 5.0 % 3) 仮設工 10.0 0.0 0.0
第17号 （汚泥処理設備改修等） R9.3.31 4) 土工 5.0 0.0 0.0

工事 5) 機器据付工 18.0 0.0 0.0
6) 配管工 12.0 0.0 0.0
7) 電気工 10.0 0.0 0.0

100.0 5.0

工　　期
　　　　　　　　　進捗状況　　　　　　 (単位％）

契 約 金 額工事番号 出 来 高

令和７年度主要工事進捗状況  （2/2）　　

工　　種

（令和8年1月31日現在）

整理
番号

工　　事　　件　　名 契　約　者

④

小菅一丁目２番１号

工　事　箇　所

⑤

高砂二丁目
        10番先から

⑥
水元公園８番３号

細田三丁目
        37番先まで



東新小岩五丁目

四つ木一丁目

東新小岩三丁目

柴又三丁目

東金町三丁目

青戸三丁目

東立石三丁目

青戸五丁目

四つ木二丁目

青戸六丁目

白鳥二丁目

東四つ木一丁目
西新小岩五丁目

金町一丁目

奥戸八丁目

四つ木四丁目

東新小岩二丁目

お花茶屋一丁目
青戸四丁目

奥戸七丁目

新宿四丁目

立石一丁目

堀切五丁目

立石二丁目

小菅一丁目

高砂六丁目

西亀有四丁目

南水元二丁目

金町二丁目

東四つ木三丁目

立石三丁目

細田一丁目

金町浄水場

東水元二丁目

亀有五丁目

新小岩一丁目

高砂七丁目

立石八丁目堀切一丁目

新小岩三丁目

白鳥四丁目

青戸七丁目

小菅二丁目

金町四丁目

東水元一丁目

東四つ木二丁目

白鳥三丁目

南水元四丁目

新宿五丁目

新小岩二丁目

東新小岩七丁目

東立石一丁目

立石四丁目 細田二丁目

高砂八丁目

亀有三丁目

お花茶屋二丁目

東新小岩六丁目

高砂一丁目

四つ木五丁目

西水元一丁目

小菅三丁目

東堀切二丁目

西新小岩一丁目

細田三丁目

立石七丁目

水元一丁目

堀切六丁目

東新小岩四丁目

西新小岩二丁目

新宿一丁目

東立石四丁目

宝町一丁目

小菅四丁目

金町五丁目

柴又二丁目

立石五丁目

東四つ木四丁目

お花茶屋三丁目

堀切四丁目

水元三丁目

新宿三丁目

金町六丁目

東堀切三丁目

東立石二丁目

青戸一丁目

東水元三丁目

西新小岩三丁目
東新小岩一丁目

東新小岩八丁目
奥戸四丁目

立石六丁目

堀切三丁目

堀切二丁目

西水元二丁目

西水元五丁目

青戸八丁目

新宿二丁目

新宿六丁目

高砂二丁目

新小岩四丁目

奥戸一丁目

水元二丁目

東金町一丁目

亀有二丁目

亀有一丁目

柴又一丁目

西新小岩四丁目

宝町二丁目

堀切七丁目

鎌倉二丁目

水元四丁目

奥戸三丁目

青戸二丁目

白鳥一丁目

奥戸六丁目

高砂五丁目

堀切八丁目

東水元四丁目

西亀有一丁目

高砂三丁目

亀有四丁目

南水元一丁目

高砂四丁目

奥戸二丁目

南水元三丁目

奥戸九丁目

西亀有二丁目
西亀有三丁目

四つ木三丁目

東金町四丁目

柴又七丁目

鎌倉三丁目

東金町六丁目

鎌倉四丁目

東金町七丁目

柴又六丁目

東金町八丁目

柴又四丁目

金町三丁目

鎌倉一丁目

柴又五丁目

細田四丁目

水元公園

東金町五丁目

西水元四丁目

西水元六丁目

東水元六丁目

細田五丁目

東水元五丁目

水元五丁目西水元三丁目

東金町二丁目

○

主要工事施工箇所図 令和８年１月３１日現在

②６-０１２
八剱橋橋梁架替(その11)工事

①６-０１
都市計画道路補助第276号線
(細田北)整備(その１)及び
排水施設(その１)工事

○

○

③７－０１
柴又公園拡張部（広場等）整備工事

○

④７－０３
小菅西公園スケートボード場
設置工事

⑥７-１７
水元小合溜河川環境改善
（汚泥処理設備改修等）工事 ○

○

⑤７-０２
都市計画道路補助第276号線
(一口橋南)整備(その３)及び
排水施設(その２)工事



令和８年度 建設環境委員会行政視察（案） 

１ 視察日程 

  令和８年５月１１日（月）～１３日（水） ２泊３日 

２ 視察先及び概要  

日程・視察地 視察項目 

 

５/１１(月） 

(１日目) 

 

北海道 

札幌市 

○ 雨水浸透緑化について 

雨水浸透緑化とは、雨水貯留層等による雨水の貯留・浸透・浄化機

能を備えた緑化工法である。水流出量の多い広場や舗装された歩道・

車道などに設置し、都市に降った雨をその場で浄化しながら貯留・浸

透させることで、浸水による被害の軽減、回避を図りつつ、都市の貯

水機能を向上させる。 

札幌市では、国土交通省の実施するグリーンインフラ活用型都市構

築支援事業を活用して緑化施設の整備を検討される民間事業者を支援

している。 

 

５/１２(火) 

(２日目) 
 

北海道 

  札幌市 

○ ウォーカブルシティについて 

札幌市では、令和５年 10月に策定した「第２次札幌市まちづくり戦

略ビジョン（戦略編）」に基づき、「居心地が良く歩きたくなるまち（ウ

ォーカブルシティ）」を実現するため、都心・地域交流拠点・住宅市街

地それぞれにおいて、ハード・ソフト両面から効果的な取組を推進し

ていくこととしており、令和７年度には札幌独自の新たな都市空間像

である「Well-Moving City SAPPORO 2045 ビジョン」の策定を予定し

ている。 

 

５/１３(水) 

(３日目) 
 

北海道 

  旭川市 

○ 花やみどりを活用したまちづくりについて 

あさひかわ北彩都ガーデンは、旭川駅周辺の大規模な空間を生かし

たまちづくりを進める「北彩都あさひかわ」事業の中で、市民をはじ

め旭川の玄関口として外から来た人も楽しむことができる場となり、

都心部の魅力を高め賑わいづくりに繋がることを目的に整備された。 

 


